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条 例

　川崎市議会の個人情報の保護に関する条例をここに公

布する。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第２号

　　　川崎市議会の個人情報の保護に関する条例

目次

　第１章　総則（第１条～第３条）　

　第２章　個人情報等の取扱い（第４条～第16条）　

　第３章　個人情報ファイル（第17条）

　第４章　開示、訂正及び利用停止

　　第１節　開示（第18条～第30条）

　　第２節　訂正（第31条～第37条）

　　第３節　利用停止（第38条～第43条）

　　第４節　審査請求（第44条～第46条）

　第５章　雑則（第47条～第52条）

　第６章　罰則（第53条～第57条）

　附則

　　　第１章　総則

　（目的）

第 １条　この条例は、川崎市議会（以下「議会」という。）

における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を

定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂

正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにするこ

とにより、個人の権利利益を保護することを目的とす

る。

　（定義）

第 ２条　この条例において「個人情報」とは、生存する

個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該

当するものをいう。

　⑴ 　当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述

等（文書、図画若しくは電磁的記録（電磁的方式（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式をいう。次項第２号にお

いて同じ。）で作られる記録をいう。以下同じ。）に

記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その

他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符

号を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人

を識別することができるもの（他の情報と容易に照

合することができ、それにより特定の個人を識別す

ることができることとなるものを含む。）

　⑵ 　個人識別符号が含まれるもの

２ 　この条例において「個人識別符号」とは、次の各号

のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号
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のうち、議長が定めるものをいう。

　⑴ 　特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用

に供するために変換した文字、番号、記号その他の

符号であって、当該特定の個人を識別することがで

きるもの

　⑵ 　個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売

される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に

発行されるカードその他の書類に記載され、若しく

は電磁的方式により記録された文字、番号、記号そ

の他の符号であって、その利用者若しくは購入者又

は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割

り当てられ、又は記載され、若しくは記録されるこ

とにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を

受ける者を識別することができるもの

３ 　この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の

人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪に

より害を被った事実その他本人に対する不当な差別、

偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特

に配慮を要するものとして議長が定める記述等が含ま

れる個人情報をいう。　

４ 　この条例において「保有個人情報」とは、議会局の

職員（以下この章から第３章まで及び第６章において

「職員」という。）が職務上作成し、又は取得した個

人情報であって、職員が組織的に利用するものとし

て、議会が保有しているものをいう。ただし、川崎市

情報公開条例（平成13年川崎市条例第１号。以下「情

報公開条例」という。）第２条第１号に規定する公文

書（以下「公文書」という。）に記録されているもの

に限る。

５ 　この条例において「個人情報ファイル」とは、保有

個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるも

のをいう。

　⑴ 　一定の事務の目的を達成するために特定の保有個

人情報を電子計算機を用いて検索することができる

ように体系的に構成したもの

　⑵ 　前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達

成するために氏名、生年月日その他の記述等により

特定の保有個人情報を容易に検索することができる

ように体系的に構成したもの

６ 　この条例において個人情報について「本人」とは、

個人情報によって識別される特定の個人をいう。

７ 　この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号

に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措

置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識

別することができないように個人情報を加工して得ら

れる個人に関する情報をいう。

　⑴ 　第１項第１号に該当する個人情報　当該個人情報

に含まれる記述等の一部を削除すること（当該一部

の記述等を復元することのできる規則性を有しない

方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。

　⑵ 　第１項第２号に該当する個人情報　当該個人情報

に含まれる個人識別符号の全部を削除すること（当

該個人識別符号を復元することのできる規則性を有

しない方法により他の記述等に置き換えることを含

む。）。

８ 　この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号

に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措

置を講じて特定の個人を識別することができないよう

に個人情報を加工して得られる個人に関する情報であ

って、当該個人情報を復元することができないように

したものをいう。

　⑴ 　第１項第１号に該当する個人情報　当該個人情報

に含まれる記述等の一部を削除すること（当該一部

の記述等を復元することのできる規則性を有しない

方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。

　⑵ 　第１項第２号に該当する個人情報　当該個人情報

に含まれる個人識別符号の全部を削除すること（当

該個人識別符号を復元することのできる規則性を有

しない方法により他の記述等に置き換えることを含

む。）。

９ 　この条例において「個人関連情報」とは、生存する

個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報

及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。

10 　この条例において「特定個人情報」とは、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号利用法」

という。）第２条第８項に規定する特定個人情報をい

う。

11 　この条例において「保有特定個人情報」とは、職員

が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であっ

て、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有

しているものをいう。ただし、公文書に記録されてい

るものに限る。

12 　この条例において「独立行政法人等」とは、独立行

政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項

に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する

法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）別

表第１に掲げる法人をいう。

13 　この条例において「地方独立行政法人」とは、地方

独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１

項に規定する地方独立行政法人をいう。

　（議会の責務）

第 ３条　議会は、その保有する個人情報の適正な取扱い

が確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。

　　　第２章　個人情報等の取扱い

　（個人情報の保有の制限等）
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第 ４条　議会は、個人情報を保有するに当たっては、法

令（条例を含む。第12条第２項第２号及び第３号並び

に第４章において同じ。）の規定によりその権限に属

する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、そ

の利用の目的をできる限り特定しなければならない。

２ 　議会は、前項の規定により特定された利用の目的

（以下「利用目的」という。）の達成に必要な範囲を

超えて、個人情報を保有してはならない。

３ 　議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利

用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる

範囲を超えて行ってはならない。

　（利用目的の明示）

第 ５条　議会は、本人から直接書面（電磁的記録を含

む。）に記録された当該本人の個人情報を取得すると

きは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対

し、その利用目的を明示しなければならない。

　⑴ 　人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必

要があるとき。

　⑵ 　利用目的を本人に明示することにより、本人又は

第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害す

るおそれがあるとき。

　⑶ 　利用目的を本人に明示することにより、国の機

関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行

政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるとき。

　⑷ 　取得の状況からみて利用目的が明らかであると認

められるとき。

　（不適正な利用の禁止）

第 ６条　議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘

発するおそれがある方法により個人情報を利用しては

ならない。

　（適正な取得）

第 ７条　議会は、偽りその他不正の手段により個人情報

を取得してはならない。

　（正確性の確保）

第 ８条　議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保

有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努め

なければならない。

　（安全管理措置）

第 ９条　議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損

の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要

かつ適切な措置を講じなければならない。

２ 　議長は、保有個人情報、仮名加工情報、匿名加工情

報及び個人関連情報の適正な取扱い及び維持管理のた

め、保有個人情報等管理責任者を定めなければならな

い。

３ 　第１項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委

託（２以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者

が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱い

について準用する。

　（従事者の義務）

第 10条　個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員

であった者、前条第３項の業務に従事している者若し

くは従事していた者又は議会において個人情報の取扱

いに従事している派遣労働者（労働者派遣事業の適正

な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

（昭和60年法律第88号）第２条第２号に規定する派遣

労働者をいう。以下この条及び第53条において同じ。）

若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関し

て知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に利用してはならない。

　（漏えい等の通知）

第 11条　議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損そ

の他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって

個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして議

長が定めるものが生じたときは、本人に対し、議長が

定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しな

ければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当

するときは、この限りでない。

　⑴ 　本人への通知が困難な場合であって、本人の権利

利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置を

とるとき。

　⑵ 　当該保有個人情報に第20条各号に掲げる情報のい

ずれかが含まれるとき。

　（利用及び提供の制限）

第 12条　議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以

外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提

供してはならない。

２ 　前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号

のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外

の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供

することができる。ただし、保有個人情報を利用目的

以外の目的のために自ら利用し、又は提供することに

よって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害する

おそれがあると認められるときは、この限りでない。

　⑴ 　本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

　⑵ 　議会が法令の規定によりその権限に属する事務の

遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する

場合であって、当該保有個人情報を利用することに

ついて相当の理由があるとき。

　⑶ 　市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選

挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会

若しくは固定資産評価審査委員会、市が設立した地

方独立行政法人、他の地方公共団体の機関、他の地

方公共団体が設立した地方独立行政法人、法第２条

第８項に規定する行政機関又は独立行政法人等に保
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有個人情報を提供する場合において、保有個人情報

の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の

遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、

かつ、当該個人情報を利用することについて相当の

理由があるとき。

　⑷ 　前３号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は

学術研究の目的のために保有個人情報を提供すると

き、本人以外の者に提供することが明らかに本人の

利益になるとき、その他保有個人情報を提供するこ

とについて特別の理由があるとき。

３ 　前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限

する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

４ 　第１項又は第２項の規定により、利用目的以外の目

的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供しよ

うとするときは、議長が定めるところにより、その旨

を公表するものとする。

５ 　議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要が

あると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の

目的のための議会の内部における利用を議会局の特定

の部若しくは課又は職員に限るものとする。

６ 　保有特定個人情報に関しては、第２項第２号から第

４号まで及び第29条の規定は適用しないものとし、次

の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの

規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げ

る字句とする。

第12条

第１項

法令に基づく場合

を除き、利用目的

以外の目的

利用目的以外の目的

自ら利用し、又は

提供してはならな

い

自ら利用してはならない

第12条

第２項

自ら利用し、又は

提供する

自ら利用する

第12条

第２項

第１号

本人の同意がある

とき、又は本人に

提供するとき

人の生命、身体又は財産の保

護のために必要がある場合で

あって、本人の同意があり、

又は本人の同意を得ることが

困難であるとき

第38条

第１項

第１号

又は第12条第１項

及び第２項の規定

に違反して利用さ

れているとき

第12条第６項の規定により読

み替えて適用する同条第１項

及び第２項（第１号に係る部

分に限る。）の規定に違反して

利用されているとき、番号利

用法第20条の規定に違反して

収集され、若しくは保管され

ているとき、又は番号利用法

第29条の規定に違反して作成

された特定個人情報ファイル

（番号利用法第２条第９項に

規定する特定個人情報ファイ

ルをいう。）に記録されている

とき

第38条

第１項

第２号

第12条第１項及び第

２項

番号利用法第19条

　（保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求）

第 13条　議長は、利用目的のために又は前条第２項第３

号若しくは第４号の規定に基づき、保有個人情報を提

供する場合において、必要があると認めるときは、保

有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人

情報について、その利用の目的若しくは方法の制限そ

の他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他

の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずる

ことを求めるものとする。

　（個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求）

第 14条　議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合

（当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取

得することが想定される場合に限る。）において、必

要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に

係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは

方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えい

の防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必

要な措置を講ずることを求めるものとする。

　（仮名加工情報の取扱いに係る義務）

第 15条　議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加

工情報（個人情報であるものを除く。以下この条及び

第49条において同じ。）を第三者（当該仮名加工情報

の取扱いの委託を受けた者を除く。）に提供してはな

らない。

２ 　議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止

その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切

な措置を講じなければならない。

３ 　議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法

令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用

いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除

情報等（仮名加工情報の作成に用いられた個人情報か

ら削除された記述等及び個人識別符号並びに法第41条

第１項の規定により行われた加工の方法に関する情報

をいう。）を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情

報と照合してはならない。

４ 　議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法

令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民

間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法

律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者

若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者によ

る同条第２項に規定する信書便により送付し、電報を

送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法（電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって議長が定めるものをいう。）

を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮

名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用して

はならない。

５ 　前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱い

の委託（２以上の段階にわたる委託を含む。）を受け
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た者が受託した業務を行う場合について準用する。

　（匿名加工情報の取扱いに係る義務）

第 16条　議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たって

は、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作

成に用いられた個人情報に係る本人を識別するため

に、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人

識別符号若しくは法第43条第１項の規定により行われ

た加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加

工情報を他の情報と照合してはならない。

２ 　議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必

要なものとして議長が定める基準に従い、匿名加工情

報の適切な管理のために必要な措置を講じなければな

らない。

３ 　前２項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱い

の委託（２以上の段階にわたる委託を含む。）を受け

た者が受託した業務を行う場合について準用する。

　　　第３章　個人情報ファイル

　（個人情報ファイル簿の作成及び公表）

第 17条　議長は、その定めるところにより、議会が保有

している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲

げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿（以

下「個人情報ファイル簿」という。）を作成し、公表

しなければならない。

　⑴ 　個人情報ファイルの名称

　⑵ 　個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ

どる組織の名称

　⑶ 　個人情報ファイルの利用目的

　⑷ 　個人情報ファイルに記録される項目（以下この条

において「記録項目」という。）及び本人（他の個

人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検

索し得る者に限る。）として個人情報ファイルに記

録される個人の範囲（次項第２号において「記録範

囲」という。）

　⑸ 　個人情報ファイルに記録される個人情報（以下こ

の条において「記録情報」という。）の収集方法

　⑹ 　記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨及び当該要配慮個人情報を必要とする理由

　⑺ 　記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合

には、その提供先

　⑻ 　次条第１項、第31条第１項又は第38条第１項の規

定による請求を受理する組織の名称及び所在地

　⑼ 　第31条第１項ただし書又は第38条第１項ただし書

に該当するときは、その旨

２ 　前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについ

ては、適用しない。

　⑴ 　次に掲げる個人情報ファイル

　　ア 　議会の議員若しくは議員であった者又は職員若

しくは職員であった者に係る個人情報ファイルで

あって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、

福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項

を記録するもの（議長が行う職員の採用試験に関

する個人情報ファイルを含む。）

　　イ 　専ら試験的な電子計算機処理の用に供するため

の個人情報ファイル

　　ウ 　１年以内に消去することとなる記録情報のみを

記録する個人情報ファイル

　　エ 　資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務

上必要な連絡のために利用する記録情報を記録し

た個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相

手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な

事項のみを記録するもの

　　オ 　職員が学術研究の用に供するためその発意に基

づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであ

って、記録情報を専ら当該学術研究の目的のため

に利用するもの

　　カ 　アからオまでに掲げる個人情報ファイルに準ず

るものとして議長が定める個人情報ファイル

　⑵ 　前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに

記録されている記録情報の全部又は一部を記録した

個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項

目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範

囲内のもの

　⑶ 　前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとし

て議長が定める個人情報ファイル

３ 　第１項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一

部若しくは同項第５号若しくは第７号に掲げる事項を

個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイル

を個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目

的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の

適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認め

るときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せ

ず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿

に掲載しないことができる。

　　　第４章　開示、訂正及び利用停止

　　　　第１節　開示

　（開示請求権）

第 18条　何人も、この条例の定めるところにより、議長

に対し、議会の保有する自己を本人とする保有個人情

報の開示を請求することができる。

２ 　未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本

人の委任による代理人（以下この章において「代理人」

と総称する。）は、本人に代わって前項の規定による

開示の請求（以下この章及び第48条において「開示請

求」という。）をすることができる。

　（開示請求の手続）

第 19条　開示請求は、次に掲げる事項その他議長が定め
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る事項を記載した書面（第３項において「開示請求書」

という。）を議長に提出してしなければならない。

　⑴ 　開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

　⑵ 　開示請求に係る保有個人情報が記録されている公

文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を

特定するに足りる事項

２ 　前項の場合において、開示請求をする者は、議長が

定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の

本人であること（前条第２項の規定による開示請求に

あっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理

人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなけ

ればならない。

３ 　議長は、開示請求書に形式上の不備があると認める

ときは、開示請求をした者（以下「開示請求者」とい

う。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求め

ることができる。この場合において、議長は、開示請

求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努

めなければならない。

　（保有個人情報の開示義務）

第 20条　議長は、開示請求があったときは、開示請求に

係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報又は情報公

開条例第８条第５号に掲げる情報（人の生命、身体、

財産又は社会的な地位の保護に支障を及ぼすおそれが

あると認められる情報（次の第１号に係るものを除

く。）に係る部分に限る。）（以下この章において「不

開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合

を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示

しなければならない。

　⑴ 　開示請求者（第18条第２項の規定により代理人が

本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当

該本人をいう。次号及び第３号、次条第２項並びに

第27条第１項において同じ。）の生命、健康、生活

又は財産を害するおそれがある情報

　⑵ 　開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む

個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等

により開示請求者以外の特定の個人を識別すること

ができるもの（他の情報と照合することにより、開

示請求者以外の特定の個人を識別することができる

こととなるものを含む。）若しくは個人識別符号が

含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識

別することはできないが、開示することにより、な

お開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれ

があるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

　　ア 　法令の規定により又は慣行として開示請求者が

知ることができ、又は知ることが予定されている

情報

　　イ 　人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、

開示することが必要であると認められる情報

　　ウ 　当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年

法律第120号）第２条第１項に規定する国家公務

員（独立行政法人通則法第２条第４項に規定する

行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政

法人等の役員及び職員、地方公務員法（昭和25年

法律第261号）第２条に規定する地方公務員、地

方独立行政法人の役員及び職員並びに指定出資法

人（情報公開条例第８条第１号ウに規定する指

定出資法人をいう。）の役員及び職員をいう。以

下この号において同じ。）である場合において、

当該情報がその職務の遂行に係る情報であるとき

は、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及

び当該職務遂行の内容に係る部分

　⑶ 　法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公

共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号に

おいて「法人等」という。）に関する情報又は開示

請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情

報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、

健康、生活又は財産を保護するため、開示すること

が必要であると認められる情報を除く。

　　ア 　開示することにより、当該法人等又は当該個人

の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれがあるもの

　　イ 　議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任

意に提供されたものであって、法人等又は個人に

おける通例として開示しないこととされているも

のその他の当該条件を付することが当該情報の性

質、当時の状況等に照らして合理的であると認め

られるもの

　⑷ 　国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地

方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検

討又は協議に関する情報であって、開示することに

より、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性

が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱

を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与

え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

　⑸ 　国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地

方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報で

あって、開示することにより、次に掲げるおそれそ

の他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

　　ア 　議長が第24条各項の決定（以下この章において

「開示決定等」という。）をする場合において、

犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と

秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

　　イ 　監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若し

くは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を
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困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を

容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

　　ウ 　契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独

立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法

人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当

に害するおそれ

　　エ 　調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率

的な遂行を不当に阻害するおそれ

　　オ 　人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人

事の確保に支障を及ぼすおそれ

　　カ 　独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業

又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企

業経営上の正当な利益を害するおそれ

　（部分開示）

第 21条　議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示

情報が含まれている場合において、不開示情報に該当

する部分を容易に区分して除くことができるときは、

開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示

しなければならない。

２ 　開示請求に係る保有個人情報に前条第２号の情報

（開示請求者以外の特定の個人を識別することができ

るものに限る。）が含まれている場合において、当該

情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外

の特定の個人を識別することができることとなる記述

等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示し

ても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるお

それがないと認められるときは、当該部分を除いた部

分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項

の規定を適用する。

　（裁量的開示）

第 22条　議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示

情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益

を保護するため特に必要があると認めるときは、開示

請求者に対し、当該保有個人情報を開示することがで

きる。

　（保有個人情報の存否に関する情報）

第 23条　開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人

情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情

報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個

人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒

否することができる。

　（開示請求に対する措置）

第 24条　議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又

は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請

求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目

的及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面によ

り通知しなければならない。ただし、第５条第２号又

は第３号に該当する場合における当該利用目的につい

ては、この限りでない。

２ 　議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示

しないとき（前条の規定により開示請求を拒否すると

き、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していな

いときを含む。）は、開示をしない旨の決定をし、開

示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければ

ならない。

　（開示決定等の期限）

第 25条　開示決定等は、開示請求があった日から14日以

内にしなければならない。ただし、第19条第３項の規

定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要

した日数は、当該期間に算入しない。

２ 　前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困

難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期

間を30日以内に限り延長することができる。この場合

において、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延

長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなけれ

ばならない。

　（開示決定等の期限の特例）

第 26条　開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であ

るため、開示請求があった日から44日以内にその全て

について開示決定等をすることにより事務の遂行に著

しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定

にかかわらず、議長は、開示請求に係る保有個人情報

のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等を

し、残りの保有個人情報については相当の期間内に開

示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、

同条第１項に規定する期間内に、開示請求者に対し、

次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

　⑴ 　この条の規定を適用する旨及びその理由

　⑵ 　残りの保有個人情報について開示決定等をする期

限

２ 　前条の規定による開示決定等をしなければならない

期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があ

るときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しな

い。

　（第三者に対する意見書提出の機会の付与等）

第 27条　開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法

人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求

者以外の者（以下この条、第45条第２項第３号及び第

46条において「第三者」という。）に関する情報が含

まれているときは、議長は、開示決定等をするに当た

って、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めると

ころにより、当該第三者に関する情報の内容その他議

長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を

与えることができる。

２ 　議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第

24条第１項の決定（以下この章において「開示決定」
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という。）に先立ち、当該第三者に対し、議長が定め

るところにより、開示請求に係る当該第三者に関する

情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知

して、意見書を提出する機会を与えなければならな

い。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、

この限りでない。

　⑴ 　第三者に関する情報が含まれている保有個人情報

を開示しようとする場合であって、当該第三者に関

する情報が第20条第２号イ又は同条第３号ただし書

に規定する情報に該当すると認められるとき。

　⑵ 　第三者に関する情報が含まれている保有個人情報

を第22条の規定により開示しようとするとき。

３ 　議長は、前２項の規定により意見書の提出の機会を

与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に

反対の意思を表示した意見書を提出した場合におい

て、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実

施する日との間に少なくとも２週間を置かなければな

らない。この場合において、議長は、開示決定後直ち

に、当該意見書（第45条において「反対意見書」とい

う。）を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及

びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知

しなければならない。

　（開示の実施）

第 28条　保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、

文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの

交付により、電磁的記録に記録されているときはその

種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方

法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情

報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記

録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるお

それがあると認めるときその他正当な理由があるとき

は、その写しにより、これを行うことができる。

２ 　議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての

開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければ

ならない。

３ 　開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者

は、議長が定めるところにより、議長に対し、その求

める開示の実施の方法等を申し出なければならない。

４ 　前項の規定による申出は、第24条第１項に規定する

通知があった日から30日以内にしなければならない。

ただし、当該期間内に当該申出をすることができない

ことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

　（他の法令による開示の実施との調整）

第 29条　議長は、他の法令の規定により、開示請求者に

対し開示請求に係る保有個人情報が前条第１項本文に

規定する方法と同一の方法で開示することとされてい

る場合（開示の期間が定められている場合にあって

は、当該期間内に限る。）には、同項本文の規定にか

かわらず、当該保有個人情報については、当該同一の

方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の

規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあると

きは、この限りでない。

２ 　他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であると

きは、当該縦覧を前条第１項本文の閲覧とみなして、

前項の規定を適用する。

　（手数料等）

第 30条　第28条の規定による保有個人情報の開示に係る

手数料は、無料とする。

２ 　開示請求者は、当該開示請求に係る保有個人情報の

写しの交付等を受ける場合における当該写しの作成等

に要する費用について、別に定める額を負担しなけれ

ばならない。

　　　　第２節　訂正

　（訂正請求権）

第 31条　何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容

が事実でないと思料するときは、この条例の定めると

ころにより、議長に対し、当該保有個人情報の訂正

（追加又は削除を含む。以下この章において同じ。）

を請求することができる。ただし、当該保有個人情報

の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定

められているときは、この限りでない。

２ 　代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の

請求（以下この章及び第48条において「訂正請求」と

いう。）をすることができる。

　（訂正請求の手続）

第 32条　訂正請求は、次に掲げる事項その他議長が定め

る事項を記載した書面（第３項において「訂正請求書」

という。）を議長に提出してしなければならない。

　⑴ 　訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

　⑵ 　訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる

事項

　⑶ 　訂正請求の趣旨及び理由

２ 　前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が

定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の

本人であること（前条第２項の規定による訂正請求に

あっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理

人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなけ

ればならない。

３ 　議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認める

ときは、訂正請求をした者（以下この章において「訂

正請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、

その補正を求めることができる。

　（保有個人情報の訂正義務）

第 33条　議長は、訂正請求があった場合において、当該

訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求

に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内
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で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

　（訂正請求に対する措置）

第 34条　議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正を

するときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、

その旨を書面により通知しなければならない。

２ 　議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしな

いとき（訂正請求に係る保有個人情報を保有していな

いときを含む。）は、その旨の決定をし、訂正請求者

に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

　（訂正決定等の期限）

第 35条　前条各項の決定（以下この章において「訂正決

定等」という。）は、訂正請求があった日から29日以

内にしなければならない。ただし、第32条第３項の規

定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要

した日数は、当該期間に算入しない。

２ 　前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困

難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期

間を30日以内に限り延長することができる。この場合

において、議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延

長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなけれ

ばならない。

　（訂正決定等の期限の特例）

第 36条　議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認

めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内

に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議

長は、同条第１項に規定する期間内に、訂正請求者に

対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければな

らない。

　⑴ 　この条の規定を適用する旨及びその理由

　⑵ 　訂正決定等をする期限

２ 　前条の規定による訂正決定等をしなければならない

期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があ

るときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しな

い。

　（保有個人情報の提供先への通知）

第 37条　議長は、第34条第１項の決定に基づく保有個人

情報の訂正の実施をした場合において、必要があると

認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅

滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

　　　　第３節　利用停止

　（利用停止請求権）

第 38条　何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の

各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条

例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定

める措置を請求することができる。ただし、当該保有

個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下こ

の章において「利用停止」という。）に関して他の法

令の規定により特別の手続が定められているときは、

この限りでない。

　⑴ 　第４条第２項の規定に違反して保有されていると

き、第６条の規定に違反して取り扱われていると

き、第７条の規定に違反して取得されたものである

とき、又は第12条第１項及び第２項の規定に違反し

て利用されているとき　　　　　　

　　　当該保有個人情報の利用の停止又は消去

　⑵ 　第12条第１項及び第２項の規定に違反して提供さ

れているとき当該保有個人情報の提供の停止

２ 　代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停

止の請求（以下この章及び第48条において「利用停止

請求」という。）をすることができる。

　（利用停止請求の手続）

第 39条　利用停止請求は、次に掲げる事項その他議長が

定める事項を記載した書面（第３項において「利用停

止請求書」という。）を議長に提出してしなければな

らない。

　⑴ 　利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

　⑵ 　利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足

りる事項

　⑶ 　利用停止請求の趣旨及び理由

２ 　前項の場合において、利用停止請求をする者は、議

長が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個

人情報の本人であること（前条第２項の規定による利

用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人

情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示

し、又は提出しなければならない。

３ 　議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認

めるときは、利用停止請求をした者（以下この章にお

いて「利用停止請求者」という。）に対し、相当の期

間を定めて、その補正を求めることができる。

　（保有個人情報の利用停止義務）

第 40条　議長は、利用停止請求があった場合において、

当該利用停止請求に理由があると認めるときは、議会

における個人情報の適正な取扱いを確保するために必

要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の

利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個

人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情

報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務

又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれが

あると認められるときは、この限りでない。

　（利用停止請求に対する措置）

第 41条　議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利

用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請

求者に対し、その旨を書面により通知しなければなら

ない。

２ 　議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停

止をしないとき（利用停止請求に係る保有個人情報を
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保有していないときを含む。）は、その旨の決定をし、

利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しな

ければならない。

　（利用停止決定等の期限）

第 42条　前条各項の決定（以下この章において「利用停

止決定等」という。）は、利用停止請求があった日か

ら29日以内にしなければならない。ただし、第39条第

３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該

補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

２ 　前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困

難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期

間を30日以内に限り延長することができる。この場合

において、議長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、

延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなけ

ればならない。

　（利用停止決定等の期限の特例）

第 43条　議長は、利用停止決定等に特に長期間を要する

と認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期

間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合にお

いて、議長は、同条第１項に規定する期間内に、利用

停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知

しなければならない。

　⑴ 　この条の規定を適用する旨及びその理由

　⑵ 　利用停止決定等をする期限

２ 　前条の規定による利用停止決定等をしなければなら

ない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間

があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入

しない。

　　　　第４節　審査請求

　（審理員による審理手続に関する規定の適用除外）

第 44条　開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は

開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作

為に係る審査請求については、行政不服審査法（平成

26年法律第68号）第９条第１項の規定は、適用しない。

　（情報公開・個人情報保護審査会への諮問）

第 45条　開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は

開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作

為について審査請求があったときは、議長は、次の各

号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開条例第

25条第１項に規定する川崎市情報公開・個人情報保護

審査会に諮問しなければならない。

　⑴ 　審査請求が不適法であり、却下するとき。

　⑵ 　裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求

に係る保有個人情報の全部を開示することとすると

き（当該保有個人情報の開示について反対意見書が

提出されているときを除く。）。

　⑶ 　裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求

に係る保有個人情報の訂正をすることとするとき。

　⑷ 　裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求

に係る保有個人情報の利用停止をすることとすると

き。

２ 　前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に

掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければなら

ない。

　⑴ 　審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第

４項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条

第２号において同じ。）

　⑵ 　開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（こ

れらの者が審査請求人又は参加人である場合を除

く。）

　⑶ 　当該審査請求に係る保有個人情報の開示について

反対意見書を提出した第三者（当該第三者が審査請

求人又は参加人である場合を除く。）

　（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手

続等）

第 46条　第27条第３項の規定は、次の各号のいずれかに

該当する裁決をする場合について準用する。

　⑴ 　開示決定に対する第三者からの審査請求を却下

し、又は棄却する裁決

　⑵ 　審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る保有

個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。）を変

更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する

旨の裁決（第三者である参加人が当該第三者に関す

る情報の開示に反対の意思を表示している場合に限

る。）

　　　第５章　雑則

　（適用の特例）

第 47条　保有個人情報（情報公開条例に規定する不開示

情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限

る。）のうち、まだ分類その他の整理が行われていな

いもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量に

あるためその中から特定の保有個人情報を検索するこ

とが著しく困難であるものは、前章（第４節を除く。）

の規定の適用については、議会に保有されていないも

のとみなす。

　（開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等）

第 48条　議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求

（以下この条において「開示請求等」という。）をし

ようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等を

することができるよう、保有個人情報の特定その他開

示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措

置を講ずるものとする。

　（個人情報等の取扱いに関する苦情処理）

第 49条　議長は、議会における個人情報、仮名加工情報

又は匿名加工情報（以下この条において「個人情報等」

という。）の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処



（第1,863号）令和5年(2023年)３月27日 川 崎 市 公 報

－1856－

理に努めなければならない。

２ 　議長は、前項に規定する個人情報等の保護に関する

苦情について、公正かつ簡易迅速な処理を図るため必

要と認めるときは、川崎市個人情報の保護に関する法

律施行条例（令和４年川崎市条例第76号）第20条第１

項に規定する川崎市個人情報保護委員（以下この条に

おいて「保護委員」という。）に処理を依頼すること

ができる。

３ 　保護委員は、前項に規定する苦情の申出に基づき、

必要があると認めるときは、議長に対し、個人情報等

の保護に関し是正その他必要な措置をとるよう勧告す

ることができる。

４ 　議長は、前項の規定による保護委員の勧告があった

ときは、個人情報等の保護に関し是正その他必要な措

置をとるよう努めなければならない。

　（情報公開運営審議会への諮問）

第 50条　議長は、個人情報の適正な取扱いを確保するた

め専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要で

あると認めるときは、情報公開条例第33条に規定する

川崎市情報公開運営審議会に諮問することができる。

　（運営状況の公表）

第 51条　議長は、毎年度、この条例の運営状況を取りま

とめ、その概要を公表するものとする。

　（委任）

第 52条　この条例の実施のため必要な事項は、議長が定

める。

　　　第６章　罰則

第 53条　職員若しくは職員であった者、第９条第３項若

しくは第15条第５項の委託を受けた業務に従事してい

る者若しくは従事していた者又は議会において個人情

報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従

事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働

者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事

項が記録された第２条第５項第１号に係る個人情報フ

ァイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したも

のを含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は

100万円以下の罰金に処する。

第 54条　前条に規定する者が、その業務に関して知り得

た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を

図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の

懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第 55条　職員がその職権を濫用して、専らその職務の用

以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記

録された文書、図画又は電磁的記録を収集したとき

は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第 56条　前３条の規定は、市の区域外においてこれらの

条の罪を犯した者にも適用する。

第 57条　偽りその他不正の手段により、第24条第１項の

決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、５万

円以下の過料に処する。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この条例は、令和５年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２ 　この条例の施行の日前に、議会に対しされた本人の

個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、

その同意が第４条第１項の規定により特定される利用

目的以外の目的のために保有個人情報（保有特定個人

情報を除く。）を自ら利用し、又は提供することを認

める旨の同意に相当するものであるときは、第12条第

２項第１号の同意があったものとみなす。

３ 　この条例の施行の際現に議会が保有している個人情

報ファイル簿についての第17条第１項の規定の適用に

ついては、同項中「作成し」とあるのは「この条例の

施行後遅滞なく、作成し」とする。

　（川崎市情報公開条例の一部改正）

４ 　川崎市情報公開条例の一部を次のように改正する。

　 　第25条第１項中「又は」を「、」に改め、「同条第１

項」の次に「又は川崎市議会の個人情報の保護に関す

る条例（令和５年川崎市条例第２号。以下「市議会個

人情報保護条例」という。）第45条第１項」を加える。

　 　第26条第１項中「又は個人情報保護法」を「、個人

情報保護法」に改め、「同条第１項の規定により審査

会に諮問をした審査庁」の次に「又は市議会個人情報

保護条例第45条第１項の規定により審査会に諮問をし

た審査庁」を加え、「又は第102条第１項」を「若しく

は第102条第１項」に、「又は利用停止決定等」を「若

しくは利用停止決定等」に改め、「規定する保有個人

情報」の次に「又は市議会個人情報保護条例第20条第

５号ア、第35条第１項若しくは第42条第１項に規定す

る開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に

係る市議会個人情報保護条例第２条第４項に規定する

保有個人情報」を加える。

　 　第33条第１項中「及び」を「、」に改め、「個人情報

保護法施行条例」という。）」の次に「及び市議会個人

情報保護条例」を加え、同条第２項第２号中「個人情

報保護法施行条例」の次に「及び市議会個人情報保護

条例」を加える。

　　　───────────────────

　川崎市議会基本条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第３号

　　　川崎市議会基本条例の一部を改正する条例

　川崎市議会基本条例（平成21年川崎市条例第21号）の
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一部を次のように改正する。

　第19条第１項中「並びに資産等の公開」を「、資産等

の公開並びに個人情報の保護」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和５年４月１日から施行する。

規 則

　川崎市私道舗装助成金支給規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

　　令和５年３月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第７号

　　　川崎市私道舗装助成金支給規則の一部を改

　　　正する規則

　川崎市私道舗装助成金支給規則（昭和48年川崎市規則

第34号）の一部を次のように改正する。

　第２条第３号中「居住者で当該道路」を「私道に接す

る敷地（敷地外への出入口が当該私道に面しているもの

に限る。）内の家屋に居住する者（以下「居住者」とい

う。）で当該私道」に改める。

　第３条中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、

同条第２号を次のように改める。

　⑵ 　両端が原則として舗装された公道に接続している

こと又は一端が舗装された公道に接続し、かつ、５

世帯以上の居住者に利用されていること。

　第３条第５号を次のように改める。

　⑸ 　私道の所有者、居住者その他市長が定める関係者

の総意による工事施行の要望がなされていること。

ただし、市長が別に定める要件に該当する場合は、

この限りでない。

　第４条第１項第１号中「が行き止まり道路である」を

「の一端が舗装された公道に接続していない」に改める。

　第４条の２に次の１項を加える。

３ 　市長は、第１項の審査を行う場合において、必要が

あると認めるときは、川崎市私道舗装助成審査会の意

見を聴くものとする。

　第５条に次の１号を加える。

　⑷ 　第３条第５号ただし書の規定の適用を受ける場合

にあっては、同号ただし書の市長が別に定める要件

に該当することが確認できる書類

　第６条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を

同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 　市長は、前項の規定により助成金の支給の可否を決

定する場合において、必要があると認めるときは、川

崎市私道舗装助成審査会の意見を聴くものとする。

　第７条第１項中「助成金の支給の可否を決定」を「第

４条の２第１項に規定する事前審査及び前条第１項に規

定する助成金の支給の可否に関して審議」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則の規定は、令和５年４月１日から施行す

る。ただし、第３条第２号の改正規定は、同年10月１

日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に

支給の申請をする者について適用し、同日前に支給の

申請をした者については、なお従前の例による。

　　　───────────────────

　川崎市児童相談所条例の一部を改正する条例の施行期

日を定める規則をここに公布する。

　　令和５年３月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第８号

　　　川崎市児童相談所条例の一部を改正する条

　　　例の施行期日を定める規則

　川崎市児童相談所条例の一部を改正する条例（令和４

年川崎市条例第82号）の施行期日は、令和５年４月１日

とする。

告 示

川崎市告示第104号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３

第１項に規定する指定納付受託者を指定したので、同条

第２項の規定により告示します。

　　令和５年３月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　指定納付受託者の住所及び名称

　　所 在 地　 東京都港区高輪１－３－13　ＮＢＦ高輪

ビル６階

　　名　　称　ソニーペイメントサービス株式会社

　　代表者名　代表取締役　中村 英彦

２ 　指定納付受託者が納付する歳入の内容

　 　電子申請システムを利用した各種手続における手数

料、実費徴収金等

３ 　指定納付受託者による納付の委託を開始する日

　　令和５年３月１日

　　　───────────────────

川崎市告示第105号

　川崎市物品会計規則（昭和39年川崎市規則第32号）第

16条第３項の規定により区物品出納員を設置し、地方自

治法施行令（昭和22年政令第16号）第174条の44第４項

の規定に基づき、区会計管理者をして区会計管理者の権
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限に属する事務について、下記変更前のとおり委任させ

ていたところですが、委任させた事務の範囲を下記変更

後のとおりとすることにしましたので、同項後段の規定

により告示します。

変更前

委任させた者の職 委任させた事務の範囲 委任させた期間

宮前区役所地域みま

もり支援センター（福

祉事務所・保健所支

所）保育所等・地域

連携担当物品出納員

（区役所地域みまも

り支援センター（福

祉事務所・保健所支

所）保育所等・地域

連携担当の庶務を担

当する担当係長）

宮前区役所地域みま

もり支援センター（福

祉事務所・保健所支

所）保育所等・地域

連携担当の物品（基

金に属する動産を含

む。）の出納保管に関

する事務

令和４年４月１

日から令和５年

３月31日まで

変更後

委任させた者の職 委任させた事務の範囲 委任させた期間

宮前区役所地域みま

もり支援センター（福

祉事務所・保健所支

所）保育所等・地域

連携担当物品出納員

（区役所地域みまも

り支援センター（福

祉事務所・保健所支

所）保育所等・地域

連携担当の庶務を担

当する担当係長）

宮前区役所地域みま

もり支援センター（福

祉事務所・保健所支

所）保育所等・地域

連携担当及び学校・

地域連携担当の物品

（基金に属する動産

を含む。）の出納保管

に関する事務

令和５年３月１

日から令和５年

３月31日まで

　　令和５年３月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第106号

　　　指定障害福祉サービスの事業の廃止について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定

により、指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出があ

りましたので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり

告示します。

　　令和５年３月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 廃止の年月日 事業所番号

株式会社メディホス
ティエル訪問介護

ステーション

川崎市川崎区本町１－８－２

トラストビル２階

居宅介護

重度訪問介護
令和５年１月31日 1415001542

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第107号

　　　指定障害児通所支援の事業の廃止について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20

第４項の規定により、指定障害児通所支援の事業の廃止

の届出がありましたので、同法第21条の５の25第２項の

規定に基づき別表のとおり告示します。

　　令和５年３月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 廃止の年月日 事業所番号

株式会社

グローバルキッズ

グローバルキッズ

Ａｃｔ宮前平

川崎市宮前区宮前平１－４－142　

ステージオーシー宮前平Ｂ１階　Ｂ１・２
児童発達支援 令和５年１月31日 1455500353

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第108号

　　　介護保険法等によるサービス事業所等の廃

　　　止等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、

第78条の５第２項、第82条第２項、第99条第２項、第

105条の５第２項、第115条の15第２項、第115条の25第

２項、第78条の８若しくは第91条の規定、又は健康保険

法等の一部を改正する法律附則130条の２第１項により

なおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法

（以下、「旧介護保険法」といいます。）第113条の規定

により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サー

ビス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サ

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者

若しくは指定介護予防支援事業者から廃止の届出があ

り、又は指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老

人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設から辞退の

届出があったため、介護保険法第78条、第78条の11、第

85条、第104条の２、第115条の10、第115条の20、第115

条の30、第78条の11若しくは第93条、又は旧介護保険法

第115条の規定に基づき告示します。

　　令和５年３月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

令和５年１月廃止等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

株式会社メディホス 1475004360
ティエル訪問介護

ステーション

川崎市川崎区本町１－８－２

トラストビル２階
訪問介護

株式会社

チャイルドランド
1475301063

愛ランドグループ

ホーム
川崎市高津区久末2093－１

認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同

生活介護



川 崎 市 公 報 （第1,863号）令和5年(2023年)３月27日

－1859－

株式会社

うぇるさぽーと
1475301907

うぇるさぽーと

介護サービス
川崎市高津区梶ヶ谷３－10－12 居宅介護支援

有限会社コスモス

ヘルパーステーション
1475400436

コスモス・ぴあ・

ハウス
川崎市多摩区菅稲田堤３－17－11

認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同

生活介護

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第109号

　　　介護保険法によるサービス事業者等の指定

　　　等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本

文、第42条の２第１項本文、第46条第１項、第48条第１

項第１号、第53条第１項、第54条の２第１項本文、若し

くは第58条第１項の規定又は第94条第１項の規定によ

り、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス

事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施

設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護

予防サービス事業者、若しくは指定介護予防支援事業者

を指定し又は介護老人保健施設を許可したので、同法第

78条、第78条の11、第85条、第93条、第115条の10、第

115条の20、若しくは第115条の30の規定又は第104条の

２の規定に基づき告示します。

　　令和５年３月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

令和５年３月１日指定等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

合同会社アリビオ 1465090303
訪問看護ステーション

はる
川崎市川崎区小田５丁目２番８号

訪問看護

介護予防訪問看護

SHOUBU株式会社 1465590377
いろどり訪問看護

リハビリステーション

川崎市宮前区平６丁目５－３

グレース宮前101号

訪問看護

介護予防訪問看護

株式会社ケアリッツ・

アンド・パートナーズ
1475004485 ケアリッツ川崎大師

川崎市川崎区旭町２－24－５

吉原第２ビル302
訪問介護

株式会社ツクイ 1475303515
ツクイ川崎梶ヶ谷

（訪問）
川崎市高津区向ヶ丘157－１ 訪問介護

株式会社リビング

プラットフォームケア
1495400770 ライブラリ生田 川崎市多摩区生田７－６－５

認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同

生活介護

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第110号

　　　土壌汚染対策法に基づく要措置区域の全部

　　　の指定の解除について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第４項

の規定に基づき、次の要措置区域の全部の指定の解除を

しますので、同条第２項の規定に基づき告示します。

　　令和５年３月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　指定を解除する要措置区域

　 　川崎市幸区塚越四丁目298番４の一部（別図のとお

り）

　　（平成30年川崎市告示第564号により指定した区域）

２ 　土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種

類

　 　テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、シス

-1,2-ジクロロエチレン、ふっ素及びその化合物

３ 　土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種

類

　　該当なし

４ 　講じられた汚染の除去等の措置

　　基準不適合土壌の掘削による除去
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別
図

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第111号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

　　　区域の指定について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項

の規定に基づき、次の土地の区域を　特定有害物質によ

って汚染されており、当該土地の形質の変更をしようと

するときの届出をしなければならない区域として指定し

ますので、同条第３項の規定に基づき告示します。

　　令和５年３月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　形質変更時要届出区域の所在地

　 　川崎市幸区塚越四丁目298番４の一部（別図のとお

り）

２ 　土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種

類

　　ふっ素及びその化合物

３ 　土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種

類

　　該当なし

４ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第58条第５項第10号から第13号　までの該当の有

無

　　第58条第５項第10号に該当
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別
図

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第112号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

　　　区域の指定について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項

の規定に基づき、次の土地の区域を　特定有害物質によ

って汚染されており、当該土地の形質の変更をしようと

するときの届出をしなければならない区域として指定し

ますので、同条第３項の規定に基づき告示します。

　　令和５年３月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　形質変更時要届出区域の所在地

　 　川崎市中原区西加瀬５番１、12番３、21番２、47番

1,2,3,4、48番1,3、50番1,2,3,4,5,6,7、58番３、59番１、

88番1,2、103番1,3,4,5、116番1,6,7、122番 １、125

番 ３、295番7,9、314番1,2、323番、324番1,3,4,5、

329番2,3、330番1,2,3,4、333番1,2、334番、334番２、

336番２、337番4,5、341番１、347番2,3、348番6,7、

390番1,8,9,10、396番３、401番、402番及び403番の

各一部（別図のとおり）

２ 　土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種

類

　 　クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、テトラク

ロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、六価

クロム化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化

合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、

ほう素及びその化合物

３ 　土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種

類

　　鉛及びその化合物

４ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第58条第５項第10号から第13号　までの該当の有

無

　　該当無し
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川崎市告示第113号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和５年３月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車              2,500円

　　　原動機付自転車      5,000円

　　　自動二輪車         10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第114号

　令和５年１月11日付けで公示した中原区小杉町三丁目

の国道409号予定地（自動車駐車場、広場、公園、移動

販売、露店）について、占用入札を実施した結果、次の

とおり入札占用計画を認定したので、道路法（昭和27年

法律第180号）第39条の５第２項の規定に基づき、公示

する。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　入札占用計画の認定日

　　令和５年３月10日

２　認定の有効期間

　　令和５年４月１日から令和７年３月31日

３ 　道路の占用の場所

　　川崎市中原区小杉町三丁目23－５他

４ 　認定計画提出者

　　株式会社アサヒエンタープライゼス

　　　───────────────────

川崎市告示第115号

　令和５年１月11日付けで公示した中原区宮内四丁目の

国道409号予定地（自動車駐車場）について、占用入札

を実施した結果、次のとおり入札占用計画を認定したの

で、道路法（昭和27年法律第180号）第39条の５第２項

の規定に基づき、公示する。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　入札占用計画の認定日

　　令和５年３月10日

２　認定の有効期間

　　令和５年４月１日から令和９年３月31日

３ 　道路の占用の場所

　　川崎市中原区宮内四丁目693－９他

４ 　認定計画提出者

　　大和ハウスパーキング株式会社

　　　───────────────────

川崎市告示第116号

　令和５年１月11日付けで公示した多摩区布田の都市計

画道路小杉菅線予定地（自動車駐車場）について、占用

入札を実施した結果、次のとおり入札占用計画を認定し

たので、道路法（昭和27年法律第180号）第39条の５第

２項の規定に基づき、公示する。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　入札占用計画の認定日

　　令和５年３月10日

２　認定の有効期間

　　令和５年４月１日から令和10年３月31日

３ 　道路の占用の場所

　　川崎市多摩区布田1039－１他

４ 　認定計画提出者

　　株式会社アサヒエンタープライゼス

　　　───────────────────

川崎市告示第117号

　令和５年１月11日付けで公示した麻生区下麻生三丁目

の主要地方道横浜上麻生予定地（自動車駐車場）につい

て、占用入札を実施した結果、次のとおり入札占用計画

を認定したので、道路法（昭和27年法律第180号）第39

条の５第２項の規定に基づき、公示する。

　　令和５年３月10日
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 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　入札占用計画の認定日

　　令和５年３月10日

２　認定の有効期間

　　令和５年４月１日から令和８年３月31日

３ 　道路の占用の場所

　　川崎市麻生区下麻生３丁目112－８

４ 　認定計画提出者

　　株式会社アサヒエンタープライゼス

　　　───────────────────

川崎市告示第118号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和５年３月10日から令和５年３月27日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・

新別
路線名 区間

敷地の

幅員（ｍ）

延長

（ｍ）
備考

旧
野川

柿生線

川崎市宮前区平

５丁目813番２先 14.55 ～

15.59
27.04

川崎市宮前区平

５丁目813番２先

新
野川

柿生線

川崎市宮前区平

５丁目813番２先 16.55 ～

17.59
27.04

川崎市宮前区平

５丁目813番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第119号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和５年３月10日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和５年３月10日から令和５年３月27日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路線名 供用開始の区間 備考

野川柿生線
川崎市宮前区平５丁目813番２先

川崎市宮前区平５丁目813番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第120号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和５年３月10日から令和５年３月27日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・

新別
路線名 区間

敷地の

幅員（ｍ）

延長

（ｍ）
備考

旧
宮前

第６号線

川崎市宮前区南野

川１丁目2910番２先
16.00 11.60

川崎市宮前区南野

川１丁目2910番２先

新
宮前

第６号線

川崎市宮前区南野

川１丁目2910番２先 14.10 ～

14.51
11.60

川崎市宮前区南野

川１丁目2910番２先

旧
有馬

第235号線

川崎市宮前区東有

馬５丁目2869番９先
３.27 ４.31

川崎市宮前区東有

馬５丁目2869番９先

新
有馬

第235号線

川崎市宮前区東有

馬５丁目2869番２先
３.65 ４.31

川崎市宮前区東有

馬５丁目2869番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第121号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和５年３月10日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和５年３月10日から令和５年３月27日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路線名 供用開始の区間 備考

宮前

第６号線

川崎市宮前区南野川１丁目3984番２先

川崎市宮前区東有馬３丁目2936番先

有馬

第235号線

川崎市宮前区東有馬５丁目2869番２先

川崎市宮前区東有馬５丁目2869番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第122号

　川崎市港湾施設条例（昭和22年川崎市条例第33号）第

２条第２項の規定により、港湾施設の名称、位置、規模

等（昭和40年川崎市告示第35号）の一部を次のように改

正し、令和５年４月１日から適用する。

　　令和５年３月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　別表16船舶給水設備の表中

「

名称 位置 数量



川 崎 市 公 報 （第1,863号）令和5年(2023年)３月27日

－1867－

自動給水器

川崎区千鳥町３番地　千鳥町係留桟橋 １

川崎区夜光３丁目２番地の５地先　夜光

物揚場
１

川崎区夜光３丁目２番地地先 １

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

名称 位置 数量

自動給水器 川崎区千鳥町３番地　千鳥町係留桟橋 １

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

　別表18事務所附帯施設の表中

「

名称 位置 構造 面積

川崎コンテナシ

ャーシー置場

川崎区東扇島84番地、

92番地及び93番地
アスコン舗装 13,412

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

名称 位置 構造 面積

川崎コンテナシ

ャーシー置場
川崎区東扇島92番地 アスコン舗装 2,004

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

　別表23駐車施設の表中

「

名称 位置 面積

千鳥町第１駐車場 川崎区千鳥町24番地
平方メートル

1,722

川崎コンテナ駐車場 川崎区東扇島92番地 1,716

東扇島東駐車場 川崎区東扇島60番地 16,861

川崎コンテナトラクタ

ーヘッド置場
川崎区東扇島93番地 394

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

名称 位置 面積

千鳥町第１駐車場 川崎区千鳥町24番地
平方メートル

1,722

川崎コンテナ駐車場
川崎区東扇島84番地、

92番地及び93番地
13,518

東扇島東駐車場 川崎区東扇島60番地 16,861

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

　　　───────────────────

川崎市告示第123号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和５年３月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車              2,500円

　　　原動機付自転車      5,000円

　　　自動二輪車         10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第124号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年11月７日号外法律第123号） 第59条

第１項に規定する指定自立支援医療機関として、次のと

おり指定します。

　　令和５年３月14日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　新規指定

　⑴ 　病院・診療所

No. 医療機関名 所在地
自立支援

医療の種類
開設者名称 開設者氏名 指定年月日 主たる医師氏名
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１
百合ヶ丘駅前

クリニック
川崎市麻生区百合丘１-２-１

育成医療・

更生医療

医療法人社団

聖癒会

理事長

石井　修

令和５年

２月１日

山﨑　行敬（免

疫に関する医療）

２
宮崎台おとなこ

ども矯正歯科

川崎市宮前区宮崎２-11- １　

ビルディングフラワータイム５F

育成医療・

更生医療
- 市川　雄大

令和５年

２月１日

市川　雄大（歯

科矯正に関する

医療）

　⑵ 　薬局

No. 医療機関名 所在地
自立支援

医療の種類
開設者名称 開設者氏名 指定年月日 管理薬剤師氏名

１
薬局マツモトキヨ

シ　川崎小田店
川崎市川崎区小田１-１-18

育成医療・

更生医療

株式会社　マツモ

トキヨシ

代表取締役

松本　貴志

令和５年

２月１日
伊藤　一登

２ ハウズ薬局 川崎市中原区宮内１-８-３
育成医療・

更生医療

株式会社　メディ

コ・ジャパン

代表取締役

酒井　寛基

令和４年

８月１日
齋藤　千恵子

３
薬局マツモトキヨ

シ　宮前平駅前店
川崎市宮前区土橋１-１-６

育成医療・

更生医療

株式会社　マツモ

トキヨシ

代表取締役

松本　貴志

令和５年

２月１日
関澤　さなえ

４
グレイスファーマ

シー

川崎市中原区市ノ坪66- ５　

ライオンズマンション武蔵

小杉第２-106号

育成医療・

更生医療
- 吉村　晃

令和５年

２月１日
吉村　晃

５
ドリームファーマ

シー

川崎市多摩区西生田３-９-３

　クレール読売ランド前101

育成医療・

更生医療
- 河原林　平

令和５年

２月１日
河原林　平

６

クスリのナカヤマ

薬局　向ヶ丘遊園

駅南口店

川崎市多摩区登戸2052　ヨ

シザワプラザビル１F

育成医療・

更生医療

株式会社　クスリ

のナカヤマ

代表取締役

中山　唱司

令和５年

２月１日
内山　智晴

７ のぞみ薬局
川崎市中原区小杉町３-24-

４　１F

育成医療・

更生医療

晃栄プランニング

株式会社

代表取締役

田代　雅也

令和４年

12月１日
手嶋　ゆりな

８
ハックドラッグ長

沢薬局
川崎市多摩区長沢４-１-３

育成医療・

更生医療

ウエルシア薬局株

式会社

代表取締役

松本　忠久

令和４年

７月１日
坂本　育恵

９

クリエイト薬局　

ライズモール鷺沼

店

川崎市宮前区鷺沼１-24- ４

　ライズモール鷺沼１F

育成医療・

更生医療

株式会社　クリエ

イトエス・ディー

代表取締役

廣瀨　泰三

令和５年

２月１日
本間　小百合

10
クリエイト薬局　

川崎末長店
川崎市高津区末長４-８-46

育成医療・

更生医療

株式会社　クリエ

イトエス・ディー

代表取締役

廣瀨　泰三

令和５年

２月１日
松永　愛理紗

　⑶ 　訪問看護

No. 医療機関名 所在地 自立支援医療の種類 事業者名称 代表者氏名 指定年月日

１
ナーシングケアホーム

長沢ひまわり
川崎市多摩区長沢１-27- ７ 育成医療・更生医療 医療法人社団　三医会

理事長

船津　到

令和４年

４月１日

２ 　医療機関コード変更に伴う新規指定

　⑴ 　薬局

No. 医療機関名 所在地
自立支援

医療の種類
開設者名称 開設者氏名 指定年月日 管理薬剤師氏名

１ クローバー薬局 川崎市多摩区登戸1853- １
育成医療・

更生医療

株式会社

Ｔ＆Ｉ

代表取締役

小野寺　勇

令和４年

６月27日
小野寺　光野

２
アイン薬局

鋼管通店
川崎市川崎区鋼管通１-２-４

育成医療・

更生医療

株式会社　アイン

ファーマシーズ

代表取締役

大石　美也

令和４年

９月１日
竹澤　秀文

３ かえで薬局
川崎市幸区南幸町２-79- ２　ブ

リックハウス１Ｆ

育成医療・

更生医療
- 横井　達人

令和５年

１月１日
韓　明姫

４
灰吹屋薬局

本店

川崎市高津区溝口３- ７-11　高

津駅前J'sビル１階

育成医療・

更生医療

株式会社

灰吹屋薬局

代表取締役

鈴木　孝寛

令和４年

９月26日
松浦　和宏

５
クオール薬局

武蔵小杉南店

川崎市中原区市ノ坪129　セフィ

ロトの樹１階101号室

育成医療・

更生医療

クオール

株式会社

代表取締役

柄澤　忍

令和４年

12月１日
佐藤　有希

６
たけのこ薬局

溝ノ口店
川崎市高津区久本１-２-５

育成医療・

更生医療
銀座株式会社

代表取締役

柳澤　一平

令和４年

12月１日
倉島　朋子

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第125号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年11月7日号外法律第123号）第59条第

1項に規定する指定自立支援医療機関として、次のとお

り指定内容を変更します。

　　令和５年３月14日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
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１　主として担当する医師又は歯科医師の変更

№ 医療機関名称 所在地
担当する

医療種類
新医師氏名 旧医師氏名

自立支援医療

の種類
変更年月日

１
聖マリアンナ

医科大学病院
川崎市宮前区菅生２-16-１ 免疫に関する医療 國島　広之 新井 文子

育成医療・

更生医療
令和４年８月１日

２　薬局の名称又は所在地の変更

№ 新医療機関名称 新所在地 旧医療機関名称 旧所在地
自立支援医療

の種類
変更年月日

１
まごころ薬局

栗平店

川崎市麻生区栗平２-３-５

　オダキューＯＸ栗平店内
竹下薬局

川崎市麻生区栗平２-３-５

　オダキューＯＸ栗平店内

育成医療・

更生医療
令和４年８月１日

３　開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称の変更(薬局)

№ 医療機関名称
新開設者

名称
新開設者氏名 新開設者住所 旧開設者名称

旧開設

氏名
旧開設者住所

自立支援

医療の種類

変更

年月日

１ 浜川崎薬局
株式会社

わかば

代表取締役　

杉本　修康

横浜市港北区

新横浜２-12-

10

株式会社　

わかば

代表取締役　

杉本　年光

横浜市港北区

新横浜２-12-

10

育成医療・

更生医療

令和４年

６月24日

２
わかば薬局　

新作店

株式会社

わかば

代表取締役　

杉本　修康

横浜市港北区

新横浜２-12-

10

株式会社　

わかば

代表取締役　

杉本　年光

横浜市港北区

新横浜２-12-

10

育成医療・

更生医療

令和４年

６月24日

３
日生薬局

元住吉店

ミアヘル

サ株式会

社

代表取締役　

青木　勇

東京都新宿区

市谷仲之町３

-19

ミアヘルサ

株式会社

代表取締役　

青木　勇

東京都新宿区

河田町３-10

育成医療・

更生医療

令和４年

６月24日

４
プラザ薬局

宮崎台

株式会社

オオノ

代表取締役　

川澄　一秀

仙台市青葉区

上杉２-３-19

株式会社　

オオノ

代表取締役　

塩田　亨

仙 台 市 青 葉

区上杉２- ３

-19

育成医療・

更生医療

令和４年

６月23日

５ 鋼管通薬局

株式会社

メディカ

ルサポー

ト

代表取締役　

皿澤　康志

東京都板橋区

高島平１-27-

10

株式会社　

メディカル

サポート

代表取締役　

皿澤　康志

東京都中央区

日本橋本町２

-８-12

育成医療・

更生医療

令和４年

８月１日

６

コストコホー

ルセール川崎

倉庫店薬局

コストコ

ホールセ

ールジャ

パン株式

会社

代表取締役　

ケン　テリオ

千葉県木更津

市瓜倉361（金

田西２街区２

画地）

コストコホー

ルセールジャ

パン株式会社

代表取締役　

ケン　テリオ

川崎市川崎区

池上新町３-

１-４

育成医療・

更生医療

令和４年

８月26日

７
あいケア薬局

野川店

株式会社

フラント

代表取締役　

石塚　雅彦

群馬県太田市

本町21- ８

株式会社　

フラント

代表取締役　

石塚　雅彦

群馬県太田市

八幡町12- ７

育成医療・

更生医療

令和４年

11月19日

４　 管理薬剤師の変更

№ 医療機関名称 所在地 新薬剤師名 旧薬剤師名
自立支援

医療の種類

変更

年月日

１ 健ナビ薬樹薬局　鹿島田２号店
川崎市幸区新塚越201　ルリエ新川

崎2階
佐竹　美紗 田邉　真人

育成医療・

更生医療

令和４年

１月13日

２ セントラル薬局　溝の口不動 川崎市高津区下作延4-27-10-103 尾栢　有美 横内　麻里子
育成医療・

更生医療

令和４年

６月11日

３ クオール薬局聖マリアンナ医大前店 川崎市多摩区長沢２-20-31 福島　弘之 小池　香織
育成医療・

更生医療

令和４年

６月28日

４ ひまりファーマシー小田栄店
川崎市川崎区小田栄２- ３- １　コ

ーナンPRO小田栄店２階
甲斐　紀行 森川　直樹

育成医療・

更生医療

令和４年

７月８日

５ クリエイト薬局　川崎王禅寺店 川崎市麻生区王禅寺東３-26- ３ 栁下　和寛 松田　隆広
育成医療・

更生医療

令和４年

６月11日

６
クリエイトエス・ディー川崎宮崎台

駅前店薬局
川崎市宮前区宮崎２-10- ８ 山口　智弘 福重　由香里

育成医療・

更生医療

令和４年

７月１日

７ 薬樹薬局　川崎
川崎市川崎区新川通11- ８　アオキ

ガーデンヒル新川通1階
田澤　有紗 川合　望海

育成医療・

更生医療

令和４年

月８日

８ 薬樹薬局　登戸
川崎市多摩区登戸2428- ４　ロッソ

ペレンネ1階
梅園　誠 永川　睦美

育成医療・

更生医療

令和４年

５月23日

９
ココカラファイン薬局　関東労災病

院前店

川崎市中原区木月住吉町２-31　１

Ｆ

新関　由希

乃
土屋　英一

育成医療・

更生医療

令和４年

７月１日

10 川崎すみれ薬局 川崎市川崎区藤崎４-21- １ 宮本　祐亮 小橋　謙二
育成医療・

更生医療

令和４年

９月１日

11 ミキ薬局　武蔵小杉店
川崎市中原区小杉町１-510- ２　

セ・クレール武蔵小杉101

北川　絵美

子
入澤　将人

育成医療・

更生医療

令和４年

８月11日
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12 すずの音薬局
川崎市中原区下沼部1705　白井ビル

１階Ｂ
上條　亜矢 篠田　豪

育成医療・

更生医療

令和４年

３月７日

13 灰吹屋薬局　読売ランド店 川崎市多摩区西生田３-９-30 地主　拓也 鈴木　正範
育成医療・

更生医療

令和４年

７月１日

14 日本調剤　菅生薬局 川崎市宮前区菅生２-16- １ 髙橋　裕美 髙橋　義紀
育成医療・

更生医療

令和４年

７月１日

15 川崎コスモス薬局
川崎市川崎区京町２-16- ３　エス

テ・スクエア川崎京町105
早川　貴勝 高橋　保

育成医療・

更生医療

令和４年

10月１日

16 クオール薬局小倉店 川崎市幸区小倉５-１-20 小島　博子 佐藤　みちる
育成医療・

更生医療

令和４年

10月１日

17 アイン薬局　アトレ川崎店
川崎市川崎区駅前本町26- １　アト

レ川崎８階
古賀　幸恵 三田　伶

育成医療・

更生医療

令和４年

10月１日

18 たま薬局 川崎市多摩区菅北浦２-２-23 鈴木　和巳 三宅　千恵
育成医療・

更生医療

令和４年

10月１日

19 イロドリ薬局千年店
川崎市高津区千年623- １　小宮ビ

ル
水野　彩香 瀧上　彩香

育成医療・

生医療

令和４年

10月10日

20 コクミン薬局　武蔵小杉店
川崎市中原区小杉町１-511- １　マ

イキャッスル武蔵小杉Ⅳ　101
山﨑　綾子 若津屋　恵美

育成医療・

更生医療

令和４年

10月21日

21 灰吹屋薬局　高津西口店
川崎市高津区二子４- １- ２　中興3

ビル１Ｆ
地主　拓也 北野　智英

育成医療・

更生医療

令和４年

11月１日

22 灰吹屋薬局　読売ランド店 川崎市多摩区西生田３-９-30 鈴木　正範 地主　拓也
育成医療・

更生医療

令和４年

10月17日

23 セントラル薬局　溝口宮の下 川崎市高津区上作延539- ５ 成毛　悦子 柏倉　章子
育成医療・

更生医療

令和４年

６月11日

24 薬局トモズ　アトレ川崎店
川崎市川崎区駅前本町26- １　アト

レ川崎1階
内田　優人 浅羽　広寛

育成医療・

更生医療

令和４年

10月１日

25 クリエイト薬局　川崎鷺沼店
川崎市宮前区鷺沼１-18-11　ニュー

ウェル１階
石田　直也 本間　小百合

育成医療・

更生医療

令和４年

９月20日

26 アイランド薬局　新丸子店
川崎市中原区小杉町１-528- ６　三

浦ビル１階
齋藤　通子 史陀　由恵

育成医療・

更生医療

令和４年

７月１日

27 アイセイハート薬局　宮前平店
川崎市宮前区小台２- ５- １　ティ

モネ宮前平102
城取　麻美 元山　莉那

育成医療・

更生医療

令和４年

７月１日

28 田辺薬局鋼管通り店 川崎市川崎区鋼管通１-４-21 藤田　康一 白土　淳也
育成医療・

更生医療

令和４年

10月１日

29 フジ薬局　長沢店 川崎市多摩区長沢４-２-６ 大月　一恵 宮本　孝子
育成医療・

更生医療

令和４年

11月21日

30 ハックドラッグ大島薬局
川崎市川崎区追分町16- １　カルナ

ーザ川崎１F
宮地　さき 對間　太介

育成医療・

更生医療

令和４年

11月11日

５　訪問看護ステーションの名称又は所在地の変更

№ 新医療機関名称 新所在地 旧医療機関名称 旧所在地
自立支援

医療の種類
変更年月日

１
にじのわ訪問看護

ステーション宮前

川崎市宮前区馬絹６-

１- ７　サンクレスト

宮崎台201

訪問看護＆リハビリ

ステーション　エール

川崎市宮前区馬絹６-

１- ７　サンクレスト

宮崎台201

育成医療・

更生医療

令和４年

７月１日

２
訪問看護リハビリ

ステーション椿の大樹

川崎市高津区久本３-

３- ２　溝ノ口第一生

命ビルディング６階

訪問看護リハビリ

ステーション椿の大樹

川崎市高津区久本３-

３- ２　溝ノ口第一生

命ビルディング２階

育成医療・

更生医療

令和４年

10月26日

６ 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称の変更(訪問看護)

№
医療機関

名称

新開設者

名称

新開設者

氏名

新開設者

住所

旧開設者

名称

旧開設者

氏名

旧開設者

住所

自立支援

医療の種類

変更

年月日

１

ソフィアメデ

ィ訪問看護ス

テーション元

住吉

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

伊藤　綾

東京都港区

芝浦３- １-

１

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

伊藤　綾

東京都品川

区西五反田

１-３-８

育成医療・

更生医療

令和５年

２月１日

２

ソフィアメデ

ィ訪問看護ス

テーション鹿

島田

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

伊藤　綾

東京都港区

芝浦３- １-

１

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

伊藤　綾

東京都品川

区西五反田

１-３-８

育成医療・

更生医療

令和５年

２月１日
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３

ソフィアメデ

ィ訪問看護ス

テーション宮

前

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

伊藤　綾

東京都港区

芝浦３- １-

１

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

伊藤　綾

東京都品川

区西五反田

１-３-８

育成医療・

更生医療

令和５年

２月１日

４

ソフィアメデ

ィ訪問看護ス

テーション麻

生

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

伊藤　綾

東京都港区

芝浦３- １-

１

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

伊藤　綾

東京都品川

区西五反田

１-３-８

育成医療・

更生医療

令和５年

２月１日

５

ソフィアメデ

ィ訪問看護ス

テーション溝

口

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

伊藤　綾

東京都港区

芝浦３- １-

１

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

伊藤　綾

東京都品川

区西五反田

１-３-８

育成医療・

更生医療

令和５年

２月１日

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第126号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年11月７日号外法律第123号） 第59条

第１項に規定する指定自立支援医療機関として、次のと

おり指定を更新します。

　　令和５年３月14日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　病院・診療所

No. 医療機関名 所在地
自立支援

医療の種類
開設者名称 開設者氏名 指定年月日 主たる医師氏名

１
医療法人社団健栄会　

宮前平健栄クリニック

川崎市宮前区小台２- ５- ２

　宮前平ハイツ２Ｆ

育成医療・

更生医療

医療法人社団

健栄会

理事長　

今井　利一

令和４年

８月１日

出川　寿一（腎

臓に関する医療）

２

医療法人社団理惇会　

宮崎台やすい矯正歯科

クリニック

川崎市宮前区宮崎２-12- １

　宮崎台プラザビル105

育成医療・

更生医療

医療法人社団

理惇会

理事長　

安井　正紀

令和３年

２月１日

安井　正紀（歯

科矯正に関する

医療）

３
医療法人愛仁会　太田

総合病院
川崎市川崎区日進町１-50

育成医療・

更生医療

医療法人社団

愛仁会　

太田総合病院

理事長　

太田　史一

令和３年

２月１日

池本　庸（形成

外科に関する医

療）

４
医療法人財団石心会　

川崎幸病院
川崎市幸区大宮町31-27

育成医療・

更生医療

社医財　

石心会

理事長　

石井　暎禧

令和５年

２月１日

佐藤　兼重（形

成外科に関する

医療）

５
医療法人社団天竜堂　

猿谷耳鼻咽喉科医院

川崎市高津区溝口３-10-38

　猿谷ビル１Ｆ

育成医療・

更生医療

医療法人社団

天竜堂

理事長　

猿谷　昌司

令和３年

２月１日

猿谷　昌司（耳

鼻咽喉科に関す

る医療）

２ 　薬局

No. 医療機関名 所在地
自立支援

医療の種類
開設者名称 開設者氏名 指定年月日 管理薬剤師氏名

１ 大島アルファ薬局 川崎市川崎区大島４-４-３
育成医療・

更生医療

有限会社　ア

ルファ薬局

代表取締役

上村　弘

令和４年

８月１日
長谷山　美紀

２ すずの音薬局
川崎市中原区下沼部1705　

白井ビル１階Ｂ

育成医療・

更生医療

株式会社　セ

レネファーマ

シー

代表取締役

松山　朋生

令和４年

２月１日
篠田　豪

３
日本調剤　

元住吉駅前薬局

川崎市中原区木月１-26-15

　尾原ビル１Ｆ

育成医療・

更生医療

日本調剤株式

会社

代表取締役

三津原　庸介

令和４年

８月１日
服部　美咲

４

調剤薬局ツルハド

ラッグ　栗平駅前

店

川崎市麻生区白鳥３- ５- ２

　ガーデンヒルズ白鳥１階

育成医療・

更生医療

株式会社ツル

ハ

代表取締役社長

八幡　政浩

令和３年

２月１日
上岡　園子

５
有限会社　

エビス薬局
川崎市川崎区桜本１-８-９

育成医療・

更生医療

有限会社　エ

ビス薬局

代表取締役　

小野　文雄

令和４年

８月１日
小野　文雄

６ 夢見ケ崎薬局 川崎市幸区南加瀬３-１-22
育成医療・

更生医療

有限会社　夢

見ヶ崎薬局

代表取締役　

山本　浩史

令和３年

８月１日
山本　浩史

７ タカハシ薬局
川崎市川崎区大師駅前１-

６-７

育成医療・

更生医療

有限会社　髙

橋薬局

代表取締役　

髙橋　謙一

令和３年

２月１日
髙橋　謙一

８ ランド薬局
川崎市川崎区駅前本町14-

６　１階

育成医療・

更生医療

株式会社　ラ

ンドメディカ

ル

代表取締役　

清川　竜之進

令和３年

２月１日
清川　竜之進

９ すみれ薬局
川崎市川崎区小田１- １- ２

　ソルスティス京町１Ｆ

育成医療・

更生医療
株式会社RKK

代表取締役　

伊藤　順子

令和４年

８月１日
小西　多佳子

10 ひばり薬局川崎店
川崎市川崎区砂子２- ６- １

　石井ビル１F

育成医療・

更生医療

株式会社　プ

ロス

代表取締役　

綿貫　恵

令和５年

２月１日
今清水　宏介
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11
有限会社　

葵調剤薬局
川崎市多摩区登戸3200- １

育成医療・

更生医療

有限会社　葵

調剤薬局

代表取締役　

安室　千草

令和３年

８月１日

ジェンセン

美恵子

12 しんかわ井出薬局 川崎市多摩区登戸1654
育成医療・

更生医療

有限会社　ス

リーエムズ

代表取締役　

長野　麻知子

令和４年

８月１日
森田　千鶴子

13
日本調剤　

こすぎ薬局
川崎市中原区小杉町１-513

育成医療・

更生医療

日本調剤株式

会社

代表取締役　

三津原　庸介

令和３年

２月１日
谷﨑　勝利

14
みらい薬局武蔵小

杉店

川崎市中原区小杉町３-1501

　セントア武蔵小杉Ａ棟１

-103Ａ

育成医療・

更生医療

株式会社テン

メディカル

代表取締役　

大島　久明

令和４年

２月１日
三隅　誠三

15 一貫堂薬局 川崎市麻生区古沢172- １
育成医療・

更生医療

株式会社　キ

リン堂

代表取締役　

寺西　豊彦

令和４年

２月１日
奥山　健

16
セントラル薬局　

溝口宮の下
川崎市高津区上作延539- ５

育成医療・

更生医療

株 式 会 社 Ｓ

Ｆ・インフォ

ネット

代表取締役　

朝倉　啓介

令和３年

８月１日
成毛　悦子

17 アット薬局中央店 川崎市高津区溝口１-17- ３
育成医療・

更生医療

有限会社　ア

ットメディカ

ル

代表取締役　

渡辺　太

令和４年

８月１日
渡辺　太

18 境町薬局 川崎市川崎区境町15-20-101
育成医療・

更生医療

有限会社　ウ

イズ

代表取締役　

宇井　敬

令和１年

８月１日
宇井　敬

19 すずらん薬局 川崎市川崎区大島上町１-11
育成医療・

更生医療

株式会社　す

ずらん薬局

代表取締役　

佐藤　暢宏

令和３年

２月１日
佐藤　暢宏

20 潮見台薬局 川崎市宮前区潮見台20- ３
育成医療・

更生医療

株式会社　横

浜菊名薬局

代表取締役　

佐藤　雄子

令和３年

２月１日
吉川　真由美

21
田辺薬局

川崎高津店
川崎市高津区北見方２-16-１

育成医療・

更生医療

田辺薬局株式

会社

代表取締役　

佐藤　淳一

令和３年

８月１日
三原　正男

22
アイランド薬局　

新丸子店

川崎市中原区小杉町１-528-

６　三浦ビル１階

育成医療・

更生医療

アポクリート

株式会社

代表取締役　

金本　鎭久

令和４年

２月１日
史陀　由恵

23 ポピー薬局
川崎市中原区新城５- １- １

　ウィステリアビル１階

育成医療・

更生医療

株式会社　ア

ヴァンス

代表取締役　

浅野目　まりこ

令和４年

８月１日
浅野目　まりこ

24
灰吹屋薬局

ノクティ店

川崎市高津区溝口１-４-１

　ノクティプラザ２　Ｂ１Ｆ

育成医療・

更生医療

株式会社灰吹

屋薬局

代表取締役　

鈴木　孝寛

令和５年

２月１日
橋詰　かおり

25
田辺薬局

鋼管通り店

川崎市川崎区鋼管通１- ４

-21

育成医療・

更生医療

有限会社　ア

ンディ

代表取締役　

佐藤　啓介

令和２年

２月１日
白土　淳也

26 グリーン調剤薬局
川崎市中原区新城１-５-16-

101

育成医療・

更生医療

有限会社　グ

リーン調剤薬

局

取締役　

稲垣　和彦

令和５年

２月１日
金城　康雄

27 宮前平薬局 川崎市宮前区宮崎６-９-５
育成医療・

更生医療

株式会社　横

浜調剤薬局

代表取締役　

野呂　敦

令和３年

２月１日
小畑　裕子

28
あけぼの薬局

武蔵中原店

川崎市中原区下小田中２-

２-１　ピアオオタニ１階
更生医療

株式会社　あ

けぼの

代表取締役　

新村　理恵子

令和５年

２月１日
外山　航

29

クスリのナカヤマ

薬局　生田駅南口

店

川崎市多摩区生田７-２-18
育成医療・

更生医療

株式会社　ク

スリのナカヤ

マ

代表取締役　

中山　唱司

令和５年

２月１日
石田　美紀

30 フジ薬局　長沢店 川崎市多摩区長沢４-２-６
育成医療・

更生医療

株式会社　フ

ジ薬局

代表取締役　

井上　功

令和５年

２月１日
大月　一恵

31
クーイオ薬局小田

店

川崎市川崎区小田５-28-14

　エリマオーリノ１階

育成医療・

更生医療

イオックス・

ファーマシー

株式会社

代表取締役　井

奥　貴之

令和５年

２月１日
木村　直樹

32
ファーコス薬局

たちばな

川崎市川崎区中島３- ６- ９

　フルールビル１階

育成医療・

更生医療

株式会社　ユ

ニスマイル

代表取締役　

白　成澤

令和４年

８月１日
内田　知佐

33 ダリヤ井田薬局 川崎市中原区井田１-36- ２
育成医療・

更生医療

株式会社　ウ

ィーズ

代表取締役　

竹林　和人

令和４年

２月１日
田所　俊亮

34
灰吹屋薬局　

宮前平店

川崎市宮前区宮前平２-15-

８

育成医療・

更生医療

株式会社灰吹

屋薬局

代表取締役　

鈴木孝寛

令和５年

２月１日
津田　文子

35 稲垣薬局　川崎店
川崎市幸区南幸町２-40　ア

ーバンパークサイドＫ101

育成医療・

更生医療

株式会社　三

祐産業

代表取締役　

稲垣　英夫

令和３年

８月１日
中村　栄幸

３ 　訪問看護

No. 医療機関名 所在地
自立支援

医療の種類
事業者名称 代表者氏名 指定年月日

１
ソフィアメディ訪問

看護ステーション溝口

川崎市高津区溝口１-19-11　グランデール溝

ノ口605号室

育成医療・

更生医療

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

伊藤　綾

令和４年

８月１日
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２
訪問看護リハビリテー

ション麻生
川崎市麻生区百合丘２-19-43

育成医療・

更生医療

株式会社　か

わさきハート

ネット

代表取締役

大森　豊

令和５年

２月１日

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第127号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和５年３月14日から令和５年３月29日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和５年３月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・

新別
路線名 区間

敷地の

幅員（ｍ）

延長

（ｍ）
備考

旧
菅仙谷

第31号線

川崎市多摩区菅仙谷

１丁目6562番79先 ３.14 ～

４.28
29.10

川崎市多摩区菅仙谷

１丁目6562番79先

新
菅仙谷

第31号線

川崎市多摩区菅仙谷

１丁目6562番78先
６.00 29.10

川崎市多摩区菅仙谷

１丁目6562番76先

　　　───────────────────

川崎市告示第128号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和５年３月14日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和５年３月14日から令和５年３月29日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和５年３月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路線名 供用開始の区間 備考

菅仙谷

第31号線

川崎市多摩区菅仙谷１丁目6562番78先

川崎市多摩区菅仙谷１丁目6562番76先

　　　───────────────────

川崎市告示第129号

　　　指定障害児通所支援事業者の指定について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の15

第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定

を行いましたので、同法第21条の５の25第１項の規定に

基づき別表のとおり告示します。

　　令和５年３月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

アンダンテミライ

株式会社

ｔｏｉｒｏ

武蔵小杉

川崎市中原区上丸子山王町２丁目1329番地３

クオリティビル
児童発達支援

令和５年

３月１日
1455200509

株式会社

Ｕｐ　Ｓｔａｒｔ

ステラファミリア

宿河原店

川崎市多摩区長尾５－22－18

シャインズコート１階
児童発達支援

令和５年

３月１日
1455400596

株式会社

Ｕｐ　Ｓｔａｒｔ

ステラファミリア

宿河原店

川崎市多摩区長尾５－22－18

シャインズコート１階

放課後等

デイサービス

令和５年

３月１日
1455400596

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第130号

　　　指定障害福祉サービス事業者の指定について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定

により、指定障害福祉サービス事業者の指定を行いまし

たので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。

　　令和５年３月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

株式会社ツクイ ツクイ川崎梶ヶ谷（訪問） 川崎市高津区向ヶ丘157－１ 居宅介護
令和５年

３月１日
1415301322

株式会社ケアリッ

ツ・アンド・パー

トナーズ

ケアリッツ川崎大師
川崎市川崎区旭町２－24－５吉

原第２ビル302
居宅介護

令和５年

３月１日
1415001724

有限会社

健孝ホーム
ケンコーホームケアサービス

川崎市川崎区大島一丁目４番８

号―204号室
行動援護

令和５年

３月１日
1415001062

ミナノワ株式会社 短期入所クライス川崎初山
川崎市宮前区初山一丁目36番48

号
短期入所

令和５年

３月１日
1415501103

ミナノワ株式会社 クライスハイム川崎初山事業所
川崎市宮前区初山一丁目36番48

号
共同生活援助

令和５年

３月１日
1425501093

アンダンテワーク

ス株式会社
就労継続支援B型　銀河　溝の口

川崎市高津区久地１－７－28サ

ンクレスト１階

就労継続

支援B型

令和５年

３月１日
1415301314
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税 告 示

川崎市税告示第１号

　川崎市市税条例（昭和25年川崎市条例第26号）第23条

の５第１項の規定に基づき、川崎市市税条例の規定によ

る寄附金の指定について（平成21年川崎市告示第91号）

の一部を改正し、令和５年１月１日以後に支出する分か

ら適用しますので、同条例第23条の６第２項の規定によ

り告示します。

　　令和５年２月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

表中に次のように加える。

学校法人カリタス学園（川崎市

多摩区中野島４丁目６番１号）

左に掲げる者の主たる目的で

ある業務に関連する寄附金

　　　───────────────────

川崎市税告示第２号

　地方税法（昭和25年法律第226号）第416条第１項の規

定に基づき、次により令和５年度分の固定資産税に関す

る土地価格等縦覧帳簿を市内に所在する土地に対して課

する固定資産税の納税者の縦覧に供し、また、令和５年

度分の固定資産税に関する家屋価格等縦覧帳簿を市内に

所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧

に供します。

　　令和５年３月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　縦覧の期間　

　　令和５年４月３日から令和５年５月１日まで

　　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。）

２ 　縦覧の時間

　　午前８時30分から午後５時まで

３ 　縦覧の場所

　⑴ 　資産（土地・家屋）の所在する区が川崎区又は幸

区の場合

　　　川崎市かわさき市税事務所資産税課

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

３階

　⑵ 　資産（土地・家屋）の所在する区が中原区の場合

　　 　川崎市みぞのくち市税事務所こすぎ市税分室資産

税担当

　　 　川崎市中原区小杉町３丁目245番地　中原区役所

３階

　⑶ 　資産（土地・家屋）の所在する区が高津区又は宮

前区の場合

　　　川崎市みぞのくち市税事務所資産税課

　　　川崎市高津区下作延２丁目７番60号　

　⑷ 　資産（土地・家屋）の所在する区が多摩区又は麻

生区の場合

　　　川崎市しんゆり市税事務所資産税課

　　 　川崎市麻生区万福寺１丁目２番２号　新百合トウ

ェンティワン５階

公 告

川崎市公告第577号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 特別養護老人ホームしゅくがわら昇降機設備改修工事

履行場所 川崎市多摩区宿河原６丁目20番19号

履行期間 契約の日から令和６年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「昇降機設置」で登録され

ていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。
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参 加 資 格

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　　川崎市発注のエレベーター設置工事の完工実績。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年３月24日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩消防署受変電設備改修工事

履行場所 川崎市多摩区枡形２丁目６番１号

履行期間 契約の日から令和５年12月20日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年３月29日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）
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競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区役所別館トイレ改修その他工事

履行場所 川崎市中原区小杉町３丁目245番地

履行期間 契約の日から令和６年２月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年３月29日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 久地小学校校舎改修その他その４工事

履行場所 川崎市高津区久地４丁目２番１号

履行期間 契約の日から令和５年12月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企
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参 加 資 格

　業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月７日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南百合丘小学校外壁塗装改修その他その１工事

履行場所 川崎市麻生区王禅寺西１丁目26番１号

履行期間 契約の日から令和５年12月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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⑻ 　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑽ 　外壁複合改修工法（ピンネット工法）の施工に必要な技術を有することを証明するピン

　　ネットメーカー発行の認定証を有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月７日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前消防署宮崎出張所新築冷暖房設備その他工事

履行場所 川崎市宮前区有馬２丁目８番11号

履行期間 契約の日から令和６年５月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「冷暖房設備」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年３月29日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 国際交流センター空気調和設備改修工事

履行場所 川崎市中原区木月祗園町２番２号

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「空気調和設備」ラ

ンク「Ａ」で登録されていること。

⑹ 　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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⑼ 　管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年３月31日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道中原11号線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市中原区井田２丁目27番地先

履行期間 契約の日から160日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。
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参 加 資 格 ⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年３月15日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道中野島22号線道路補修（切削）工事

履行場所 川崎市多摩区中野島４丁目４番地先

履行期間 契約の日から120日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年３月15日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）
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競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内公園施設補修（緊急）工事

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期間 令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市幸区、中原区又は高津区内に本社を有すること。

⑹ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年３月15日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内市道宮内新横浜線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市中原区上小田中２丁目９番地先

履行期間 契約の日から100日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
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参 加 資 格

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年３月15日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内市道川崎駅丸子線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市中原区小杉町１丁目403番地先

履行期間 契約の日から90日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年３月15日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第578号

　川崎都市計画第一種市街地再開発事業の決定（登戸駅

前地区第一種市街地再開発事業）ほか関連案件の都市計

画の変更を予定しています。都市計画法（昭和43年法律

第100号）第16条第１項に基づく、川崎市都市計画公聴

会規則（平成12年川崎市規則第63号。以下「規則」とい

う。）の規定により、次のとおり公聴会を開催しますの

で、公告します。

　なお、規則第２条の規定により、公述の申し出がない

ときは、公聴会を開催しません。

　　令和５年３月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の内容

　⑴ 　都市計画の種類及び名称

　　ア 　川崎都市計画第一種市街地再開発事業の決定

（登戸駅前地区第一種市街地再開発事業）

　　イ 　川崎都市計画用途地域の変更（登戸駅前地区）

　　ウ 　川崎都市計画高度利用地区の変更（登戸駅前地

区）

　　エ 　川崎都市計画地区計画の変更（登戸・向ヶ丘遊

園駅周辺地区地区計画）

　⑵ 　都市計画を定める土地の区域

　　ア 　川崎都市計画第一種市街地再開発事業の決定

（登戸駅前地区第一種市街地再開発事業）

　　　�ｱ� 　追加する部分

　　　　　川崎市　多摩区　登戸地内

　　　�ｲ�　削除する部分

　　　　　なし

　　　�ｳ�　変更する部分 

　　　　　なし

　　イ 　川崎都市計画用途地域の変更（登戸駅前地区）

　　　�ｱ� 　追加する部分

　　　　　なし

　　　�ｲ�　削除する部分

　　　　　なし

　　　�ｳ�　変更する部分 

　　　　　川崎市　多摩区　登戸地内

　　ウ 　川崎都市計画高度利用地区の変更（登戸駅前地

区）

　　　�ｱ� 　追加する部分

　　　　　川崎市　多摩区　登戸地内

　　　�ｲ�　削除する部分

　　　　　なし

　　　�ｳ�　変更する部分 

　　　　　なし

　　エ 　川崎都市計画地区計画の変更（登戸・向ヶ丘遊

園駅周辺地区地区計画）

　　　�ｱ� 　追加する部分

　　　　　なし

　　　�ｲ�　削除する部分

　　　　　なし

　　　�ｳ�　変更する部分 

　　　　　川崎市　多摩区　登戸地内

２ 　公聴会の開催の日時及び場所

　⑴ 　日　時　令和５年４月22日（土）午前10時から

　⑵ 　場　所　 多摩区役所６階会議室（川崎市多摩区登

戸1775－１）

３ 　公述申出書の提出期間及び提出先

　 　公述の申し出は、公述意見の要旨及び住所・氏名等

を記載した「公述申出書」を提出してください。なお、

公述申出書の参考書式は、素案縦覧場所に備えており

ます。

　⑴ 　提出期間　 令和５年３月23日（木）から４月６日

（木）まで

　⑵ 　提 出 先　 川崎市まちづくり局計画部都市計画課

（川崎市川崎区宮本町１番地）

４ 　都市計画素案の説明会及び縦覧

　 　公聴会に先立ち、都市計画素案の説明会を次のとお

り開催します。また、説明会後、都市計画素案の縦覧

を行います。

　⑴ 　説明会

　　ア 　日　時　 令和５年３月22日（水）午後７時から

午後８時30分まで

　　イ 　場　所　 多摩市民館３階大会議室（川崎市多摩

区登戸1775－１ 　多摩区総合庁舎）

　⑵ 　縦　覧

　　ア 　日　時　 令和５年３月23日（木）から４月６日

（木）まで

　　イ 　場　所　 川崎市まちづくり局計画部都市計画課

（川崎市川崎区宮本町６番地　明治安

田生命川崎ビル５階）

　　　　　　　　 登戸区画整理事務所（川崎市多摩区登

戸2202－１）

　　　　　　　　 多摩区役所10階市政資料コーナー（川

崎市多摩区登戸1775－１）

　　　　　　　　 多摩区役所生田出張所（川崎市多摩区
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生田７－16－１）

　　　　　　　　 川崎市立多摩図書館（川崎市多摩区登

戸1775－１ 　多摩区総合庁舎）

　　　　　　　　※ 都市計画課、登戸区画整理事務所、

多摩区役所及び生田出張所は、閉庁

日（土・日曜日・祝日）を除く平日

の午前８時30分から午後５時まで。

　　　　　　　　※ 多摩図書館は、平日の午前９時30分

から午後７時まで及び土・日曜日・

祝日の午前９時30分から午後５時ま

で。なお、休館日がありますので御

注意ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第579号

　川崎都市計画都市高速鉄道の変更（東日本旅客鉄道南

武線）ほか関連案件の都市計画の変更を予定していま

す。都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条第１項

に基づく、川崎市都市計画公聴会規則（平成12年川崎市

規則第63号。以下「規則」という。）の規定により、次

のとおり公聴会を開催しますので、公告します。

　なお、規則第２条の規定により、公述の申出がないと

きは、公聴会を開催しません。

　　令和５年３月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の内容

　⑴ 　都市計画の種類及び名称

　　ア 　川崎都市計画都市高速鉄道の変更（東日本旅客

鉄道南武線の追加）

　　イ 　川崎都市計画道路の変更（３・５・２号矢向鹿

島田線の変更）

　　ウ 　川崎都市計画道路の変更（３・５・３号大田神

奈川線の変更）

　　エ 　川崎都市計画道路の変更（３・５・９号古市場

矢上線の変更）

　　オ 　川崎都市計画道路の変更（３・５・10号塚越南

加瀬線の変更）

　　カ 　川崎都市計画道路の変更（７・７・８号区画街

路13号線の追加）

　　キ 　川崎都市計画道路の変更（７・７・９号区画街

路14号線の追加）

　　ク 　川崎都市計画道路の変更（８・７・７号南武線

沿道１号線の追加）

　　ケ 　川崎都市計画道路の変更（８・７・８号南武線

沿道２号線の追加）

　　コ 　川崎都市計画道路の変更（８・７・９号南武線

沿道３号線の追加）

　　サ 　川崎都市計画道路の変更（８・７・10号南武線

沿道４号線の追加）

　　シ 　川崎都市計画道路の変更（８・７・11号南武線

沿道５号線の追加）

　　ス 　川崎都市計画道路の変更（８・７・12号南武線

沿道６号線の追加）

　⑵ 　都市計画を定める土地の区域

　　ア 　川崎都市計画都市高速鉄道の変更（東日本旅客

鉄道南武線の追加）

　　　�ｱ� 　追加する部分

　　　　　幸区

　　　　 　塚越１丁目、塚越３丁目、塚越４丁目、東小

倉、小倉、鹿島田１丁目及び鹿島田２丁目地内

　　　　　中原区

　　　　 　上平間、田尻町、北谷町、市ノ坪、中丸子、

下沼部、上丸子及び上丸子山王町２丁目地内

　　　�ｲ�　削除する部分　なし

　　　�ｳ�　変更する部分 　なし

　　イ 　川崎都市計画道路の変更（３・５・２号矢向鹿

島田線の変更）

　　　�ｱ� 　追加する部分　なし

　　　�ｲ�　削除する部分　なし

　　　�ｳ�　変更する部分 

　　　　　幸区

　　　　 　塚越３丁目、東小倉、小倉、鹿島田１丁目及

び鹿島田２丁目地内

　　　　　中原区　市ノ坪地内

　　ウ 　川崎都市計画道路の変更（３・５・３号大田神

奈川線の変更）

　　　�ｱ� 　追加する部分　なし

　　　�ｲ�　削除する部分　なし

　　　�ｳ�　変更する部分 

　　　　　中原区

　　　　 　上平間、田尻町、北谷町及び市ノ坪地内

　　エ 　川崎都市計画道路の変更（３・５・９号古市場

矢上線の変更）

　　　�ｱ� 　追加する部分　なし

　　　�ｲ�　削除する部分　なし

　　　�ｳ�　変更する部分 

　　　　　幸区　鹿島田１丁目地内

　　オ 　川崎都市計画道路の変更（３・５・10号塚越南

加瀬線の変更）

　　　�ｱ� 　追加する部分　なし

　　　�ｲ�　削除する部分　なし

　　　�ｳ�　変更する部分

　　　　　幸区　塚越３丁目地内

　　カ 　川崎都市計画道路の変更（７・７・８号区画街

路13号線の追加）

　　　�ｱ� 　追加する部分
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　　　　　中原区　田尻町地内

　　　�ｲ�　削除する部分　なし

　　　�ｳ�　変更する部分　なし

　　キ 　川崎都市計画道路の変更（７・７・９号区画街

路14号線の追加）

　　　�ｱ� 　追加する部分

　　　　　中原区

　　　　　北谷町、市ノ坪、中丸子及び下沼部地内

　　　�ｲ�　削除する部分　なし

　　　�ｳ�　変更する部分　なし

　　ク 　川崎都市計画道路の変更（８・７・７号南武線

沿道１号線の追加）

　　　�ｱ� 　追加する部分

　　　　　幸区

　　　　　塚越１丁目及び東小倉地内

　　　�ｲ�　削除する部分　なし

　　　�ｳ�　変更する部分　なし

　　ケ 　川崎都市計画道路の変更（８・７・８号南武線

沿道２号線の追加）

　　　�ｱ� 　追加する部分

　　　　　幸区

　　　　　小倉及び鹿島田１丁目地内

　　　�ｲ�　削除する部分　なし

　　　�ｳ�　変更する部分　なし

　　コ 　川崎都市計画道路の変更（８・７・９号南武線

沿道３号線の追加）

　　　�ｱ� 　追加する部分

　　　　　幸区　鹿島田１丁目地内

　　　�ｲ�　削除する部分　なし

　　　�ｳ�　変更する部分　なし

　　サ 　川崎都市計画道路の変更（８・７・10号南武線

沿道４号線の追加）

　　　�ｱ� 　追加する部分

　　　　　幸区　鹿島田２丁目地内

　　　　　中原区　上平間地内

　　　�ｲ�　削除する部分　なし

　　　�ｳ�　変更する部分　なし

　　シ 　川崎都市計画道路の変更（８・７・11号南武線

沿道５号線の追加）

　　　�ｱ� 　追加する部分

　　　　　中原区

　　　　　上平間及び田尻町地内

　　　�ｲ�　削除する部分　なし

　　　�ｳ�　変更する部分　なし

　　ス 　川崎都市計画道路の変更（８・７・12号南武線

沿道６号線の追加）

　　　�ｱ� 　追加する部分

　　　　　中原区

　　　　　北谷町、中丸子及び下沼部地内

　　　�ｲ�　削除する部分　なし

　　　�ｳ�　変更する部分　なし

２ 　公聴会の開催の日時及び場所

　⑴ 　日　時　令和５年４月15日（土）午前10時から

　⑵ 　場　所　 幸区役所４階会議室（川崎市幸区戸手本

町１－11－１）

３ 　公述申出書の提出期間及び提出先

　 　公述の申出は、公述意見の要旨及び住所・氏名等を

記載した「公述申出書」を提出してください。なお、

公述申出書の参考書式は、素案縦覧場所に備えており

ます。

　⑴ 　提出期間　 令和５年３月20日（月）から４月３日

（月）まで

　⑵ 　提 出 先　 川崎市まちづくり局計画部都市計画課

（川崎市川崎区宮本町１番地）

４ 　都市計画素案の説明会及び縦覧

　 　公聴会に先立ち、都市計画素案の説明会を次のとお

り開催します。また、説明会後、都市計画素案の縦覧

を行います。

　⑴ 　説明会

　　ア 　日時及び場所

　　　　第一回　 令和５年３月16日（木）午後７時から

午後８時30分まで

　　　　　　　　 幸市民館大ホール（川崎市幸区戸手本

町１丁目11 ー２）

　　　　第二回　 令和５年３月17日（金）午後７時から

午後８時30分まで

　　　　　　　　 川崎市立玉川中学校　体育館（川崎市

中原区中丸子562）

　⑵ 　縦　覧

　　ア 　日　時　 令和５年３月20日（月）から４月３日

（月）まで

　　イ 　場　所　 川崎市まちづくり局計画部都市計画課

（川崎区宮本町６番地　明治安田生命

川崎ビル５階）

　　　　　　　　 幸区役所１階情報コーナー（幸区戸手

本町１－11－１）

　　　　　　　　 中原区役所５階市政資料コーナー（中

原区小杉町３―245）

　　　　　　　　 幸区役所日吉出張所（幸区南加瀬１－

７－17）

　　　　　　　　 川崎市立幸図書館（幸区戸手本町１－

11－２）

　　　　　　　　 川崎市立中原図書館（中原区小杉町３
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―1301　武蔵小杉西街区ビル５階）

　　　　　　　　※ 都市計画課、幸区役所、中原区役所

及び日吉出張所は、閉庁日（土・日

曜日・祝日）を除く平日の午前８時

30分から午後５時まで。

　　　　　　　　※ 幸図書館及び中原図書館は、平日の

午前９時30分から午後７時まで及び

土・日曜日・祝日の午前９時30分か

ら午後５時まで。なお、休館日があ

りますので御注意ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第580号

　　　意見聴取会の開催について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第48条第15項の

規定により、次のとおり意見の聴取を行います。

　なお、この許可について利害関係のある方は、意見聴

取会に出席して意見を述べることができます。

　　令和５年３月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者 美津濃株式会社　代表取締役　水野　明人

申請場所 川崎市麻生区万福寺二丁目２番１及び２番２

計画建築物

の概要

用途
事務所（スポーツ練習場の管理施

設）

工事種別 新築

敷地規模 7,049．02㎡

建築面積 100．00㎡

床面積 100．00㎡

構造規模 軽量鉄骨造　地上１階

高さ ４．200ｍ

抵触する規定

建築基準法第48条第３項（用途地域）

第一種中高層住居専用地域内においては、事

務所（スポーツ練習場の管理施設）は建築し

てはならない。

意見の聴取を

行う事項

第一種中高層住居専用地域内において、事務

所（スポーツ練習場の管理施設）を建築する

ことについて

開催日時
令和５年３月22日（水）　午後７時から８時

まで

開催場所
川崎市麻生区万福寺１－５－１

麻生区役所総合庁舎　２階　保健ホール

　　　───────────────────

川崎市公告第581号 

　一般競争入札について次のとおり公告します。 

　　令和５年３月２日 

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名 

　　　新型コロナウイルスＰＣＲ検査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当

指定場所

　⑶ 　履行期間 

　　　令和５年４月１日から令和５年９月30日まで

　⑷ 　託概要

　　 　新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策及び

クラスタ―対策として、健康安全研究所でのPCR検

査に加え、高齢者施設等を対象とした検体採取、検

体回収及び検体の運搬等を含めたPCR検査業務を委

託することで、行政検査を迅速に行うことを目的と

する。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第２

条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和５・６年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「医療関連」種目「衛生検

査」に登載されていること。

　⑷ 　本市又はその他官公庁で、種類及び規模をほぼ同

じくする契約に係る履行実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競

争参加の申込をしなければなりません。 

　⑴ 　配付・提出場所及び問合せ先 

　　　〒212-0013  

　　 　川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館

12階

　　 　健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当　担当

　関根

　　　電話　044－200－2343　ＦＡＸ　044－200－3928 

　　　Ｅ－ｍａｉｌ　40kansen@city.kawasaki.jp 

　⑵ 　配付・提出期間 

　　 　令和５年３月２日（木）午前９時から令和５年３

月８日（水）

　　　午後５時まで（土曜日・日曜日・祝日を除く）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　業務実績を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明書について

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次のとおり一般競争入札参

加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務

委託有資格業者名簿へ登載した際に電子メールのアド

レスを登載している場合は、一般競争入札参加確認通

知書を電子メールで送付します。
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　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和５年３月10日（金）までに通知書を交付又は

電子メールで送付します。

　⑶ 　入札説明書について

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、令和５年３月

２日（木）から令和５年３月８日（水）まで(土曜日、

日曜日及び祝日を除く、午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで)縦覧に供する他、以下

のとおり川崎市のホームページにて閲覧することが

できます。 

　【川崎市ホームページ　入札説明書掲載場所】

　　トップページ

　　＞くらし・手続き

　　＞医療・健康・衛生・動物 

　　＞感染症・インフルエンザ

　　＞事業者の皆様へ

　　＞ 新型コロナウイルスＰＣＲ検査業務委託に係る契

約　一般競争入札について　　

５ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次のと

おり行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し持参、もしくは指定する電子メールアドレ

ス宛て送付してください。

　⑶ 　受付期間

　　 　令和５年３月２日（木）から令和５年３月10日

（金）まで

　⑷ 　回答方法

　　 　令和５年３月14日（火）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定めるいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　令和５年３月20日（月）　午後１時30分

　　ウ 　入札場所

　　　 　川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア

東館３階　健康福祉局会議室

　　エ 　入札金額は、仕様書に記載された業務１及び２

の検査の１検体あたりの単価（税抜き）にそれぞ

れの予定数量を乗じた総価の合計額（推定総金

額）となります。入札(見積)書に推定総金額を記

入し、入札(見積)書内訳書に業務１及び２の検査

１検体あたりの単価（税抜き）及び総価をそれぞ

れ記入してください。

　　オ 　入札(見積)書及び入札(見積)書内訳書を、入札

件名を記載した封筒に入れて提出してください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除します。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、入札金額が最低の価格

をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うことが

あります。 

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。 

８ 　契約の手続等 

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要 

　⑶ 　前払金

　　　否 

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他 

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
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語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書のとおりとなります。 

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第582号

　　　入　札　公　告

　川崎市こども家庭センター空調設備保守点検委託に関

する一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和５年３月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名　

　　　川崎市こども家庭センター空調設備保守点検委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市幸区鹿島田１－21－９　川崎市こども家庭

センター

　⑶ 　履行期限

　　　令和６年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　川崎市こども家庭センターにおける空調設備の保

守点検業務を行う。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。　

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者。

　⑶ 　ＩＳＯ9001認証取得をしていること。

　⑷ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で

登録が予定されている者（ただし、落札決定にあた

っては実際に登録されていることを要します。）

　⑸ 　建築物環境衛生総合管理業の登録を有すること。

　⑹ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持 管理」

種目「空調・衛生設備保守点検」で登録が予定され

ている者（ただし、落札決定にあたっては実際に登

録されていることを要します。）

　⑺ 　過去５年間（平成30年度以降）で本市又はその他

の官公庁と類似委託業務の契約があり、かつ誠実に

履行した実績を有すること。ただし、１契約で200

万円以上の契約実績に限る。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市幸区鹿島田１－21－９　川崎市こども家庭

センター

　　　電話　044－542－1234（代表）

　　　※ 競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード

できます。

　⑵ 　提出期間

　　 　令和５年３月６日（月）から令和５年３月９日

（木）

　　　９時から16時まで（12時から13時の間は除く）

　　　土日、祝日除く

　⑶ 　提出方法　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア　２　 一般競争入札参加資格に関する事項の⑶を

証明する書類

　　イ　２　 一般競争入札参加資格に関する事項⑸を確

認できる書類

　　ウ 　２　 一般競争入札参加資格に関する事項⑺の契

約内容を確認できる契約書等の写し

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争参加資格がある

と認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等を令

和５年３月13日（月）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　３　 競争入札参加申込書の配布、提出

及び問い合わせ先⑴と同じ

　⑵ 　交付日時　 令和５年３月13日（月）９時から16時

まで

　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和５年３月13日（月）から令和５年３月16日

（木）

　　　９時から16時まで（12時から13時の間は除く）

　　　土日、祝日除く

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　　45katei@city.kawasaki.jp

　　イ 　FAX　　　 　　044－542－1728

　　ウ 　持参　　　　　 ３　競争入札参加申込書の配

布、提出及び問い合わせ先⑴に
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同じ

　⑷ 　回答方法

　　　令和５年３月17日（金）

　　 　全社へ文書（電子メール又はＦＡＸ）にて送付し

ます。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２一般競争入札参加資格に関する事項の

各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　　 令和５年３月23日（木）10

時30分

　　　入札・開札の場所　　 川崎市動物愛護センター　

３階ヒルズ研修室

　　　　　　　　　　　　　（中原区上平間1700番地８）

　　　　　　　　　　　　　※ 他部署の会議室を使用す

るため、事務室等にお声

掛けは不要です。３階ヒ

ルズ研修室に直接お越し

ください。

　　　　　　　　　　　　 　 動物愛護センターへの問合

せは絶対にしないでくださ

い。また、駐車場は使用で

きません。

　⑶ 　入札書の提出方法　　 持参（持参以外は無効とし

ます。）

　　　　　　　　　　　　　 （当日、駐車場は使用でき

ません。）

　⑷ 　入札保証金　　　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法　　 川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の範囲内で、最低の価

格をもって有効な入札を行

った者を、落札者とします。

　⑹ 　入札の無効　　　　　 川崎市競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　　 川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

入札情報かわさきの「契約

関係規定」から閲覧できま

す。

９ 　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決(令和５年３月頃)を要

します。

　　　───────────────────

川崎市公告第583号

　川崎都市計画地区計画の変更案について、都市計画法

（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用す

る同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、

この案を公衆の縦覧に供します。

　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

　　令和５年３月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　 　川崎都市計画地区計画の変更（戸手４丁目北地区地

区計画）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　幸区　戸手４丁目、小向町及び小向地内

３ 　縦覧場所

　 　川崎市まちづくり局計画部都市計画課（川崎区宮本

町６番地　明治安田生命川崎ビル５階）

　 　幸区役所１階情報コーナー（幸区戸手本町１－11－

１）

　　幸区役所日吉出張所（幸区南加瀬１－７－17）

　　川崎市立幸図書館（幸区戸手本町１－11－２）

４ 　縦覧期間

　 　令和５年３月６日（月）から令和５年３月20日（月）

まで

　　　───────────────────

川崎市公告第584号

　現行の指定管理者（ヨネッティーアドバンスパートナ

ーズ）の代表企業（株式会社東急スポーツオアシス）の

新設分割による新会社（株式会社東急スポーツオアシ

ス）設立に伴い、ヨネッティーアドバンスパートナーズ

を指定管理者として再指定するに当たり次のとおり公告

します。

　　令和５年３月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　

１ 　管理を行わせる施設の名称及び所在地
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　　名　称　　川崎市王禅寺余熱利用市民施設

　　所在地　　川崎市麻生区王禅寺1321番地

２ 　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

　 　川崎市余熱利用市民施設条例第５条及び第６条に定

めるもののほか、詳細については、協議の上別に定め

る。

３ 　指定予定期間

　　令和５年４月１日から令和10年３月31日まで

４ 　事業計画書等の提出方法

　 　現行の指定管理者が市長の指示する場所に持参する

こと

５ 　問い合わせ先

　　川崎市環境局生活環境部減量推進課

　　電話　044－200－2605

　　　───────────────────

川崎市公告第585号

　現行の指定管理者（東急スポーツオアシス・東急コミ

ュニティー共同事業体）の代表企業（株式会社東急スポ

ーツオアシス）の新設分割による新会社（株式会社東急

スポーツオアシス）設立に伴い、東急スポーツオアシ

ス・東急コミュニティー共同事業体を指定管理者として

再指定するに当たり次のとおり公告します。

　　令和５年３月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　管理を行わせる施設の名称及び所在地

　⑴ 　名　称　　川崎市王禅寺余熱利用市民施設

　　　所在地　　川崎市麻生区王禅寺1321番地

　⑵ 　名　称　　川崎市堤根余熱利用市民施設

　　　所在地　　川崎市川崎区堤根73番地１

　　　　　　　　※ 川崎市王禅寺余熱利用市民施設と川

崎市堤根余熱利用市民施設を一括し

て指定管理者を再指定します。

２ 　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

　 　川崎市余熱利用市民施設条例第５条及び第６条に定

めるもののほか、詳細については、協議の上別に定め

る。

３ 　指定予定期間

　　令和５年３月31日

４ 　事業計画書等の提出方法

　 　現行の指定管理者が市長の指示する場所に持参する

こと

５ 　問い合わせ先

　　川崎市環境局生活環境部減量推進課

　　電話　044－200－2605

　　　───────────────────

川崎市公告第586号 

　都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第３項の規

定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告

します。

　　令和５年３月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市中原区上新城１丁目17番１

 ほか２筆の一部　　　

 2,176平方メートル 

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都千代田区丸の内二丁目４番１号

　　株式会社モリモト　代表取締役　森本　浩義

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅

 計画戸数:64戸 

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和３年11月８日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第76号 

　　令和４年８月５日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第42号(変更) 

　　　───────────────────

川崎市公告第587号

　　　「（仮称）登戸駅前地区市街地再開発事業」

　　　に係る条例環境影響評価準備書について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第18条第１項の規定に基づく条例環境影響評

価準備書の提出がありましたので、同条例第19条の規定

に基づき、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例

施行規則（平成12年川崎市規則第106号）第16条で定め

る事項について次のとおり公告します。

　　令和５年３月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　条例環境影響評価準備書について

１ 　指定開発行為者

　　所在地：東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号

　　名　称：登戸駅前地区市街地再開発準備組合

　　代表者：理事長　井出　正文

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　（仮称）登戸駅前地区市街地再開発事業

　⑵ 　種類

　　　高層建築物の新設（第１種行為）

　　　住宅団地の新設（第３種行為）

　　　大規模建築物の新設（第２種行為）

３ 　指定開発行為を実施する区域

　　川崎市多摩区登戸90街区の一部

　　（川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業区域内）

４ 　指定開発行為の目的及び内容

　⑴ 　目的

　　　共同住宅及び商業施設の新設
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　⑵ 　内容

　　　計画地面積　約5,950㎡

　　　建築物の高さ　 約140ｍ（塔屋等を含む最高高さ

146ｍ）

　　　延べ面積　約63,500㎡（うち、住宅　約44,000㎡）

５ 　指定開発行為の施行期間

　　令和７年４月（着工予定）～令和10年９月（完了予定）

６ 　条例環境影響評価準備書の要旨

　　第１章　指定開発行為の概要

　　第２章　 条例方法書に係る市民意見、審査結果及び

指定開発行為者の見解

　　第３章　 計画地及びその周辺地域の概況並びに環境

の特性

　　第４章　環境影響評価項目の選定等

　　第５章　環境影響評価

　　第６章　環境保全のための措置

　　第７章　環境配慮項目に関する措置

　　第８章　環境影響の総合的な評価

　　第９章　事後調査計画

　　第10章　関係地域の範囲

　　第11章　その他

　　資料編

７ 　条例環境影響評価準備書の写しの縦覧の期間、場所

及び時間

　⑴ 　期間

　　 　令和５年３月７日（火）から令和５年４月20日

（木）まで

　　　土曜日、日曜日及び祝日は除く。

　⑵ 　場所

　　　川崎市：多摩区役所（総合庁舎10階総務課）

　　　　　　　 環境局環境対策部環境評価課（市役所第

３庁舎15階）

　　　狛江市：狛江市環境部環境政策課

　⑶ 　時間

　　　川崎市：午前８時30分から午後５時まで

　　　狛江市：午前８時30分から午後５時15分まで

　　　※ 川崎市・狛江市ともに縦覧開始日（３月７日）

は正午から縦覧を開始します。

　　　───────────────────

川崎市公告第588号

　川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例（令和元

年川崎市条例第35号）第17条第１項の規定に基づき、イ

ンターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止す

るために必要な措置を講じたので、同条第２項の規定に

基づき、次のとおり公表する。

　　令和５年３月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する

旨の認識

　⑴ 　インターネット上の電子掲示板「５ちゃんねる」

へ、特定の市民等を対象として、本邦の域外にある

国又は地域の出身であることを理由とする「〇〇地

区の●●は叩き出すべき（〇〇は川崎市内の町名、

●●は特定の民族に対する侮蔑的表現）」という趣

旨の記載をした表現を含む投稿をした行為、インタ

ーネット上の電子掲示板「２ちゃんねる」に当該投

稿を転載した行為及びインターネット上の特定のウ

ェブサイト（ブログサービスを利用して２ちゃんね

るの投稿をまとめたサイト）に、２ちゃんねるに転

載された当該投稿を更に転載した行為は、いずれも

本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する。

　⑵ 　インターネット上の短文投稿サイト「Twitter」

へ、特定の市民等を対象として、本邦の域外にある

国又は地域の出身であることを理由とする次の表現

を含む投稿をした行為は、いずれも本邦外出身者に

対する不当な差別的言動に該当する。

　　ア 　「早く祖国へ帰れ」という趣旨の表現

　　イ 　「いつまでも日本に寄生するのは困る。なぜ出

て行かないのだろう」という趣旨の表現

　　ウ 　「国に帰れ！日本から出て行け！」という趣旨

の表現

　　エ 　「強制送還して」という趣旨の表現

　⑶ 　インターネット上のアーカイブサイト「Ｗｅｂ魚

拓」へ、特定の市民等を対象として、本邦の域外に

ある国又は地域の出身であることを理由とする「早

く日本から出ていけ」という趣旨の表現を含む別の

サイトへの投稿を、保存してインターネット上に表

示される状態に置いた行為は、本邦外出身者に対す

る不当な差別的言動に該当する。

２ 　インターネット表現活動に係る表現の内容の概要

　　上記１⑴から⑶までに記載のとおり

３ 　拡散を防止するために講じた措置

　⑴ 　上記１⑴の表現を含む投稿及び転載について、「５

ちゃんねる」を運営するロキテクノロジー社、「２

ちゃんねる」を運営するパケットモンスター社及び

ブログサービス（ライブドアブログ）を運営するラ

イブドア株式会社に削除を要請した。

　⑵ 　上記１⑵の表現を含む投稿について、「Twitter」

を運営するTwitter社に削除を要請した。

　⑶ 　上記１⑶の表現を含む別のサイトへの投稿を、保

存してインターネット上に表示される状態に置いた

行為について、「Ｗｅｂ魚拓」を運営する株式会社

アフィリティに削除を要請した。

４ 　拡散を防止する措置を講じた年月日

　　令和５年３月６日

５ 　その他
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　⑴ 　上記１⑴から⑶までの表現は、本邦外出身者に対

する不当な差別的言動に該当するものであるが、広

く市民に周知することにより、本邦外出身者に対す

る不当な差別的言動の解消を図るものである。

　⑵ 　公表したもの以外の表現が本邦外出身者に対する

不当な差別的言動に該当しないという趣旨ではない。

　　　───────────────────

川崎市公告第589号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道堰46号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市多摩区堰２丁目５番地先

履行期間 契約の日から120日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年３月23日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度登戸土地区画整理事業都市計画道路登戸３号線他電線共同溝等工事

履行場所 川崎市多摩区登戸1802番地先他

履行期間 契約の日から令和５年９月29日まで

参 加 資 格
⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
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⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。　ア　令和５・

６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係　（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年４月４日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎総合科学高等学校校舎改修その他その１工事

履行場所 川崎市幸区小向仲野町５番１号

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
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　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月14日　17時00分 （財政局資産管理部契約課建築契約係） 

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、

評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 労働会館改修衛生設備工事

履行場所 川崎市川崎区富士見２丁目５番２号

履行期間 契約の日から令和６年12月27日まで

参 加 資 格

　本工事の入札は、混合入札により執行します。

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成員２」

という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）又は単体企業でなければ

なりません。
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　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴ 　特定ＪＶの資格条件

　ア　全ての構成員に必要な条件

　　�ｱ� 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　　�ｲ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　　�ｳ�　次のａからｃのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　　　ａ　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　　　ｂ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　　　ｃ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　　　※ 上記ａ以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。

　　�ｴ� 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設

備（川崎市上下水道指定）」ランク「Ａ」で登録されていること。

　　�ｵ�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　　�ｶ�　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

　　�ｷ� 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」である

こと。

　イ　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　　�ｱ� 　管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　　�ｲ�　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければ

なりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それ

ぞれの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

　ウ　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　　�ｱ� 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　　�ｲ�　主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。

　　　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければ

なりません（「別に定める場合は、この限りではありません。）。　

⑵ 　単体企業の資格条件

　 　上記⑴ア「全ての構成員に必要な条件」及び上記⑴イ「特定ＪＶの代表者に必要な条件」を全

て満たしていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、⑴イ�ｱ�については一般建設業の許

可でも可とし、⑴イ�ｲ�については主任技術者でも可とします。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月14日　17時00分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、
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そ　の　他

　 評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南原小学校ほか３校給食室食器洗浄機改修工事

履行場所 川崎市高津区上作延796番地ほか３校

履行期間 契約の日から令和５年９月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑾ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月５日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 西生田小学校給食室増築衛生設備切り回し工事

履行場所 川崎市麻生区細山２丁目２番地１

履行期間 契約の日から令和５年10月31日まで
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⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑽ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月５日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 第３庁舎間仕切等改修その他工事

履行場所 川崎市川崎区東田町５番地４

履行期間 契約の日から令和６年７月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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参 加 資 格

⑻ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月14日　17時00分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、

評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎シンフォニーホール空気調和その他設備改修工事

履行場所 川崎市幸区大宮町1,310番地

履行期間 契約の日から令和６年３月22日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「空気調和設備」ラ

ンク「Ａ」で登録されていること。

⑹ 　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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参 加 資 格

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月14日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前区役所向丘出張所トイレ改修その他工事

履行場所 川崎市宮前区平１丁目１番10号

履行期間 契約の日から令和５年11月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。
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参 加 資 格 ⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月５日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係） 

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 向小学校校舎改修その他その１工事

履行場所 川崎市川崎区大島４丁目17番１号

履行期間 契約の日から令和６年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月14日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 田島小学校校舎改修その他その３工事

履行場所 川崎市川崎区渡田１丁目20番１号

履行期間 契約の日から令和５年11月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月14日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 下小田中小学校校舎改修その他その２工事

履行場所 川崎市中原区下小田中３丁目35番１号

履行期間 契約の日から令和６年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月14日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原消防団住吉分団住吉西班器具置場新築工事

履行場所 川崎市中原区木月祗園町302番１

履行期間 契約の日から令和５年11月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月14日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件14）
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競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩老人福祉センター昇降機設備改修その他工事

履行場所 川崎市多摩区中野島５丁目２番30号

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「昇降機設置」で登録され

ていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　　川崎市発注のエレベーター設置工事の完工実績。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月５日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件15）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎競輪場メインスタンド受変電設備改修工事

履行場所 川崎市川崎区富士見２丁目１番６号

履行期間 契約の日から令和６年２月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。
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参 加 資 格

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月５日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件16）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前消防署受変電設備改修工事

履行場所 川崎市宮前区宮前平２丁目20番地４

履行期間 契約の日から令和５年12月25日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月５日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件17）

競争入札に

付する事項

件　　 名 向丘中学校外壁塗装改修その他その２工事

履行場所 川崎市宮前区神木本町５丁目１１番１号

履行期間 契約の日から令和６年２月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑽ 　外壁複合改修工法（ピンネット工法）の施工に必要な技術を有することを証明するピンネット

メーカー発行の認定証を有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月14日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件18）

競争入札に

付する事項

件　　 名 下平間小学校ほか５校遊具新設等工事

履行場所 川崎市幸区下平間175番地ほか５校

履行期間 契約の日から令和５年９月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。

⑹ 　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「とび・土工」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年３月31日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第590号

　都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第３項の規

定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告

します。

　　令和５年３月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市麻生区王弾寺東二丁目727番

 の一部ほか５筆の一部　　　　

 1,788平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　 　横浜市西区北幸二丁目７番10号高見澤ビルディング

５階-B

　 　株式会社ティーアールコーポレーション　代表取締

役　溝入　貞男

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数:９戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和３年12月17日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第84号

　　令和４年９月７日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第53号(変更)

　　令和５年１月20日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第87号(変更)

　　令和５年３月７日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第104号(変更)

　　　───────────────────

川崎市公告第591号

　森林法（昭和26年法律第249号）第10条の５第１項の

規定に基づき、川崎市森林整備計画を令和５年３月９日

付けで樹立したので、同法第10条の５第10項の規定に基



川 崎 市 公 報 （第1,863号）令和5年(2023年)３月27日

－1909－

づき公表するため、次のとおり公告し、公衆の閲覧に供

します。 

　　令和５年３月９日 

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　縦覧場所  

　　川崎市都市農業振興センター農業振興課  

　 　（事務所所在地　川崎市高津区梶ヶ谷２丁目１番７

号 ＪＡセレサ梶ヶ谷ビル２階） 

２ 　閲覧時間  

　 　川崎市の休日を定める条例（平成元年条例第16号）

第１条に規定する市の休日以外の日の８時30分から17

時15分まで

　　　───────────────────

川崎市公告第592号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　令和５年度早野地区協働事業実施委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市麻生区早野地区ほか

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日～令和６年３月31日

　⑷ 　委託概要　　

　　 　農業振興地域に指定されている麻生区早野地区

は、農業従事者の高齢化や後継者不足により、農地

の不適切な利用や遊休化が進行している。早野地区

の活性化のため、「早野里地里山づくり推進計画」

に基づき、地域の資源を活用した各種イベント企

画・運営、早野野菜マーケットの実施及び地区のＰ

Ｒ活動並びに早野地区活性化懇談会の運営を行う。

また、早野地区活性化懇談会の運営を通じて、協働

事業の進行管理を行う。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければならない。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に業種「その他業務」種

目「その他」に登録が予定されている者（ただし、

落札決定にあたっては実際に登録されていることを

要します。）

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望される者は、次により入

札参加の申込みをしなければならない。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市都市農業振興センター農地課

　　 　〒213-0015　川崎市高津区梶ヶ谷２－１－７　Ｊ

Ａセレサ梶ヶ谷ビル２階

　　　電話044-860-2461（担当　小笠原）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和５年３月10日（金）から令和５年３月16日

（木）まで（必着）

　　　（だだし、土曜日、日曜日を除く）

　　 　午前８時30分から午後５時（ただし、正午から午

後１時を除く）

　⑶ 　提出書類

　　　入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（書留又は簡易書留のみ）により提

出してください。

　　 　提出書類（入札参加申込書）及び仕様書は、イン

ターネットらダウンロードすることができます。

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の欄

の「入札公表」の中にあります。）ダウンロードで

きない場合には、上記⑵の期間に、上記⑴の場所で

配布します。

　　 　（「入札情報かわさき」http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

４ 　入札参加資格確認通知書

　 　入札参加申出書を提出後、２の入札参加資格につい

て審査し、入札参加資格審査結果通知書により結果を

通知します。

　 　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、令和５年３

月20日（月）までに電子メールで送付します。なお、

電子メールアドレスを登録していない場合は、ＦＡＸ

で送付します。

５ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。なお、仕様書等以外の質問は受け付けま

せん。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和５年３月20日（月）から令和５年３月23日

（木）午後５時まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提
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出してください。

　⑷ 　質問書の提出方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　28nouti@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044-860-2464

　⑸ 　回答方法

　　 　入札参加者から質問が提出された場合のみ、全て

の質問及び回答を一覧表にした質問回答書を、令和

５年３月27日（月）に全参加者あてに文書（電子メ

ール又はＦＡＸ）で送付します。回答後の再質問は

受け付けません。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参

加資格を喪失します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　令和５年３月29日（水）午前10時

　　ウ 　入札場所

　　　 　川崎市高津区梶ヶ谷２－１－７　ＪＡセレサ梶

ヶ谷ビル２階

　　　　川崎市都市農業振興センター　会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴イに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　　７⑴ウに同じ

　⑸ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　入札場所に入場するときは、入札参加資格確認通

知書の提示が必要となりますので、必ず持参してく

ださい。入札及び開札に立ち会う者は、入札者又は

その代理人とします。ただし、代理人が入札及び開

札に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立会いに関する権限の委任を受けなければなりませ

ん（入札前に委任状を提出してください。）。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再度入札の実施 

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。再度入札用の入札書等も準備の上、参加してく

ださい。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧　

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は川崎市ホームページの「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　この一般競争入札において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　当該落札の決定の効果は、川崎市議会定例会にお

ける、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

　　　───────────────────

川崎市公告第593号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　 　医療扶助におけるオンライン資格確認に係る統合

専用端末の賃貸借及び保守等

　　　履行場所

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室

　　　履行期間

　　　令和５年５月１日から令和10年３月31日まで

　⑵ 　概要

　　 　医療扶助におけるオンライン資格確認に係る統合

専用端末の賃貸借及び保守等詳細は仕様書によりま

す。

２ 　競争入札参加について

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第２条の規定に基づく資格停止期間中でない

こと。

　⑵ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に業種
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「リース」種目「事務用機器」で登載が予定されて

いる者（ただし、落札決定に当たっては実際に登録

されていることを要します。）。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者。

　⑷ 　確実に業務完了に至ること。

　⑸ 　この契約について、本市又は他官公庁において類

似の契約実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　⑴ 　この入札に参加を希望するものは、次の書類を提

出しなければなりません。

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　具体的な契約実績を証する書類

　⑵ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町８ 　パレール三井ビル13階

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室  担当  大谷

　　　電話　　044－200－2645

　　　FAX　　 044－200－3929

　　　E-mail　40hogo@city.kawasaki.jp

　⑶ 　配布・提出期間

　　 　令和５年３月10日（金）から令和５年３月17日

（金）までとします。（土曜日・日曜日及び休日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限る。

４ 　一般競争参加資格確認通知書の交付

　 　３により、競争入札参加申込書を提出し、一般競争

入札参加資格があると認めた者には、一般競争入札参

加資格確認通知書を交付します。

　 　なお、川崎市「製造の請負・物件の供給等有資格業

者名簿」へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、自動的に電子メールで配信されます。

　 　また、電子メールのアドレスを登録していない場合

は、直接受取りに来るようお願いします。

　⑴ 　場　　所 

　　　３⑵に同じ

　⑵ 　日　　時

　　　令和５年３月22日（水）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　入札説明書及び仕様書は３⑵の場所において、３

⑶の期間、縦覧に供します。また、インターネット

からダウンロードできます（「入札情報かわさき」

の「入札情報」の物品の「入札公表」の中にありま

す）。

　　 　なお、インターネットから入手できない者には、

申し出により無償で入札説明書を交付します。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　　３⑵に同じ

　 　仕様に関する質問は、令和５年３月22日（水）から

令和５年３月27日（月）まで、入札説明書に添付の質

問書にて受付けます。また、FAX・メールで質問する

場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くださ

い。（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）

　 　なお、回答については令和５年３月31日（金）に、

全社にFAXもしくはメールにて送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　契約に係る総額（税抜き）を入札金額として行

います。また、この金額には契約期間内（59か月）

のサービス提供及びサービス導入に際して必要と

なる各種作業等に係る一切の費用を含め見積もる

ものとします。

　　イ 　契約金額は、入札書に記載された金額に100分

の10（消費税及び地方消費税）に相当する額を加

算した金額となりますので、入札者は見積もった

契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札

書に記載してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札件

名を記載した封筒に入札書及び見積額の内訳書

（任意様式）を封印して提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和５年４月４日（火）午後２時

　　イ 　場所　 川崎市川崎区東田町８　パレール三井ビ

ル13階

　　　　　　　 健康福祉局生活保護・自立支援室　会議

室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札
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は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は（「入札情報かわさき」の「契約関係規定」）で閲

覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口３⑵に同じ

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定

めるところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。

　⑸ 　翌年度以降における所要の予算の当該金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更ま

たは解除する場合があります。

10　添付資料

　⑴ 　契約書

　⑵ 　仕様書

　⑶ 　競争入札参加申込書

　⑷ 　質問書

　⑸ 　委任状見本

　⑹ 　入札（見積）辞退届

　⑺ 　入札会場案内図

　　　───────────────────

川崎市公告第594号 

　一般競争入札について次のとおり公告します。 

　　令和５年３月10日 

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項 

　⑴ 　件　　名　 麻生区内南部街路樹（低木）定期刈込

等維持管理業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市麻生区役所道路公園センター管

内

　⑶ 　履行期限　契約日から令和６年３月29日まで

　⑷ 　業務概要　 本委託は、麻生区内（南部）の街路樹

及びグリーンポケットの低木刈込等を

行うことにより、植栽地の適正な維持

管理を図るもので、路線の維持管理作

業を計画的に行うことを目的とする。

２ 　一般競争入札参加資格 

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。 

　⑶ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」、企

業規模「中小企業」で登録が予定されている者（た

だし、落札決定にあたっては実際に登録されている

ことを要します。）

　⑷ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に業種「樹木管理」、種

目「除草、せんてい等樹木管理」で登録が予定され

ている者（ただし、落札決定にあたっては実際に登

録されていることを要します。）

　⑸ 　川崎市麻生区、宮前区または多摩区に本社を有す

ること。

　　　※ 本委託は、豪雨、強風、積雪などの荒天時に際

して、常に対処できるようにしなければならな

いため、発注者である麻生区役所道路公園セン

ターと同区または隣接区に本社を有することを

参加資格とします。

　⑹ 　「１級造園施工管理技士または２級造園施工管理

技士」かつ「街路樹剪定士」の免状を有する社員が、

１名以上在籍していること。

３ 　一般入札参加申込書の配布及び提出 

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所 

　　　〒215－0026　川崎市麻生区古沢120

　　　川崎市麻生区役所道路公園センター 

　　　電　話：044－954－0505

　　　ＦＡＸ：044－954－6283

　　　E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 入札参加申込書は、川崎市のホームページ「入

札情報かわさき」において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間 

　　 　令和５年３月10日（金）から令和５年３月16日

（木）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く） 

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午
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後１時までを除く） 

　⑶ 　提出書類 

　　ア 　入札参加申込書 

　　イ 　上記２⑸を確認することができる資料

　　ウ 　上記２⑹ の資格証の写し

　⑷ 　提出方法 

　　　持参 

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和５・６年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録予定の電子メールアドレ

スに、確認通知書及び仕様書を令和５年３月27日

（月）までに送付します。なお、当該電子メールア

ドレスを登録していない場合は、ＦＡＸで送付する

か、直接受取りに来るようお願いいたします。 

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－954－6283

　⑵ 　質問受付期間 

　　 　令和５年３月27日（月）午前９時から令和５年３

月30日（木）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。 

　⑷ 　回答方法

　　 　令和５年４月３日（月）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付するか、直接受取りに来るよ

うお願いいたします。

　　 　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６ 　入札参加資格の喪失 

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽

の記載をしたとき。

７ 　入札手続等 

　⑴ 　入札方法 

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所 

　　ア 　日時　令和５年４月20日（木）午後２時40分 

　　イ 　場所　 川崎市麻生区古沢120　麻生区役所道路

公園センター２階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ 

　⑸ 　落札者の決定方法 

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効 

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。 

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は、金融

機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証

金の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。 

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。 

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。 

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第595号 

　一般競争入札について次のとおり公告します。 

　　令和５年３月10日 

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項 
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　⑴ 　件　　名　 麻生区内北部街路樹（低木）定期刈込

等維持管理業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市麻生区役所道路公園センター管

内

　⑶ 　履行期限　契約日から令和６年３月29日まで

　⑷ 　業務概要　 本委託は、麻生区内（北部）の街路樹

及びグリーンポケットの低木刈込等を

行うことにより、植栽地の適正な維持

管理を図るもので、路線の維持管理作

業を計画的に行うことを目的とする。

２ 　一般競争入札参加資格 

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。 

　⑶ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」、企

業規模「中小企業」で登録が予定されている者（た

だし、落札決定にあたっては実際に登録されている

ことを要します。）

　⑷ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に業種「樹木管理」、種

目「除草、せんてい等樹木管理」で登録が予定され

ている者（ただし、落札決定にあたっては実際に登

録されていることを要します。）

　⑸ 　川崎市麻生区、宮前区または多摩区に本社を有す

ること。

　　　※ 本委託は、豪雨、強風、積雪などの荒天時に際

して、常に対処できるようにしなければならな

いため、発注者である麻生区役所道路公園セン

ターと同区または隣接区に本社を有することを

参加資格とします。

　⑹ 　「１級造園施工管理技士または２級造園施工管理

技士」かつ「街路樹剪定士」の免状を有する社員が、

１名以上在籍していること。

３ 　一般入札参加申込書の配布及び提出 

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所 

　　　〒215－0026　川崎市麻生区古沢120

　　　川崎市麻生区役所道路公園センター 

　　　電　話：044－954－0505

　　　ＦＡＸ：044－954－6283

　　　E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 入札参加申込書は、川崎市のホームページ「入

札情報かわさき」において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間 

　　 　令和５年３月10日（金）から令和５年３月16日

（木）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く） 

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く） 

　⑶ 　提出書類 

　　ア 　入札参加申込書 

　　イ 　上記２⑸を確認することができる資料

　　ウ 　上記２⑹の資格証の写し

　⑷ 　提出方法 

　　　持参 

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和５・６年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録予定の電子メールアドレ

スに、確認通知書及び仕様書を令和５年３月27日

（月）までに送付します。なお、当該電子メールア

ドレスを登録していない場合は、ＦＡＸで送付する

か、直接受取りに来るようお願いいたします。 

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－954－6283

　⑵ 　質問受付期間 

　　 　令和５年３月27日（月）午前９時から令和５年３

月30日（木）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。 

　⑷ 　回答方法

　　 　令和５年４月３日（月）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付するか、直接受取りに来るよ

うお願いいたします。

　　 　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６ 　入札参加資格の喪失 

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し
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ます。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽

の記載をしたとき。

７ 　入札手続等 

　⑴ 　入札方法 

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所 

　　ア 　日時　令和５年４月20日（木）午後２時00分 

　　イ 　場所　 川崎市麻生区古沢120　麻生区役所道路

公園センター２階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ 

　⑸ 　落札者の決定方法 

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効 

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。 

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は、金融

機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証

金の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。 

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。 

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。 

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第596号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　ＲＰＡ導入支援業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所第３庁舎

ほか（市内の川崎市事業所）

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　本市では、「単純かつ大量の定型的業務」につい

て自動化することで、業務時間を削減し、本来職

員が行うべき付加価値の高い業務へのシフトを推

進することを目的に、ＲＰＡ（Robotic Process 

Automation）を活用している。

　　 　本委託では、このＲＰＡ導入による業務改革の一

層の推進に向けて、専門的な知識、技術、ノウハウ

を持つ事業者による「シナリオ操作研修」や「運用

保守」などの導入支援業務委託を行うことで、ＲＰ

Ａの導入を希望する職場への支援を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度年度競争

入札参加資格の申請を行っており、令和５・６年度

川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「電算関連業

務」、種目「その他の電算関連業務」で登録が予定

されている者（ただし、落札決定にあたっては実際

に登録されていることを要します。）

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者。

　⑷ 　過去２年間に本市又はその他の官公庁において類

似の契約の実績があること。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札参加資格確認申請書、仕様書、質問書

等が添付された入札説明書については、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」にて掲載するとともに、

次の配布・提出場所においても配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次により一
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般競争入札参加資格確認申請書および上記「２⑷」を

証する書類（写し可）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577

　　 　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所第３庁舎

９階

　　　総務企画局デジタル化推進室　宇都宮、末原

　　　電話番号　　　　044－200－0318

　　　メールアドレス　17digital@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和５年３月10日（金）から３月17日（金）まで

とします。

　　 　（土日祝日を除き、８時30分から正午まで及び13

時00分から17時15分まで）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（いずれの場合も、令和５年３月17

日（金）17時15分までに、必要な書類全てが川崎市

役所総務企画局デジタル化推進室に確実に到着する

必要があります。）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書等

の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　令和５年３月22日（水）

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールアドレスを登録している場合は、同日の

未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　入札説明書等の交付

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」の場所にお

いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、配布をします。また、川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」において、本件の公表

情報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑵ 　問合せ受付期間

　　 　令和５年３月22日（水）から３月28日（火）まで

とします（８時30分から正午まで及び13時00分から

17時15分まで（土日祝日を除く。））。

　⑶ 　問合せ方法

　　　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３

　⑴ 　の問い合わせ先まで電子メールにて送付してくだ

さい。また、質問書を送信した旨を３⑴の担当まで

電話で御連絡ください。ただし、入札参加資格のな

い者からの質問には回答しません。

　⑷ 　回答

　　 　令和５年３月31日（金）までに、質問期間中に受

け付けたすべての質問とその回答を、入札参加資格

があると認められる者に対し、電子メールで送付し

ます。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービスの導入に際して必要となる各種

作業等に係る一切の費用を含め見積るものとしま

す。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に消費税額及び地方消費税額を加算した金額を

もって落札価格とするので、入札者は見積った契

約金額から消費税額及び地方消費額税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書に入

札件名を記載した封筒に封印して提出してくださ

い。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和５年４月５日（水）10時30分

　　イ 　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所第３庁

舎９階開発室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市において定める「川崎市競争入札参加者心得」

第７条に該当する入札は無効とします。

８ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま
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す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する委任をした書類を事前

に提出しなければなりません。また、開札には一般競

争入札参加資格確認通知書を必ず持参してください。

９ 　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

10　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア 　契約書を作成することを要します。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の「契約関係規定」で

閲覧できます。

11　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。

　　　───────────────────

川崎市公告第597号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　令和５年度　寺子屋先生養成講座実施業務委託

　⑵ 　履行期限

　　　令和５年４月３日から令和６年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市内

　⑷ 　委託概要

　　　講座の企画や準備、当日の運営等に伴う業務

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「その他業務」種目「その他」に登録されてい

ること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書を持参により提出してください。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　 　教育委員会事務局生涯学習部地域教育推進課（明

治安田生命川崎ビル３階）　波多野

　　　電話　044－200－3565（直通）

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和５年３月10日（金）から令和５年３月17日

（金）まで（午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時まで。土曜日、日曜日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参または郵送

　　　※ 郵送の場合、発送後に必ず担当者宛て電話連絡

を行うこと。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次により一般競争入札参加

資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレ

スを登録している場合は、一般競争入札参加確認通知

書は自動的に電子メールで配信されます。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和５年３月20日（月）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、令和５

年３月10日（金）から令和５年３月17日（金）まで

（午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時まで。土日・祝日を除く）縦覧に供します。

５ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ
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り行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し

てください。

　⑶ 　受付期間

　　 　令和５年３月20日（月）から令和５年３月27日

（月）まで（午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時まで。土日・祝日を除く）

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年３月28日（火）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　 　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた

取組として、入札については、次の方法により行うも

のとします。

　⑴ 　書留郵便による入札

　　 　郵送による入札を行う場合は「入札書在中」と明

記した封筒に入れて、必ず書留郵便により送付して

ください。郵送の場合は令和５年３月29日（水）ま

でに地域教育推進課必着とします。発送後に必ず担

当者宛て電話連絡を行ってください。

　　　送付先：３⑴と同じ 

　⑵ 　持参による入札

　　 　令和５年３月29日（水）までに地域教育推進課へ

直接持参いただき、入札後は速やかに退庁をお願い

します。

　⑶ 　開札日時

　　　令和５年３月30日（木）　午前９時

　⑷ 　開札結果の公表

　　　落札決定後、入札情報かわさきにて公表します。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては、契約金額の総額（消費税を含ま

ない）を入札書に記載してください。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者が無い場合は、別日に再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者は除きま

す。詳細は対象となった事業者様に御連絡いたしま

す。

　⑼ 　くじにより落札者を決定する場合

　　 　くじにより落札者を決定する場合は、別日にくじ

を行います。詳細は対象となった事業者様に御連絡

いたします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第598号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　里親・ふるさと里親制度に係る傷害保険契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区宮本町１番地　

　　 　川崎市役所こども未来局こども支援部こども保健

福祉課

　⑶ 　履行期間

　　　令和５年４月１日０時～令和６年３月31日24時
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　⑷ 　概要

　　 　里親・ふるさと里親及び委託児童が急激かつ偶然

な外来の事故によって負ったケガを補償する傷害保

険の加入を行うものです。なお、詳細は別途仕様書

によるものとします。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当しない者

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格者名簿に業種「保険業」種目「保

険業」で登録が予定されている者（ただし、落札決

定にあたっては実際に登録されていることを要しま

す。）

３ 　入札参加申込書及び仕様書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配付期間

　　 　令和５年３月10日（金）から令和５年３月17日

（金）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日を除く）

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑵ 　配付場所

　　　川崎市ホームページ内、

　　 　ht t p s : / / w w w . c i t y . k a w a s a k i . j p / 4 5 0 /

page/0000138248.html

　　　又は、

　　 　〒210-8577川崎市川崎区宮本町１番地川崎市役所

第３庁舎13階

　　 　川崎市こども未来局こども保健福祉課（担当　名

原）

　⑶ 　提出期間

　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　提出書類

　　　入札参加申込書

　⑸ 　提出方法

　　 　持参もしくはメールにて提出してください。メー

ルで提出する場合は必ず提出した旨を担当宛電話に

て連絡してください。

　⑹ 　提出場所

　　 　〒210-8577川崎市川崎区宮本町１番地川崎市役所

第３庁舎13階

　　 　川崎市こども未来局こども保健福祉課（担当　名

原）

　　　電話：044-200-2929

　　　メール：45kodohu@city.kawasaki.jp

　⑺ 　その他

　　 　提出した書類に関して説明を求める場合がありま

す。また、提出された書類は返却しません。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、入札参加申込書

記載のメールアドレスに、確認通知書を申請申込締切

日後１週間以内に送付します。なお、メールアドレス

を記載していない者にはＦＡＸで送付します。

５ 　仕様書等に関する問合せ及び回答

　⑴ 　問合せ期間

　　 　令和５年３月10日（金）から令和５年３月20日

（月）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日を除く）

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑵ 　問合せ先

　　　上記３⑹に同じ

　⑶ 　問合せ方法

　　 　「質問書」の様式に必要事項を記入し、指定する

メールアドレスあてに送付してください。また、質

問書を送信した旨を担当まで連絡してください。な

お、仕様書等以外の質問は受け付けません。また、

入札参加者以外の質問には回答しませんので御注意

ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　回答については、入札参加者から質問が提出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした

質問回答書を、令和５年３月22日（水）に入札参加

申込書記載のメールアドレスに送付します。なお、

メールアドレスを記載していない者にはＦＡＸで送

付します。なお、回答後の再質問は受付しません。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参

加資格を喪失します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札書の提出日時　 令和５年３月24日（金）午

前11時00分

　　イ 　入札書の提出場所　 川崎区宮本町１番地川崎市

役所第３庁舎13階こども未

来局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時・場所

　　　７⑴アに同じ
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　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者の

うち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑸ 　入札金額等

　　 　仕様書に記載の被保険者数分の金額で入札をおこ

なってください。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　前払金

　　　有

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　否

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　入札場所に入場しようとするときは、競争参加資

格確認通知書の提示を求めますので、必ず持参して

ください。

　⑵ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立会い

に関する権限の委任を受けなければなりません。（入

札前に委任状を提出してください。）

　⑶ 　入札は、所定の入札書をもって行い、入札件名を

記載した封筒に入れて提出してください。

　⑷ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再度入札に参加の

意思がないものとみなします。）

　⑸ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑹ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑺ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑹に同じ

です。

　⑻ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。

　　　───────────────────

川崎市公告第599号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 堤根処理センター煙突設備点検清掃

業務委託

　⑵ 　履行場所　　川崎市川崎区堤根52番地

　⑶ 　履行期間　　 契約日から令和６年３月29日（金）

まで

　⑷ 　業務概要　　 堤根処理センターに設置されている

煙突設備の機能を正常に維持するた

めに必要な点検清掃を実施するもの

である。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」

種目「その他の施設維持管理」で登録が予定されて

いる者（ただし、落札決定にあたっては実際に登録

されていることを要します。）

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

同種の煙突設備点検清掃業務の契約実績を有するこ

と。

　⑸ 　煙突設備点検清掃業務委託に必要な資格を有して

いる人員を配置できること。

　　　なお、主に必要な資格は次のとおりとする。

　　ア 　ダイオキシン類作業従事者特別教育修了者

　　イ 　ゴンドラ取扱業務特別教育修了者

　⑹ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑷⑸⑹の書類を提出してくださ

い。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　　　担当　森田

　　　電話　044－200－2587（直通）
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　　　※ 競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　令和５年３月10日（金）から令和５年３月16日

（木）

　　 　９時から17時まで（土、日曜日、祝日及び12時か

ら13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑸の資格証の写し

　　ウ 　上位２⑹の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで令和５年３月23日（木）までに配信します。電

子メールアドレスを登録していない場合は、次のとお

り受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　　 令和５年３月23日（木）９時から17

時まで

　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和５年３月23日（木）から令和５年３月28日

（火）

　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　　令和５年３月30日（木）

　　 　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付

します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　　 令和５年４月７日（金）11

時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　　 川崎市川崎区東田町５番地

４

　　　　　　　　　　　　　 川崎市役所第３庁舎16階　

環境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　　 持参（持参以外は無効とし

ます。）

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　　 川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の制限の範囲内で、最

低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とし

ます。

　⑺ 　再入札の実施　　　　 落札者がいない場合は、直

ちに再入札を行います。（開

札に立ち会わない者は、再

入札に参加の意思がないも

のとみなします。）

　⑻ 　入札の無効　　　　　 川崎市競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心

得等は、入札情報かわさき（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」から閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。

　　　───────────────────
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川崎市公告第600号

　 一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月10日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 【新本庁舎】スイングドアの製造

履行場所 川崎市新本庁舎（川崎市川崎区宮本町１番地）内の指定する場所

履行期間 令和６年３月29日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「家具・装飾」種目「室

内装飾類」に登載されており、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

⑷ 　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に地域区分 「市内」で登録さ

れている者

⑸ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑹ 　平成24年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。

⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入することができる

こと。

⑻ 　この購入（製造）物品の納入後、不良品についてすべて責任をもって無償で修理又は交換でき

ること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階

電話番号  044－200－2091

入札日時等 令和５年４月27日11時00分  （川崎市役所入札室　砂子平沼ビル７階）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他  詳細は契約課ホームページ　「入札情報　かわさき」　を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第601号 

　一般競争入札について次のとおり公告します。 

　　令和５年３月10日 

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項 

　⑴ 　業務件名

　　 　岡本太郎美術館非常用自家発電設備長寿命化整備

業務委託

　⑵ 　履行場所 

　　 　川崎市多摩区枡形７丁目１番５号　川崎市岡本太

郎美術館

　⑶ 　履行期間 

　　　契約日から令和７年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　岡本太郎美術館に設置されている非常用自家発電

設備の点検・分解整備等を行う。

２ 　一般競争入札参加資格 

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和５・６年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点検」

に登録されている者であること。

　⑶ 　令和５・６年度業務委託有資格業者名簿に、地域

区分「市内」で登録されている者。

　⑷ 　令和５・６年度の業者登録情報において、主観評

価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時における本

市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時にお

ける本市との協力体制（防災協力事業所）」に登録

があること。

　⑸ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。
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　⑹ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。 

　⑺ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先 

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写しや実績一覧表等）を提出してく

ださい。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先 

　　 　〒214-0032　川崎市多摩区枡形７丁目１番５号　

川崎市岡本太郎美術館

　　　電　話　044-200-9898　　ＦＡＸ　044-200-9966

　　　e-mail　25okamoto@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間 

　　 　令和５年３月10日（金）９時から令和５年３月17

日（金）15時まで

　　　※ただし、月曜日を除く

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書 

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。 

　⑵ 　入札説明書の交付 

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴ 配布・提出場所及び問合せ先の場所において、

３⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望

者には印刷物を配布します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付 

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格　確認通知書を交

付します。 

　⑴ 　日時

　　 　令和５年３月22日（水）　午後１時から午後５時

まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴ 配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間 

　　 　令和５年３月22日（水）から令和５年３月28日

（火）17時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　25okamoto@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044-200-9966

　⑸ 　回答方法 

　　 　令和５年３月30日（木）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失 

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する　金額を入札書に

記載してください。 

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封　印して持参し

てください。 

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相　当する額（入

札書に記載した金額の10％）を加算した金額をも

って契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和５年４月７日（金）11時

　　イ 　入札場所

　　　 　川崎市多摩区枡形７丁目１番５号　川崎市岡本

太郎美術館創作アトリエ

　⑶ 　入札書の提出方法 

　　　持参とします。 

　⑷ 　入札保証金 

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法 

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。
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　⑹ 　入札の無効 

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は､次のとおりとします｡

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否 

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」で閲覧することができます。 

10　特定業務委託契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該

当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約

条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」から「特定工事請負契約

及び特定業務委託契約の手引き」をご覧ください。

11　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。 

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。 

　⑷ 　現地での整備業務は令和６年12月に行う予定で

す。 

　　　●部品手配　　　　　 20か月（令和５年４月～令

和６年11月）

　　　●現地作業　　　　　１か月（令和６年12月）

　　　●検査・書類作成　　 ３か月（令和７年１月～令

和７年３月）

　　　───────────────────

川崎市公告第602号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月10日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 40ｍはしご付消防自動車分解整備

履行場所 請負者工場ほか

履行期間 令和６年３月22日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「自動車」に登載され

ており、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

⑷ 　平成24年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契約実績でもかまいません。

⑸ 　この購入（製造）物品の納入後、保守、点検、修理、その他アフターサービスを本市の求めに

応じて、速やかに提供できること。

⑹ 　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の求めにより職員の立会いの下に、検査に応じ

られること。

⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入することができる

こと。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階

電話番号　044－200－2093

入札日時等 令和５年４月20日　11時00分（川崎市役所入札室　砂子平沼ビル７階）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ　の　他

詳細は契約課ホームページ「入札情報　かわさき」を御覧ください。

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第603号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　当直用寝具賃貸借業務

　⑵ 　履行場所

　　　消防局総合庁舎ほか36か所

　⑶ 　履行期限

　　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　本業務は、川崎市消防局庁舎等において使用する

当直用寝具について賃貸借を行うものです。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に地域

区分「市内」・「準市内」で登録が予定されている者

（ただし、落札決定にあたっては実際に登録されて

いることを要します。）。

　⑶ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に業種

「リース」種目「寝具」で登録が予定されている者

（ただし、落札決定にあたっては実際に登録されて

いることを要します。）。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書を提出しなければなり

ません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　 　川崎市川崎区南町20－７（川崎市消防局総合庁舎

８階）

　　　川崎市消防局総務部施設装備課

　　　電話　044－223－2550（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和５年３月10日から令和５年３月16日までの、

午前９時から午後５時

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土曜日、日曜

日、祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場

所において３⑵の期間、縦覧に供するとともに、希

望者には印刷物を配布します。また、川崎市ホーム

ページの「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）において、本件の

公表情報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　令和５年３月20日

　　 　ただし、製造の請負・物件の供給等有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録して

いる場合は、同日の未明に電子メールで配信されま

す。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール(84sisetu@city.

kawasaki.jp)にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和５年３月10日から令和５年３月22日までの、

午前９時から午後５時

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土曜日、日曜

日、祝日を除く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　令和５年３月23日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
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札参加資格を喪失します。 

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ 　入札金額は、消費税を含まない金額を記載して

ください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札･開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和５年３月24日 午後２時00分

　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20－７

　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎７階第２会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とする。ただし、川崎市契約規則

（昭和39年川崎市規則第28号）第33条各号に該当す

る場合は、納付を免除する。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

　　 　(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第604号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　消防局自家用電気工作物保安管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　消防局各施設全13か所

　⑶ 　履行期限

　　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　本業務は、電気事業法に基づく自家用電気工作物

の保安管理業務等を行うものです。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」・「準

市内」で登録が予定されている者。（ただし、落札

決定にあたっては実際に登録されていることを要し

ます。）

　⑶ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」

種目「電気・機械設備保守点検」で登録が予定され
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ている者。（ただし、落札決定にあたっては実際に

登録されていることを要します。）

　⑷ 　経済産業省に登録されている電気保安法人の中

で、川崎市が業務エリアに含まれている者。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去５か年で２件以上、官公庁において施設管理

業務の契約実績（業務完了している契約）があるこ

と。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証

する書類（契約書、仕様書の写し等業務内容がわかる

もの）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　 　川崎市川崎区南町20－７（川崎市消防局総合庁舎

８階）

　　　川崎市消防局総務部施設装備課

　　　電話　044－223－2551（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和５年３月10日から令和５年３月16日までの、

午前９時から午後５時

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土日祝日を除

く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場

所において３⑵の期間、縦覧に供するとともに、希

望者には印刷物を配布します。また、川崎市ホーム

ページの「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）において、本件の

公表情報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　令和５年３月20日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　 　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール(84sisetu@city.

kawasaki.jp)にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和５年３月10日から令和５年３月22日までの、

午前９時から午後５時

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土日祝日を除

く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　令和５年３月23日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。 

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ 　入札金額は、消費税を含まない金額を記載して

ください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札･開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和５年３月24日 午後３時00分

　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20－７

　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎７階第２会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著
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しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

　　 　(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第605号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名　　　　 東生田小学校及び百合丘小学校建築

物環境衛生管理業務

　⑵ 　履行場所　　 川崎市立東生田小学校、川崎市立百

合丘小学校

　⑶ 　履行期間　　 令和５年４月１日から令和６年３月

31日まで

　⑷ 　委託概要　　詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」かつ

業種「建物清掃等」種目「建築物環境衛生総合管理」

で登載されていること。（ただし、落札決定にあた

っては実際に登録されていることを要します。）

　⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業である

こと。

　⑸ 　平成27年度以降に、本市又は他官公庁等におい

て、類似の業務を受託した実績を有すること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札

参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、

川崎市の教育委員会ホームページの「入札公表につい

て（東生田小学校及び百合丘小学校建築物環境衛生管

理業務）」（アドレス　https://www.city.kawasaki.

jp/880/page/0000148948.html）からダウンロードす

ることができます。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0004

　　 　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

　　 　教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　佐藤

　　　電話　　044－200－3314

　　　ＦＡＸ　 044－200－3679

　　　E-mail　 88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和５年３月10日（金）～令和５年３月14日（火）

９時～ 12時、13時～ 16時

　　　※ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑸に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　　　※ 提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。

　　　　※ 書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の閲覧　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供し

ます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
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　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　 　併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認し

てください。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和５・６年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の「委託」の委任先メールアドレス

　　 　（当該委任先メールアドレスがない者にはＦＡⅩ

により送付）

　⑵ 　日時

　　　令和５年３月16日（木）までに交付

６ 　仕様に関する問合せ

　 　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。な

お、本件の入札参加資格を満たしていない者からの質

問に関しては回答しません。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明資料に添付した「質問書」により、３⑴

のFAX又は電子メールアドレス宛てに送付後、所管

課まで電話連絡

　　　※郵送による提出は認めません。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　　令和５年３月16日（木）～令和５年３月17日（金）

　 ９時～ 12時、13時～ 16時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和５年３月20日（月）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　　　　　　　持参による紙入札

　⑵ 　入札・開札の日時　　　 令和５年３月24日（金）

　９時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　　　 川崎市川崎区宮本町３－

３川崎市役所第４庁舎４

階第７会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　　  免除

　⑸ 　入札の無効

　　 入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場

合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　　要

　⑵ 　契約保証金　　　免

　⑶ 　前払金　　　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札

情報　かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ

とができます。

10　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第606号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　消防訓練センター施設管理業務委託

　⑵ 　行場所

　　　消防訓練センター：川崎市宮前区犬蔵１－10－２

　⑶ 　履行期限

　　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　本業務は、消防訓練センターの各種設備について

保守点検等を実施することで、施設の維持管理を行

うものです。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。
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　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登

録されている者。

　⑶ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」

で登録されており、種目「電気・機械設備保守点検」

「エレベータ保守点検」「空調・衛生設備保守点検」

の全てに登録されている者。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　過去５か年で２件以上、官公庁において施設管理

業務の契約実績（業務完了している契約）があるこ

と。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証

する書類（契約書、仕様書の写し等業務内容がわかる

もの）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　 　川崎市川崎区南町20－７（川崎市消防局総合庁舎

８階）

　　　川崎市消防局総務部施設装備課

　　　電話　044－223－2551（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和５年３月10日から令和５年３月16日までの、

午前９時から午後５時

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土日祝日を除

く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場

所において３⑵の期間、縦覧に供するとともに、希

望者には印刷物を配布します。また、川崎市ホーム

ページの「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）において、本件の

公表情報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　令和５年３月20日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール(84sisetu@city.

kawasaki.jp)にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和５年３月10日から令和５年３月22日までの、

午前９時から午後５時

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土日祝日を除

く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　令和５年３月23日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。 

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ 　入札金額は、消費税を含まない金額を記載して

ください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札･開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和５年３月24日 午前11時40分
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　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20－７

　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎７階第２会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

　　 　(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第607号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　高津消防署施設管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　高津消防署：川崎市高津区二子５－14－５

　⑶ 　履行期限

　　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　本業務は、高津消防署の各種設備について保守点

検等を実施することで、施設の維持管理を行うもの

です。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登

録されている者。

　⑶ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」

で登録されており、種目「電気・機械設備保守点検」

「エレベータ保守点検」「空調・衛生設備保守点検」

の全てに登録されている者。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　過去５か年で２件以上、官公庁において施設管理

業務の契約実績（業務完了している契約）があるこ

と。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証

する書類（契約書、仕様書の写し等業務内容がわかる

もの）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　 　川崎市川崎区南町20－７（川崎市消防局総合庁舎

８階）

　　　川崎市消防局総務部施設装備課

　　　電話　044－223－2551（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和５年３月10日から令和５年３月16日までの、

午前９時から午後５時

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土日祝日を除

く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場

所において３⑵の期間、縦覧に供するとともに、希

望者には印刷物を配布します。また、川崎市ホーム
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ページの「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）において、本件の

公表情報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　令和５年３月20日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール(84sisetu@city.

kawasaki.jp)にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和５年３月10日から令和５年３月22日までの、

午前９時から午後５時

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土日祝日を除

く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　令和５年３月23日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。 

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ 　入札金額は、消費税を含まない金額を記載して

ください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札･開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和５年３月24日 午前11時30分

　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20－７

　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎７階第２会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

　　 　(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　　　───────────────────
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川崎市公告第608号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　中原消防署施設管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　中原消防署：川崎市中原区新丸子東３－1175－１

　⑶ 　履行期限

　　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　本業務は、中原消防署の各種設備について保守点

検等を実施することで、施設の維持管理を行うもの

です。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登

録されている者。

　⑶ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」

で登録されており、種目「電気・機械設備保守点検」

「エレベータ保守点検」「空調・衛生設備保守点検」

の全てに登録されている者。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　過去５か年で２件以上、官公庁において施設管理

業務の契約実績（業務完了している契約）があるこ

と。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証

する書類（契約書、仕様書の写し等業務内容がわかる

もの）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　 　川崎市川崎区南町20－７（川崎市消防局総合庁舎

８階）

　　　川崎市消防局総務部施設装備課

　　　電話　044－223－2551（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和５年３月10日から令和５年３月16日までの、

午前９時から午後５時

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土日祝日を除

く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場

所において３⑵の期間、縦覧に供するとともに、希

望者には印刷物を配布します。また、川崎市ホーム

ページの「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）において、本件の

公表情報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　令和５年３月20日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール(84sisetu@city.

kawasaki.jp)にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和５年３月10日から令和５年３月22日までの、

午前９時から午後５時

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土日祝日を除

く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　令和５年３月23日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。 

　⑴ 　「２ 　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争
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入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ 　入札金額は、消費税を含まない金額を記載して

ください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札･開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和５年３月24日 午前11時20分

　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20－７

　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎７階第２会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

　　 　(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第609号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　幸消防署施設管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　幸消防署：川崎市幸区戸手２－12－１

　⑶ 　履行期限

　　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　本業務は、幸消防署の各種設備について保守点検

等を実施することで、施設の維持管理を行うもので

す。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登

録されている者。

　⑶ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」

で登録されており、種目「電気・機械設備保守点検」

「エレベータ保守点検」「空調・衛生設備保守点検」

の全てに登録されている者。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　過去５か年で２件以上、官公庁において施設管理

業務の契約実績（業務完了している契約）があるこ

と。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証

する書類（契約書、仕様書の写し等業務内容がわかる
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もの）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　 　川崎市川崎区南町20－７（川崎市消防局総合庁舎

８階）

　　　川崎市消防局総務部施設装備課

　　　電話　044－223－2551（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和５年３月10日から令和５年３月16日までの、

午前９時から午後５時

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土日祝日を除

く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場

所において３⑵の期間、縦覧に供するとともに、希

望者には印刷物を配布します。また、川崎市ホーム

ページの「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）において、本件の

公表情報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　令和５年３月20日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール(84sisetu@city.

kawasaki.jp)にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和５年３月10日から令和５年３月22日までの、

午前９時から午後５時

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土日祝日を除

く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　令和５年３月23日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。 

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ 　入札金額は、消費税を含まない金額を記載して

ください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札･開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和５年３月24日 午前11時10分

　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20－７

　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎７階第２会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を
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要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

　　 　(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第610号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　臨港消防署施設管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　臨港消防署：川崎市川崎区池上新町３－１－５

　⑶ 　履行期限

　　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　本業務は、臨港消防署の各種設備について保守点

検等を実施することで、施設の維持管理を行うもの

です。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登

録されている者。

　⑶ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」

で登録されており、種目「電気・機械設備保守点検」

「エレベータ保守点検」「空調・衛生設備保守点検」

の全てに登録されている者。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　過去５か年で２件以上、官公庁において施設管理

業務の契約実績（業務完了している契約）があるこ

と。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により、一

般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証

する書類（契約書、仕様書の写し等業務内容がわかる

もの）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　 　川崎市川崎区南町20－７（川崎市消防局総合庁舎

８階）

　　　川崎市消防局総務部施設装備課

　　　電話　044－223－2551（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和５年３月10日から令和５年３月16日までの、

午前９時から午後５時

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土日祝日を除

く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の縦覧

　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場

所において３⑵の期間、縦覧に供するとともに、希

望者には印刷物を配布します。また、川崎市ホーム

ページの「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）において、本件の

公表情報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日

　　　令和５年３月20日

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　 　３⑴の場所、又は電子メール(84sisetu@city.

kawasaki.jp)にて提出。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和５年３月10日から令和５年３月22日までの、
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午前９時から午後５時

　　 　（平日の正午～午後１時まで及び土日祝日を除

く。）

　　 　ただし、電子メールによる提出は受付期間終了ま

で24時間受け付けます。

　⑶ 　回答日

　　 　令和５年３月23日に、本件の入札参加資格を有す

る全員に回答します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。 

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ 　入札金額は、消費税を含まない金額を記載して

ください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札･開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和５年３月24日 午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市川崎区南町20－７

　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎７階第２会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、本市ホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

　　 　(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第611号

　都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第３項の規

定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告

します。

　　令和５年３月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市川崎区東扇島21番

 77,725平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　 　東京都中央区日本橋一丁目４番１号日本橋一丁目ビ

ルディング

　　タント特定目的会社　取締役　増渕俊介

３ 　予定建築物の用途

　 　倉庫業を営む倉庫、あずまや（自主管理緑地内）、

便所（自主管理緑地内）

 計画戸数:０戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和２年12月24日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第94号

　　令和４年６月29日
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　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第31号(変更)

　　　───────────────────

川崎市公告第612号

　　　川崎授産学園再編整備事業に係る自主的環

　　　境影響評価審査書について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第25条第１項の規定に準じて、標記事業に係

る自主的環境影響評価審査書を次のとおり公告します。

　　令和５年３月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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はじめに 
 

川崎授産学園再編整備事業は、社会福祉法人セイワ（以下「事業者」という。）

が、麻生区細山 1209 番地の約 2.3ha の区域において、既存の施設を撤去し、地

上４階建ての本館等の障害者福祉施設を建設するものである。 

事業者は、川崎市環境影響評価に関する条例に基づき、令和４年 11 月 25 日

に自主的環境影響評価実施申出書及び自主的環境影響評価準備書（以下「準備書」

という。）を提出した。 

市は、この提出を受けて準備書を公告、縦覧したが、市民等からの意見書の提

出はなかった。 

本自主的環境影響評価審査書（以下「審査書」という。）は、これらの結果を

踏まえ、条例第 24 条に準じて、準備書の内容を総合的に審査し、作成したもの

である。 
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１ 事業の概要 

(1) 事業者 

名 称：社会福祉法人セイワ 

代表者：理事長 加藤 不二太郎 

住 所：川崎市高津区末長１－３－13 

 

(2) 事業の名称及び種類 

名 称：川崎授産学園再編整備事業 

種 類：川崎市環境影響評価に関する条例第 74 条に基づく自主的環境影 

響評価 

 

(3) 事業を実施する区域 

位   置：麻生区細山 1209 番地 

区 域 面 積：22,670.5㎡ 

開発区域面積： 9,977.9㎡ 

用 途 地 域：市街化調整区域 

 

(4) 計画の概要 

ア 目的 

障害者福祉施設の建替 

 

イ 土地利用計画 

区分 
計画地内 

開発区域内 開発区域外 計画地全体 
内容①(㎡) 比率(％) 内容②(㎡) 比率(％) 内容 ①+②

(㎡) 
比率(％) 

本館 1,646.4 16.5 - - 1,646.4 7.3 
体育館 906.5 9.1 - - 906.5 4.0 
駐車場注 1 658.7 6.6 - - 658.7 2.9 
保全緑地 824.6 8.3 9,258.8 72.9 10,083.4  44.5 
緑化地 2,233.6 22.4 - - 2,233.6 9.9 
歩行者専用
通路 

170.6 1.7 
- - 170.6 0.8 

その他 3,537.5 35.5 3,433.8  27.1 6,971.3  30.8 
合計 9,977.9 100.0 12,692.6 100.0  22,670.5 100.0 
注 1）駐車場の予定台数は 52台程度である。 

2）端数処理を四捨五入により行っていることから、合計値と内訳、比率の計が一致しない場合がある。 

3）開発区域外のその他の項目のうち、48.2m2が道路拡幅部分である。 
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ウ 建築計画等 

区分 内容 

敷地面積 9,977.9m2 
延床面積 6,928.6m2 

 
本館 

床面積（1階） 1,646.4m2 
床面積（2階） 1,518.7m2 
床面積（3階） 1,422.6m2 
床面積（4階） 1,358.1m2 
床面積（屋階） 54.6m2 

体育館 906.5m2 

 渡り廊下   21.8m2 
建築物高さ    14.3m 

建築物最高高さ    17.8m 

構造 
本館：RC 造（鉄筋コンクリート造） 

体育館：S造（鉄骨造） 

建ぺい率 40％ 
28.5% 

建築面積(2,839.1)÷敷地面積(9,977.9) 

容積率 80％ 
69.4% 

延床面積(6,928.6)÷敷地面積(9,977.9) 
駐車台数 52 台程度 

区域面積に対する緑被率 54.3% 
注）端数処理を四捨五入により行っていることから、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。 
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２ 審査結果 

(1) 全般的事項 

本事業は障害者福祉施設を建て替えるものであり、工事中や供用時にお

ける環境上の配慮が求められることから、準備書に記載した環境保全のた

めの措置を実施するとともに、本審査書の内容を確実に遵守すること。 

また、工事着手前に周辺住民等に対する工事説明等を行い、環境影響に係

る低減策、問合せ窓口等について周知すること。 

 

(2) 環境影響評価項目に関する事項 

ア 大気質 

計画地及び工事用車両ルートが住宅等に近接していること、建設機械

のピーク稼働時における二酸化窒素の短期将来濃度が、短期暴露の指針

値の上限に近いことから、窒素酸化物の排出量を低減するため、準備書に

記載した環境保全のための措置を徹底すること。 

 

イ 騒音 

計画地及び工事用車両ルートが住宅等に近接していること、沿道にお

ける等価騒音レベルが現況において既に環境基準を超過していることか

ら、準備書に記載した環境保全のための措置を徹底するとともに、工事工

程、作業時間、工事用車両の運行時間等について、工事着手前に周辺住民

等へ周知すること。 
 

ウ 振動 

計画地及び工事用車両ルートが住宅等に近接していることから、準備

書に記載した環境保全のための措置を徹底するとともに、工事工程、作業

時間、工事用車両の運行時間等について、工事着手前に周辺住民等へ周知

すること。 
 

 

 



川 崎 市 公 報 （第1,863号）令和5年(2023年)３月27日

－1945－

 4 

エ 廃棄物等（産業廃棄物） 

既存建築物に石綿を含有する資材が使用されていることから、準備書

に記載した環境保全のための措置を徹底すること。 

 

オ 植物 

キンランは工事による日照条件や通風の変化の影響が考えられること

から、準備書に記載した環境保全のための措置を徹底すること。 

 

カ 動物 

    計画地及びその周辺で、注目される動物種が多く確認されていること

から、準備書に記載した環境保全のための措置を徹底すること。 
 

キ 生態系 

計画地及びその周辺は、動植物の生息、生育環境となっていることから、

準備書に記載した環境保全のための措置を徹底すること。 
 

ク 緑（緑の質、緑の量） 

(ｱ) 緑の質 

樹木の植栽に当たっては、その時期、養生等について十分配慮すると

ともに、植栽基盤の整備に当たっては、樹木の育成を支える十分な土壌

厚の確保について、市関係部署と協議すること。 

 
(ｲ) 緑の量 

計画地内には緑の保全地域があることから、保全・回復する緑化地の

適正な管理及び育成に努めること。 

 

ケ 景観 

建物の形状、外壁の色彩等については、景観形成方針を踏まえるととも

に、市関係部署と協議すること。 
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コ テレビ受信障害 

工事中を含め障害が発生したときの問合せ窓口を関係住民に明らかに

し、その対策については確実に実施すること。 
 

サ 地域交通（交通安全、交通混雑） 

計画地及び工事用車両ルートが住宅等に近接していること、工事用車

両ルートの一部が指定通学路となっていること、歩車分離がされていな

い区間があること、信号機のない横断歩道があることから、交通安全を最

優先するとともに、準備書に記載した環境保全のための措置を徹底する

こと。 

工事の実施に当たっては、事前に周辺住民等に対し、工事説明等を行い、

交通安全対策や工事中の問合せ窓口等について周知すること。 
 

(3) 環境配慮項目に関する事項 

準備書に記載した「地震時等の災害」、「生物多様性」、「地球温暖化対策」、

「気候変動の影響への適応」及び「資源」の各項目における環境配慮の措置

については、その積極的な取組を図ること。 

 

ア 地球温暖化対策 

脱炭素社会の実現に向けて、温室効果ガスの削減に向けた一層の取組

が求められていることから、計画建物のエネルギー使用量の削減等につ

ながる対策を講ずるよう努めること。 

 

 

３ 川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続経過 

令和４年 11 月 25 日 自主的影響影響評価実施申出書の受理及び準備書

の受領 

12 月 ６日 準備書公告、縦覧開始 

令和５年 １月 19 日 

 

準備書縦覧終了、意見書の締切 

意見書の提出 なし 

３月 14 日 審査書公告、事業者宛て送付 
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川崎市公告第613号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道片平114号線道路補修（Ｌ型側溝）工事

履行場所 川崎市麻生区片平１丁目13番地先

履行期間 契約の日から150日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年３月30日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 向丘中学校校舎改修その他その２工事

履行場所 川崎市宮前区神木本町５丁目11番１号

履行期間 契約の日から令和５年12月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。
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参 加 資 格

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月14日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 白幡台小学校校舎改修その他その１工事

履行場所 川崎市宮前区南平台13番１号

履行期間 契約の日から令和５年11月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
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⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月14日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 稲田中学校消火設備改修工事

履行場所 川崎市多摩区宿河原４丁目１番１号

履行期間 契約の日から令和５年12月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「消防」種目「消火栓設備」で登録され
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　ていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　消防施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「消防施設」）を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

⑽ 　消防設備士免状（甲種第１類）の交付を受けた技術者を配置できること。ただし、⑼の技術者（業

種「消防施設」）との兼任を可とします。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月12日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 末長小学校消火設備改修工事

履行場所 川崎市高津区末長３丁目８番１号

履行期間 契約の日から令和５年12月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「消防」種目「消火栓設備」で登録され

ていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　消防施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「消防施設」）を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満となった場合
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　は専任を要しません。

⑽ 　消防設備士免状（甲種第１類）の交付を受けた技術者を配置できること。ただし、⑼の技術者（業

種「消防施設」）との兼任を可とします。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年４月12日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第614号

　都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第３項の規

定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告

します。

　　令和５年３月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市多摩区西生田三丁目2611番１

　　　　　　　　　　　　　　ほか４筆の一部

 1,817平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市多摩区西生田三丁目17番７号

　　遠藤　訓

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅

 計画戸数:22戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和４年２月４日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第98号

　　令和５年２月20日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第99号(変更)

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第134号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　動物愛護センター脱臭装置フィルター設置交換等

委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市動物愛護センター　川崎市中原区上平間

1700 番地８

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　動物愛護センターの光触媒による脱臭装置（FU－

１及びFU－２）のフィルターの脱臭機能維持のた

め、現行の光触媒フィルター（セラミックフィルタ

ー）及びプレフィルターを交換するものである。業

務の概要は次のア～イによる。

　　ア 　脱臭装置（FU－１及びFU－２）光触媒フィルタ

ー準備及び交換

　　　�ｱ� 　FU－１用光触媒フィルター（ユニット小）

　10段（フィルター 20枚）

　　　�ｲ� 　FU－１用光触媒フィルター（ユニット大）

　20段（フィルター 80枚）

　　　�ｳ� 　FU－２用光触媒フィルター（ユニット大）

　　６段（フィルター 24枚）

　　イ 　脱臭装置プレフィルター準備、交換及び廃棄

　　　�ｱ�　FU－１用プレフィルター（大）　４個

　　　�ｲ�　FU－１用プレフィルター（小）　２個

　　　�ｳ�　FU－２用プレフィルター（大）　３個

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登

録が予定されている者。（ただし、落札決定にあた

っては実際に登録されていることを要します。）

　⑵ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ

ること。
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　⑶ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」

種目「空調・衛生設備」で登録が予定されている者

（ただし、落札決定にあたっては実際に登録されて

いることを要します。）

　⑹ 　平成30年度以降で官公庁又は民間において、類似

の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒211－0013

　　　川崎市中原区上平間1700番地８

　　　川崎市動物愛護センター　庶務担当　内山

　　　電　話　044－589－7137

　　　ＦＡＸ　044－589－7138

　　　Ｅ－mail　40dobutu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和５年３月27日（月）から令和５年４月４日

（火）までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　　　ただし、金曜日、土曜日及び休日を除く。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書等の交付

　 　上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を提

出した者に、無償で入札説明書及び仕様書を交付しま

す。

　 　また、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所にお

いて、令和５年３月27日（月）から令和５年４月４日

（火）午後５時まで縦覧に供します。ただし、金曜日、

土曜日及び休日を除く。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和５・６年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに令和５年４月６日（木）

までに送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める入札参加資格を満たさなくなった

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和５年３月27日（月）から令和５年４月10日

（月）までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　「質問書」の様式に必要事項を記入し、上記３⑴

まで持参（午前９時から正午まで及び午後１時から

午後５時まで。ただし、金曜日、土曜日及び休日を

除く）、あるいはＦＡＸ番号又は電子メールアドレ

ス宛て送付してください。また、「質問書」送付後、

送付した旨を上記３⑴の担当宛て電話にて速やかに

連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和５年４月12日（水）ま

でに、競争参加者全てにＦＡＸ又は電子メールにて

回答します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　令和５年４月17日（月）午前11時

　　ウ 　入札場所

　　　 　川崎市中原区上平間1700番地８　川崎市動物愛

護センター　３階研修室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　上記８⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　上記８⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効
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　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、上記３⑴の場所及び川崎市ホームペ

ージの「入札情報かわさき」の「契約関係規定」

で閲覧することができます。（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

10 　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口は、上記３⑴

と同じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第135号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和５年３月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称及び予定数量

　⑴ 　児童生徒用机（固定式）　　約5,400脚

　⑵ 　児童生徒用椅子（固定式）　約5,400脚

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　財政局資産管理部契約課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　落札者を決定した日

　　令和５年３月10日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　アイリスチトセ　株式会社　横浜支店

　　支店長　橘川　紘

　 　横浜市西区みなとみらい２丁目３番５号　クイーン

ズタワーＣ　14階

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く１台又は１

脚あたりの単価）

　⑴ 　児童生徒用机（固定式）　　　5,850円

　⑵ 　児童生徒用椅子（固定式）　　3,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和５年１月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第136号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和５年３月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称及び数量

　 　Microsoft 365 Education A ３　教育機関向けライ

センス　　8,152名分

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　財政局資産管理部契約課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　落札者を決定した日

　　令和５年３月７日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　株式会社　大塚商会　神奈川ＬＡ販売課

　　課長　臼田　誠

　　横浜市神奈川区金港町３丁目３番地

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）

　　43,825,152円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和５年１月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第137号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和５年３月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　歯周疾患検診に係る封書等の作成、封入封緘及び

発送業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　健康増進担当指定場所
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　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和５年８月31日

　⑷ 　業務内容

　　　仕様書のとおり

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和４年10月７日までに令和５年度・令和６年度

競争入札参加資格の申請を行っており、令和５年

度・令和６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業

種「その他業務」種目「その他」で登録が予定され

ている者（ただし、落札決定にあたっては実際に登

録されていることを要します。）

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達内容について確実に履行することができ

ること。

　⑸ 　過去２箇年の間に本市その他の官公庁と本業務と

種類及び規模（処理件数８万件以上）をほぼ同じく

する契約を１回以上にわたって締結し、これらを誠

実に履行した具体的な事例・実績を有していること。

３ 　入札説明書等の配布、競争参加申込書提出及び問合

せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加申込書及び実績調書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580（ソリッドスクエア西館12階）

　　 　健康福祉局保健医療政策部健康増進担当　疾病予

防担当

　　　電話　044（200）2431

　　　FAX　044（200）3986

　　　E-mail　40kenko@city.kawasaki.jp

　　 　（ただし、本メールアドレスに電子メールを送信

する場合は必ず開封確認メッセージを要求してくだ

さい。)

　　 　入札説明書、競争参加申込書及び実績調書は、イ

ンターネットからダウンロードすることができま

す。（「入札情報かわさき」の「入札情報」委託の欄

の「財政局入札公表」の中にあります。「入札情報

かわさき」のアドレス（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）を参照してください。）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和５年３月27日（月）から令和５年３月31日

（金）まで（土、日及び祝日を除く）の午前８時30

分から正午及び午後１時から午後５時までとします。

　⑶ 　提出物

　　・競争参加申込書

　　・実績調書

　　　川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

　　 （https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

の「入札情報」委託の欄の「財政局入札公表」から

ダウンロードすることが可能です。ダウンロードで

きない場合は、上記⑴の場所で上記⑵の期間に配布

します。

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑸ 　その他 

　　ア 　提出された競争参加申込書等は返却しません。

　　イ 　提出された競争参加申込書等の差替え又は再提

出は認めません。 

　　ウ 　競争参加申込書等に関する問合せ先は、上記３

⑴の場所とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込

書等を提出した者に令和５年４月４日（火）までに、

電子メール又はＦＡＸで送付します。

５ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和５年４月５日（水）から令和５年４月７日

（金）午後５時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、上記３⑴まで持参、電子メール又はＦＡ

Ｘで提出してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和５年４月12日（水）ま

でに、競争参加者全てに電子メール又はＦＡＸで回

答します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格申請書及び実績調書につい

て、虚偽の申請をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札･開札の場所及び日時

　　ア 　日時　令和５年４月18日（火）午前10時　

　　イ 　場所　 川崎市幸区堀川町580　ソリッドスクエ

ア西館12階12Ｃ会議室
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　⑵ 　入札の方法・金額等

　　ア 　所定の入札書により入札してください。なお、

代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の

代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押

印（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要で

す。また、入札書には、住所、商号又は名称、代

表者の役職及び氏名を明示し、本市の業者登録に

使用した印鑑による押印及び封印をしてください。

　　イ 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。なお、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービス導入に際して必要となる各種作

業等に係る一切の費用を含め見積るものとします。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額にこの金額の100分の10（消費税及び地方消費

税）に相当する額を加算した金額をもって落札価

格とするので、入札者は見積った契約希望金額の

110分の100に相当する金額を入札書に記載してく

ださい。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札をした者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効 

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び｢

川崎市競争入札参加者心得｣第７条に該当する入札

は無効とします。

　⑹ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限

及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた書類

（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　 　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

８ 　契約手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報」（https://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の契約関

係規程において閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほかは、川崎市契約条

例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

の定めるところによります。

　⑵ 　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　その他問合せ窓口は上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第138号 

　　　落札者等の公示 

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和５年３月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称 

　 　一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局にお

ける測定機器の保守管理等業務委託

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地 

　　環境局環境総合研究所

　 　川崎市川崎区殿町３丁目25－13川崎生命科学環境研

究センター３階

３ 　落札者を決定した日 

　　令和５年３月７日 

４ 　落札者の氏名及び住所

　　公害計器サービス株式会社　代表取締役　荻原　明

　　神奈川県横浜市都筑区東山田４－45－30

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。） 

　　36,720,000円 

６ 　契約の相手方を決定した手続 

　　一般競争入札 

７ 　入札の公告を行った日 

　　令和５年１月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第139号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和５年３月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 麻生区内都市計画道路尻手黒川線道

路築造（トンネル）工事

　⑵ 　履行場所　　川崎市麻生区片平２丁目23番地先
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　⑶ 　履行期限　　令和８年３月31日

　⑷ 　工事概要　　工事設計書による。

　⑸ 　総合評価採用理由

　　 　本工事は、技術的な工夫の余地が小さい工事であ

り、また、施工の確実性を確保するために、入札参

加者の施工能力、施工計画、信頼性・社会性等と入

札価格を一体として評価することが妥当と認められ

ることから、総合評価一般競争入札（簡易型）を採

用します。

　⑹ 　予定価格（税抜）　未定

　⑺ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに電子入札

システムの利用者登録ができない場合は、紙入札方

式に代えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格

　　本工事の入札は、混合入札により執行します。

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

る２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成員２」と

いう。）又は３者（以下それぞれ「代表者」、「構成員２」

及び「構成員３」という。）により結成されている共

同企業体（以下「特定ＪＶ」という。）又は単体企業

でなければなりません。

　 　ただし、特定ＪＶの出資割合は、２者による特定Ｊ

Ｖの場合には全ての構成員を20％以上、３者による特

定ＪＶの場合には全ての構成員を15％以上とし、いず

れの場合も代表者は、他の構成員の割合を上回らなけ

ればなりません。

　⑴ 　特定ＪＶの資格条件

　　ア 　全ての構成員に必要な条件

　　　�ｱ� 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格

停止期間中でないこと。

　　　�ｲ� 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

による指名停止期間でないこと。

　　　�ｳ� 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者

名簿に業種「土木」で登録されていること。

　　　�ｴ� 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通

知書を有していること。

　　　�ｵ� 　本工事の他の特定ＪＶの構成員になってい

ないこと。

　　イ 　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　　　�ｱ� 　令和５・６年度川崎市競争入札参加資格申

請時における経営事項審査の総合評定値通知

書の「土木一式」の総合評定値が1200点以上

であること。

　　　�ｲ� 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受け

ていること。

　　　�ｳ� 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付

を受けた技術者を専任で配置できること。

　　　　　※ 当該技術者は議決予定月において、他の工

事に従事していない者でなければなりませ

ん。ただし、配置予定技術者が他の工事に

従事している場合、落札候補者となった日

において、議決予定月の前月末日までに他

の工事の従事期間が終了する予定であるこ

との確認を要します。　　

　　　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２

現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置するこ

とを要します。

　　　�ｴ� 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を

平成19年４月１日以降に有すること。

　　　　 　国及び地方公共団体等（法人税別表第一、建

設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

した工事で、ＮＡＴＭ工法（機械掘削工法ただ

し設計掘削断面50㎡未満の小断面トンネルを除

く）を用いた延長100ｍ以上のトンネル築造工

事の完工実績。

　　　　 　ただし、共同企業体により施工した工事につ

いては、出資割合が20％以上であること。

　　ウ 　特定ＪＶの構成員２及び構成員３に必要な条件

　　　�ｱ� 　土木工事業に係る建設業の許可を受けてい

ること。

　　　�ｲ� 　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置で

きること。

　　　　　※ 当該技術者は議決予定月において、他の工

事に従事していない者でなければなりませ

ん。ただし、配置予定技術者が他の工事に

従事している場合、落札候補者となった日

において、議決予定月の前月末日までに他

の工事の従事期間が終了する予定であるこ

との確認を要します。　

　⑵ 　単体企業の資格条件

　　 　「⑴特定ＪＶの資格条件」のうち「ア　全ての構

成員に必要な条件」及び「イ　特定ＪＶの代表者に

必要な条件」を全て満たす者であること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万

円（建築一式工事の場合は7,000万円）を下回り、「下

請契約に関する誓約書」を提出した場合は、２⑴イ

�ｲ�については一般建設業の許可でも可とし、２⑴

イ�ｳ�については主任技術者でも可とします。

　　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で配置する

場合は、当該配置予定監理技術者は、２現場までの

兼任を可とします。
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　　　※ 令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿

に登録されていない者（現在登録されているが

当該業種で登録されていない者を含む。）は財

政局資産管理部契約課に所定の様式を持参の

上、資格審査申請を令和５年４月５日（水）ま

でに行ってください｡競争入札参加資格審査申

請については下記３⑵にお問い合わせください。

　　　※ 配置予定技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係

にあることを要します。

３ 　設計図書類の取得

　 　本案件は、設計図書の電子化実施対象案件です。設

計図書については、「入札情報かわさき」 の入札公表

（財政局）からダウンロードできます。

　 　また、本工事の設計図書類及び積算内訳書を次によ

り縦覧に供します。

　⑴ 　縦覧期間　 令和５年３月27日（月）から令和５年

４月12日（水）まで　　

　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く午前

８時30分から正午まで、午後１時から

午後５時まで）

　⑵ 　場　　所　 川崎市財政局資産管理部契約課　土木

契約係

　　　　　　　　 川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田

生命ビル13階

　　　　　　　　電話044－200－2098

４ 　特定ＪＶ新規登録申請

　　特定ＪＶは、次の手続きが必要となります。

　⑴ 　登録申請

　　 　入札参加申込締切日の前日までに、特定ＪＶ新規

登録申請を行ってください。

　　 　本工事の特定ＪＶ新規登録申請は、業者登録シス

テムによる申請により行います。

　　 　申請方法については、入札公表詳細に掲げている

「特定ＪＶ新規登録申請について（操作説明ダイジ

ェスト版）」を御覧ください。

　⑵ 　申請受付

　　 　申請が受け付けられた場合、「申請受付完了」画

面が表示されるとともに、登録した特定ＪＶ代表者

の令和５・６年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の「工事」の委任先メールアドレスに「申請受付

通知」が送信されます。また、翌日に特定ＪＶとし

ての業者番号が記載された「ＪＶ登録完了通知」が

送信されます。

　⑶ 　参加申込時の注意点

　　 　下記５のとおり、入札参加申込を行ってくださ

い。入札参加申込は、特定ＪＶとしての業者番号を

使用してください。ＪＶ登録完了通知に記載されて

いる業者番号以外で入札参加申込を行ったものは無

効となる場合がありますので御注意ください。

　⑷ 　共同企業体協定書及び委任状の提出（「入札公表

詳細」に掲げる様式を使用）

　　 　次の期間内に、申込場所に持参又は郵送により提

出してください。

　　　提出期間： 「入札公表詳細」の公表日から申込締

切日の午前８時30分から正午まで、午

後１時から午後５時まで

　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く。提

出期間内必着。）

５ 　一般競争入札参加申込書等の提出

　　※ 特定ＪＶの場合、入札参加申込締切日の前日まで

に上記４の特定ＪＶ新規登録申請がされていない

と、電子入札システムでの参加申込ができません。

　　※ 「入札情報かわさき」の「電子入札」に掲載して

いる川崎市電子入札運用基準の中の「入札参加申

込について」を必ず御覧ください。

　⑴ 　電子入札システムによる入札参加申込を行う場合

　　 　電子入札システムへの添付書類及び申込書提出期

間

　　　添付書類：不要

　　　提出期間： 「入札公表詳細」の公表日から申込締

切日の午前８時～午後８時、ただし、

特定ＪＶの場合は、ＪＶ登録完了通知

受領後から申込締切日の午前８時～午

後８時

　⑵ 　紙により入札参加申込を行う場合

　　　申込提出場所に提出する書類

　　　一般競争入札参加申込書

　　　※ 一般競争入札参加申込書は、ホームページ「入

札情報かわさき」－「ダウンロードコーナー」

－財政局「入札参加手続関係」からダウンロー

ドできます。なお、特定ＪＶの場合は、「住所」

欄は「特定ＪＶの所在地」、「商号又は名称」欄

は「特定ＪＶの名称」、「代表者職氏名」欄は「特

定ＪＶ代表者の代表者職氏名」を記載してくだ

さい。

　　　※ 特定ＪＶの場合は、上記４⑷と同時の提出を可

とします。同時に提出する場合、一般競争入札

参加申込書の業者番号は、空欄として提出して

ください。

　　　　提出期間： 「入札公表詳細」の公表日から申請

申込締切日の午前８時30分から正午

まで、午後１時から午後５時まで

　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

６ 　仕様書等の積算に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の積算内容に関してのみ、質問
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ができます。

　　 　（入札参加資格等に関する質問は、上記３⑵にお

問合せください。）

　　 　なお、仕様書等の積算内容以外の質問は受け付け

ません。入札参加者以外からの質問には回答しませ

んので御注意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　質問は、原則として、電子入札システムにより

提出してください。質問入力方法の詳細について

は、ホームページ「入札情報かわさき」－「ダウ

ンロードコーナー」－財政局「入札参加手続関係」

に掲載している「電子入札システム質問回答機能

操作方法」を参照してください。

　　　　※ 電子入札システムの質問内容欄に質問が入り

きらない場合については、ホームページ「入

札情報かわさき」－「ダウンロードコーナー」

－財政局「入札参加手続関係」に掲載してい

る「質問書（契約課契約用）」をＥｘｃｅｌ

形式のまま、電子入札システム上に添付して

提出してください。

　　イ 　入力・提出期間　

　　　　「入札公表詳細」による。

　　　　※ ただし、電子入札システムによりがたい者

は、上記３⑵に、入力・提出期間の最終日午

後３時までに質問書を持参してください。（持

参については市役所開庁時間に限る。）なお、

質問書は、ホームページ「入札情報かわさき」

－「ダウンロードコーナー」－財政局「入札

参加手続関係」に掲載している「質問書（契

約課契約用）」」を使用してください。また、

質問書の持参提出後、質問締切日時までに質

問書をエクセルデータのまま、契約事務担当

宛（23keiyak@city.kawasaki.jp）にメール

にて送付してください（質問締切日時時点で

持参又はメール送付のどちらか一方のみしか

確認ができない場合には、質問受付をいたし

ません。）。

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　「入札公表詳細」による。

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）をホームペー

ジ「入札情報かわさき」－「業者登録システム」

－「仕様書等ダウンロード」にて掲載します。な

お、質問がなかった場合には、掲載はいたしませ

ん。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又

は取得できます。閲覧又は取得方法の詳細につい

てホームページ「入札情報かわさき」－「ダウン

ロードコーナー」－財政局「入札参加手続関係」

に掲載している「見積用設計図書・積算内訳書取

得マニュアル」を御覧ください。

　　　 　なお、回答後の再質問については受付をいたし

ません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　上記２の各号いずれかの条件を欠いたときは、入札

参加資格を喪失します。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、参加資

格業種に登録が予定されていることを確認し、その結

果を確認通知書にて、令和５・６年度川崎市競争入札

参加資格審査申請書の「工事」の委任先メールアドレ

スに、申請申込締切日後１週間以内に送付します。当

該委任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡ

Ｘで送付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時に遡って、提出書類等の確認

を行い、入札参加資格の有無を審査します。この結果、

入札参加資格が無く申し込みを行った入札者の入札は

無効とします。

９ 　入札手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札書及び積算内訳書の提出

　　　原則、電子入札システムによります。

　　 　ただし、電子入札システムによりがたい者は、紙

入札方式で入札予定日時に上記３⑵に持参又は下記

９⑵アに郵送してください。代理人をもって入札を

行う場合は、委任状を持参してください。委任状の

提出がない場合、押印漏れ等の不備がある場合は入

札に参加できない場合があります。また、入札書に

代表者の押印並びに代理人氏名の記入及び押印が必

要となります（代理人の印鑑は委任状に押印したも

のと同じ印鑑を使用してください。）。

　　 　入札額に相応する積算額が記入されている積算内

訳書を、入札、再度入札の際に提出してください。

　　 　積算内訳書の書式は確認通知書受信後に取得でき

ます。取得方法については、ホームページ「入札情

報かわさき」－「ダウンロードコーナー」－財政局

「入札参加手続関係」に掲載している「見積用設計

図書・積算内訳書取得マニュアル」を御覧ください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限　　 令和５年５月18日（木）

午後４時
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　　イ 　持参による入札の場合

　　　�ｱ�　入札書の提出期限　 令和５年５月18日（木）

午後５時

　　　�ｲ�　入札書の提出場所　上記３⑵と同じ

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　　�ｱ�　入札書の提出期限　 令和５年５月18日（木）

必着

　　　�ｲ�　入札書の提出先　　下記９⑵アと同じ

　⑵ 　総合評価落札方式評価項目算定資料の提出

　　 　「総合評価落札方式評価項目算定資料」（以下「算

定資料」という。）は、下記９⑵アに令和５年５月

18日（木）午後５時（必着）までに提出してくださ

い。提出方法は原則郵送等によるものとします。持

参の場合は下記９⑵イによるものとします。

　　　この際、以下の書類も併せて提出してください。

　　・下請契約に関する誓約書（第３号様式）

　　　 ホームページ「入札情報かわさき」－「ダウンロ

ードコーナー」－財政局「入札参加手続関係」の

中の「下請契約に関する誓約書（第３号様式）」

を提出してください。

　　　※ 本工事を一般建設業の許可を受けている者が

受注する場合、下請契約の請負金額の合計が

4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

以上となることは、法令上認められていません。

　　　※ 特定建設業の許可を有していて監理技術者を配

置する場合は不要です。

　　ア 　郵送等

　　　 　期日までに到着するように、書留郵便等配達の

記録が残る方法で送付してください。

　　　 　また、送付後に財政局契約課土木契約係（電

話：044（200）2098）に郵送提出した旨の連絡を

お願いします。

送付先

〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市役所財政局資産管理部契約課土木契約係

　　　　※ 封筒には「総合評価落札方式評価項目算定資

料在中（工事件名）」と大きく書いてください。

　　イ 　持参

　　　 　持参により提出する場合は、事前に契約課土木

契約係（電話044－200－2098）に電話連絡の上、

提出日時の指定を受けてください。事前に連絡が

ないもの、指定した日時以外に持参したものにつ

いては提出を認めません。

　　　　※ 持参の場合、封筒に「算定資料」を封入の上、

提出することとします。封筒には「総合評価

落札方式評価項目算定資料在中（工事件名）」

と大きく書いてください。

　　ウ 　算定資料

　　　 　入札説明書別表１「総合評価落札方式評価項目

算定資料」のとおり。

　　　 　「算定資料」の様式は「入札公表詳細」から取

得できます。

　　エ 　提出された「算定資料」は返却しません。

10 　総合評価落札方式の評価方法

　⑴ 　評価項目の評価区分及び配点について

　　 　総合評価落札方式評価項目算定資料３号別紙「評

価項目に対する配点及び自己採点表（以下「配点表」

という。）」のとおり。

　⑵ 　技術評価点の算出について

　　ア 　本工事の入札参加資格を満たし、且つ提出され

た「算定資料」において評価基準に「無効」の項

目がない者に標準点として100点を与えます。

　　イ 　提出された「算定資料」について、「配点表」

に基づき審査し、次の算式により求められた加算

点と上記の標準点との合計を技術評価点とします。

　　　　加算点＝ （入札参加者の得点合計／評価項目の

配点合計）×設定加算点

　　　　　　　　※小数点第５位以下切捨て

　　　　技術評価点＝標準点＋加算点

　⑶ 　特定ＪＶの評価について

　　 　特定ＪＶでの申請における各評価項目の評価は、

特定ＪＶの代表者を対象に行うものとします。ただ

し、「配点表」の「企業の信頼性・社会性」の「官

公需適格組合であること」については、特定ＪＶの

構成員（代表者を含む。）を対象に評価を行うもの

とします。

　⑷ 　審査方法について

　　 　審査の経緯は、原則として非公開とします。なお、

審査の過程において、提案内容に対するヒアリング

を行う場合があります。実施する場合のみ該当者に

連絡します。

11 　開札予定日時及び場所

　⑴ 　開札予定日時　　 令和５年６月12日（月）午前10

時

　⑵ 　開札場所　　　　 川崎市役所財政局資産管理部契

約課土木契約係

12 　落札者の決定方法

　⑴ 　総合評価点の算出方法

　　 　予定価格の範囲内の金額で入札した者のうち、次

の算式によって求められた総合評価点の最も高い者

を落札候補者とします。また、最も高い者が複数あ

る場合には、くじにより落札候補者を決定します。
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総合評価点＝ （技術評価点／入札価格）×100,000,000

　　　※小数点第５位以下切捨て

　　　※ ただし、調査基準価格（税抜）未満の金額で入

札した者については、入札価格を調査基準価格

（税抜）に置き換えた次の式により総合評価点

を算出します。

総合評価点＝ （技術評価点／調査基準価格（税抜））

×100,000,000

　　　※小数点第５位以下切捨て

　⑵ 　価格失格基準について

　　 　価格失格基準を適用します。落札候補者の入札価

格が調査基準価格(税抜)を下回る場合において、積

算内訳書に記載された積算額が価格失格基準のいず

れかを下回った場合は、当該落札候補者を失格とし

ます。

　⑶ 　落札者の決定

　　 　当該落札候補者について上記２に示した条件を満

たしているかどうかの最終的な資格審査を実施し、

その者の入札価格が調査基準価格（税抜）を下回っ

ている場合には、併せてその者の入札価格による当

該契約の適正な履行の確保についての適否を判断

し、落札者として決定します。これら審査等の結果、

当該落札候補者に資格がないと認めたとき又はその

者の入札価格によっては、当該契約の適正な履行が

確保されない恐れがあると認められるときは、当該

入札を無効とし、順次、総合評価点の高い入札者に

ついて、必要に応じて、同様の審査等を実施し落札

者を決定します。

　　　※ 調査基準価格及び価格失格基準については、入

札情報かわさきに掲げている「川崎市建設工事

低入札価格調査取扱要領・運用指針」を御覧く

ださい。

　⑷ 　類似工事施工等実績確認（申請）書等の提出

　　 　落札候補者は類似工事施工等実績確認（申請）書

の提出が必要となります。積算疑義申立てに関する

手続期間の終了後に財政局資産管理部契約課から落

札候補者へ電話連絡します。落札候補者は、「類似

工事施工等実績確認（申請）書」（ホームページ「入

札情報かわさき」－「ダウンロードコーナー」－財

政局「入札参加手続関係」に掲載している「類似工

事施工等実績確認（申請）書」から取得してくださ

い。）と工事実績を確認できる書類を12⑻に記載の

工事担当課に持参し、確認を受けてください。工事

実績を確認できる書類としては、「一般競争入札参

加資格」に記載の類似工事実績の条件を満たす事項

を確認することができる契約履行証明書、契約書・

協定書・設計書等の写し（契約内容に変更があった

場合は最終変更まで確認できるもの）・コリンズ登

録データ（竣工時データ）等が必要になります。

　　 　なお、これらの書類においては、「一般競争入札

参加資格」に記載の類似工事実績の条件を満たして

いることだけでなく、受注から完工までを確認でき

ることが必要です。

　⑸ 　特定ＪＶの構成員の配置予定技術者届等の提出

（※特定ＪＶの場合に提出）

　　 　落札候補者は特定ＪＶの代表者以外の構成員の配

置予定技術者に係る書類の提出が必要となります。

積算疑義申立てに関する手続期間の終了後に財政局

資産管理部契約課から落札候補者へ電話連絡します。

　　 　落札候補者におかれては、契約事務担当宛

（23keiyak@city.kawasaki.jp）に次の書類を翌日

正午までに提出してください。提出は特定ＪＶの代

表者が行ってください。落札候補者となった時点に

おける最新版を使用してください。

　　ア 　構成員の配置予定技術者届（第１号様式その２）

　　　 　ホームページ「入札情報かわさき」－「ダウン

ロードコーナー」－財政局「入札参加手続関係」

に掲載している「配置予定技術者届（第１号様式

その２）」

　　イ 　構成員の配置予定主任技術者の１、２級の技術

検定合格証明書等の写し、又は建設業法第７条第

２号イ、ロ、ハのいずれかの条件を満たす主任技

術者経歴証明書。（ホームページ「入札情報かわ

さき」－「ダウンロードコーナー」－財政局「入

札参加手続関係」に掲載している「主任技術者経

歴証明書（第２号様式）」）

　　ウ 　構成員の配置予定技術者の雇用関係を確認でき

る書類（健康保険被保険者証等）

　　エ 　構成員の営業所における専任技術者証明書 

　　　　※ 技術者の専任が必要な案件について本市で営

業所の専任技術者情報が確認できない場合の

み提出。

　⑹ 　監理技術者補佐の配置予定技術者届等の提出（※

特例監理技術者を配置予定の場合に限る。）

　　 　落札候補者は配置予定監理技術者補佐に係る書類

の提出が必要となります。積算疑義申立てに関する

手続き期間の終了後に財政局資産管理部契約課から

落札候補者へ電話連絡します。落札候補者におかれ

ては、契約事務担当宛（23keiyak@city.kawasaki.

jp）に次の書類を翌日正午までに提出してください。

　　ア 　配置予定監理技術者補佐の配置予定技術者届

（第１号様式その３）

　　 　ホームページ「入札情報かわさき」－「ダウンロ
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ードコーナー」－財政局「入札参加手続関係」に掲

載している「配置予定技術者届（第１号様式その３）」

　　イ 　配置予定監理技術者補佐の資格を有する書類

（一級施工管理技士等の国家資格者などの合格証

など）

　　　　※ 監理技術者補佐となるためには、主任技術者

の資格を有する者（法第七条第二号イ、　ロ

又はハに該当する者）のうち一級の技術検定

の第一次検定に合格した者（一級施工管理技

士補）又は一級施工管理技士等の国家資格

者、学歴や実務経験により監理技術者の資格

を有する者であることが必要です。なお、監

理技術者補佐として認められる業種は、主任

技術者の資格を有する業種に限られます。

　　ウ 　配置予定監理技術者補佐の雇用関係を確認でき

る書類（健康保険被保険者証等）

　　　　※ 特例監理技術者を配置する予定がある場合

は、配置予定の当該監理技術者を既に配置し

ている別の工事の工事監督部署に対し、その

旨事前に説明を行うようにしてください。

　　　　※ 特例監理技術者が２現場を兼任するにあたっ

て、各現場に監理技術者補佐を専任配置して

いないと建設業法違反となりますので、御注

意ください。

　　　　※ 本市による資格審査終了後は、原則として、

川崎市総合評価一般競争入札実施要綱第６－

１号様式、上記⑸及び⑹により届け出た配置

予定技術者の変更はできません。

　　　　※配置予定技術者を配置できない場合

　　　　 　落札候補者となったにもかかわらず、「正当

な理由」なしに技術者を配置できずに契約を締

結できない場合は、川崎市競争入札参加者指名

停止等要綱別表第２第15号「本市発注の競争入

札において、正当な理由なく指定された期限ま

でに本市が指定した参加資格の確認書類を提出

しないとき。」に該当するものとして、指名停

止措置の対象となりますので、十分に御注意く

ださい。

　⑺ 　入札の無効

　　ア 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

はこれを無効とします。

　　イ 　「算定資料」及び積算内訳書の提出がない者又

は不備がある者の入札はこれを無効とします。

　　　　※ 「簡易型」における提案書作成時等の注意点

と提案における「評価しない」「無効」の取

扱いについては、「川崎市総合評価落札方式

のガイドライン」を御覧ください。

　　ウ 　「算定資料」による評価で、一項目でも「無効」

に該当するものがあった者の入札はこれを無効と

します。（技術評価点は計算せず、落札者としま

せん。）

　⑻ 　設計書に係る積算内容の確認及び疑義申立て

　　 　本工事の設計書に係る積算内容の確認及び疑義申

立て先は、次のとおりです。

　　 　建設緑政局道路河川整備部北部都市基盤整備事務

所（川崎市麻生区古沢120番地）

　　　電話：044（955）1200

　　　メールアドレス：53hokuki@city.kawasaki.jp

　　　※ 積算疑義申立て制度の詳細については、ホーム

ページ「入札情報かわさき」－「ダウンロード

コーナー」－財政局「契約関係規定」に掲載し

ている「工事請負契約の入札に係る積算疑義申

立て手続に関する取扱要綱」を御覧ください。

　⑼ 　評価結果等の公表

　　 　落札者を決定したときは、落札者その他の入札参

加者の評価結果について、「入札情報かわさき」に

て公表します。

　　 　公表された自らの評価結果について疑義がある場

合は、公表された日から起算して２日以内に所定の

様式（様式第９号）により照会することができます。

13 　加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対

応

　⑴ 　本工事の請負人が技術評価点において加算点を得

た評価項目の一部又は全部について、工事の完成検

査の結果、加算点を得るに至った評価区分の基準を

満たしておらず、その責が請負人にあると認められ

る場合には、工事成績評定点の減点対象とします。

　⑵ 　契約後に、建設業法に抵触しない範囲で、工事担

当課と協議の上、技術者の変更が認められた場合

は、変更後の技術者を評価対象として総合評価点を

再計算します。この結果、入札時に比して当該評価

点が下がった場合、原則として工事成績評定点の減

点対象となります。

　⑶ 　入札参加者が提出した「算定資料」に虚偽の記載

等が明らかに悪質な行為があったと認められる場合

には、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱の

規定に基づき指名停止等の適切な措置を講じます｡

14 　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金　

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券（振替債を除く）の

提供、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に代えることができます。

また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又
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は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保

証金の納付を免除します。

　　 　なお、低入札価格調査を行った契約については、

契約保証金10％を30％に加増します。

　⑶ 　前払金　入札公表詳細を参照のこと。

　　 　中間前払金の適用については、ホームページ「入

札情報かわさき」－「ダウンロードコーナー」－財

政局「契約関係規定」に掲載している「川崎市公共

工事の前払金に関する規則」、「川崎市公共工事中間

前払金取扱要綱」を御覧ください。

　⑷ 　議決を要する契約

　　 　本工事は、川崎市契約条例第５条に基づき、契約

の締結に当たり、市議会の議決を要しますので、市

議会（令和５年10月頃）で議決を得たときに契約を

締結します。また、落札者には、その旨を記載した

仮契約書を交付します。

15 　特定工事請負契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第１号に規定する特定工事請負契約（公

契約）に該当します。

　 　特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８

条各号に掲げる事項を定めます。

　 　特定工事請負契約は、下請も含め、市の定める基準

を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが

契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した

場合は受注者の責任となり、場合によっては契約解除

となる可能性もありますので、入札に臨まれる際は十

分に御注意ください。

　 　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及びホ

ームページ「入札情報かわさき」の「「特定工事請負

契約」及び「特定業務委託契約の手引」」を御確認く

ださい。

16　下請負人の制限

　 　健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条、雇用保

険法第７条の届出の義務を履行していない建設業者を

下請負人とした場合は、契約違反となる場合がありま

すので御注意ください。

　　※ 平成31年４月１日から、制限の対象を１次下請負

人に限らず「全ての下請負人」に拡大しておりま

すので御注意ください。

17　その他

　⑴ 　本工事は、川崎市入札契約に関する共通事項（工

事・市長事務部局・総合評価一般競争入札）の規定

によらず、入札公告及び入札説明書の内容によるも

のとします。

　⑵ 　当該契約において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑵と同じ

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市総合評

価一般競争入札実施要綱及び川崎市競争入札参加者

心得等は、上記３⑵にて閲覧できます。

　⑸ 　指定様式について

　　 　指定様式については、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」の入札公表詳細からダウンロードが

できます。ダウンロードすることができない者につ

いては上記３⑵にて配布いたします。

　⑹ 　指名停止期間中の川崎市競争入札参加資格者との

下請契約は認められておりませんので御注意くださ

い。

　【抜粋】川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

　（下請等の禁止）

　 　第７条　指名停止の期間中の有資格業者が、本市の

契約に係る下請けをし、若しくは受託をすることを承

認しないものとする。ただし、会社更生法（平成14年

法律第154号）に基づく更生手続きの申立て又は民事

再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き

の申立てをしたことによる指名停止中の場合は、この

限りでない。

　⑺ 　契約締結後、当該工事の施工にあたっては、原則、

下請人も含めて建設業退職金共済制度の履行が必要

となります。

18　Summary

　⑴ 　Subject matter of the contract:

　　 　Tunnel Construction of Shitte-Kurokawa Line 

Road (Urban Planning Roads) in Asao Ward

　⑵ 　Time-limit for tender(electronic tender 

system):

　　　４:00 p.m 18 May 2023

　⑶ 　Time-limit for tender(direct delivery):

　　　５:00 p.m 18 May 2023

　⑷ 　Deadline for tender (by registered mail):

　　　18 May 2023

　⑸ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Asset Maintenance Department

　　　Finance Bureau

　　　１ ， Miyamoto-cho， Kawasaki-ku

　　　Kawasaki， Kanagawa 210-8577 Japan

　　　TEL:044-200-2098

19　契約事務スケジュール

公告 令和５年３月27日（月）

競争入札参加申込
令和５年３月27日（月）から

令和５年４月12日（水）まで



川 崎 市 公 報 （第1,863号）令和5年(2023年)３月27日

－1963－

資格確認通知送付 令和５年４月19日（水）（予定）

仕様書等に関する質問書受付 令和５年４月21日（金）まで

仕様書等に関する質問書への

回答
令和５年５月８日（月）（予定）

入札書・算定資料提出開始 令和５年５月８日（月）から

入札書・算定資料提出締切 令和５年５月18日（木）

開札予定日 令和５年６月12日（月）

落札者決定、結果公表 令和５年６月22日（木）（予定）

仮契約書の交付 落札時に交付

本契約締結
市議会議決後（令和５年10月

ごろ）（予定）

　　※ 総合評価点の最も高い入札者の入札価格が調査基

準価格を下回っている場合は、低入札価格調査を

行いますので、落札者の決定及び結果公表は標記

日程より遅くなることがあります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第140号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和５年３月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　 　令和４年度国民健康保険システム改修等業務委託

（５回目）

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和５年２月28日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　日本電気　株式会社　神奈川支社

　　支社長　冨澤　正興

　　神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目３番５号

　　クイーンズタワーＣ

５ 　契約金額

　　48,710,200円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による｡

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第141号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　令和５年度 行政手続のオンライン化に係る広報

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所内、その

他本市が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和６年３月31日（日）まで

　⑷ 　委託概要

　　 　本事業は、インターネットバナー広告や広報用チ

ラシ等を通じて、行政手続のオンライン化の推進の

取組を広報するとともに、川崎市の電子申請のポー

タルサイト等へ効果的に誘導することで、オンライ

ン化を推進することを目的としています。詳細は、

川崎市のホームページ「入札情報かわさき」の本件

公表ページに掲載する「委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿に業種「その他業務」種

目「広告代理」及び「印刷企画」、地域区分「市内（又

は準市内）」で登録が予定されている者（ただし、

落札決定にあたっては実際に登録されていることを

要します。）であること。

　⑶ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項による中小企業者であること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札参加資格確認申請書、仕様書、質問書

等が添付された入札説明書については、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」にて掲載するとともに、

次の配布・提出場所においても配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次により一

般競争入札参加資格確認申請書を提出しなければなり

ません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577

　　 　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所第３庁舎

９階

　　　総務企画局デジタル化推進室デジタル化推進担当

　　　電話　　044－200－0063（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3752
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　　　電子メール　17digital@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和５年３月27日（月）から４月３日（月）まで

とします（９時から正午まで及び13時から17時まで

（土日祝を除く。））。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（いずれの場合も、令和５年４月３

日（月）17時までに、必要な書類全てが川崎市役所

総務企画局デジタル化推進室に確実に到着する必要

があります。）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　令和５年４月５日（水）13時から17時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールアドレスを登録している場合は、同日の

未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑵ 　問合せ受付期間

　　 　令和５年４月５日（水）から４月10日（月）まで

とします（９時から正午まで及び13時から17時まで

（土日祝を除く。））。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　問合せについては、入札説明書に添付の「質問書」

に必要事項を記載の上、電子メール又は持参にて提

出してください。また、質問書を電子メールで提出

した場合は、送信した旨を３⑴の担当まで御連絡く

ださい。ただし、入札参加資格の無い者からの質問

は、受け付けません。

　⑷ 　回答

　　 　令和５年４月13日（木）までに、入札参加資格が

有ると認められる者に対し、電子メールで送付しま

す。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービスの導入に際して必要となる各種

作業等に係る一切の費用を含め見積るものとしま

す。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額にこの金額の100分の10に相当する額（消費税

額及び地方消費額税）を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は見積った契約金額の

110分の100に相当する金額を入札書に記載してく

ださい。

　⑵ 　入札方法

　　 　入札は所定の入札書をもって行い、入札件名を記

載した封筒に封印して提出してください。

　⑶ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和５年４月17日（月）14時

　　イ 　場所　 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所

第３庁舎９階　会議室

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市において定める「川崎市競争入札参加者心得」

第７条に該当する入札は無効とします。

８ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する委任をした書類を事前

に提出しなければなりません。また、開札には一般競

争入札参加資格確認通知書を必ず持参してください。

９ 　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

10 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧
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　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の「契約関係規定」で

閲覧できます。

11 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第142号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和５年３月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名及び数量

　　　屈折はしご付消防自動車　　　　　　　　１台

　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　消防局の指定する場所（川崎市市内）

　⑷ 　納入期限

　　　令和７年３月21日

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに本市の電

子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙

入札方式に替えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「自動車」に登載されており、

Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部

契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和５

年４月10日までに行ってください。

　⑷ 　平成24年４月１日以降に、この購入（製造）物品

についての類似の契約実績があること。

　　 　なお、契約実績については、１契約につき

1,000,000円以上とします。

　　 　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契

約実績でも構いません。

　⑸ 　この購入（製造）物品の納入後、保守、点検、修

理、その他アフターサービスを本市の求めに応じ

て、速やかに提供できること。

　⑹ 　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の

求めにより職員の立会いの下に、検査に応じられる

こと。

　⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入することができること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市役所財政局資産管理部契約課 

担当　下山

　　　　　　　　　 〒210－8577　川崎市川崎区宮本町

１番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　　電話044－200－2093

　　イ 　閲覧期間　 令和５年３月27日～令和５年４月10

日

　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）

　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札情報」の物品の欄の

「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　 令和５年３月27日～令和５年４月10

日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問

い合わせ先

　 　下記⑶の書類は、電子入札システムにより提出して

ください。

　　提出期間　令和５年３月27日～令和５年４月10日

　　　　　　　午前８時～午後８時

　 　ただし、電子入札システムによりがたい者は、上記

３⑴アの場所に、上記３⑴イの期間に申込書等を提出

してください。

　　なお、申込書等の郵送による提出は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先　

　　　上記３⑴アに同じ。

　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットからも

一般競争入札参加申込書等をダウンロードすること

ができます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　　上記３⑴イに同じ。
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　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　納入予定物品仕様書

　　ウ 　納入（製造）実績調書（契約内容を確認できる

契約書等の写し含む）

　　エ 　アフターサービス・メンテナンス申告書

　　　 　また、提出された書類等に関し説明を求められ

たときは、これに応じなければなりません。提出

された書類等を審査した結果、当該物品を納入す

ることができると認められた者に限り、入札に参

加することができます。

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書

は３のとおり縦覧に供します。

６ 　仕様書作成担当部署及び担当者

　　消防局総務部施設装備課　　担当　鈴木

　　電話　044－223－2553

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注

意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。

　　　　入力・提出期間　 令和５年３月27日～令和５年

４月10日

　　　　　　　　　　　　午前８時～午後８時

　　　 　質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウンロ

ードコーナー」の「入札参加手続関係」）に掲載

している「電子入札システム質問回答機能操作方

法」を参照してください。

　　イ 　質問書の提出方法

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴アの場所に質問書を持参するか、指定

の電子メールアドレス宛てＥｘｃｅｌ形式のまま

送付してください。なお、質問書をメールにて送

付した場合は、その旨を上記３⑴アの担当まで御

連絡ください。

　　　　配布・提出期間　 令和５年３月27日～令和５年

４月10日

　　　　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を

除く。）

　　　　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１

時～午後５時

　　　　電子メールアドレス　23keiyak@city.kawasaki.jp

　　　 　質問書の配布についても、上記３⑴アの場所で

行います。

　　　 　なお、質問書は、川崎市ホームページ（「入札

情報かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」

の「入札参加手続関係」）に掲載している「質問

書」からもダウンロードできます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＥ

ｘｃｅｌ形式のまま保存した質問書を提出してく

ださい。（どちらか一方の場合には、質問を受け

付けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　令和５年４月20日　17時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、競争入札参加資格があると認められた

入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入

札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕

様書等ダウンロード」）にて掲載します。

　　　 　なお、質問がなかった場合には、掲載はいたし

ません。

　　　 　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市ホ

ームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）に

掲載している「電子入札システム質問回答機能操

作方法」を参照してください。

　　　　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和

５・６年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物

品」の委任先メールアドレスに令和５年４月20日まで

に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和５年４月20日の午前９時～正午に上記

３⑴アの場所において一般競争入札参加資格確認通知

書等を交付します。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。
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　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

10 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法、日時及び場所

　　 　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内

訳の用意をお願いします。

　　 　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所

渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見

積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限　 令和５年５月11日　午前10

時00分

　　イ 　持参による入札の場合

　　　�ｱ� 　入札書の提出日時　 令和５年５月11日　午

前11時00分

　　　�ｲ� 　入札書の提出場所　川崎市役所入札室

　　　　　　　　　　　　　　　 川崎市川崎区砂子１－

７－４　砂子平沼ビル

７階

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　　�ｱ� 　　入札書の提出期限　 令和５年５月９日　

必着

　　　�ｲ� 　入札書の提出先　　上記３⑴アに同じ

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　　上記10⑴イに同じ。

　⑶ 　入札保証金　

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。ただし、過去３年間に執行した本市の同

種の入札等において、落札したにも係わらず契約を

締結しなかった者、または、本市と契約を締結した

にも係わらず契約を履行しなかった者は、川崎市契

約規則第９条第１項第２号の「その者が契約を締結

しないこととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　　 　なお、郵便をもって入札する場合は、入札書と同

時に納付することができます。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11 　契約の手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。ただし、過去３年間に執行した本市の同

種の入札等において、落札したにも係わらず契約を

締結しなかった者、または、本市と契約を締結した

にも係わらず契約を履行しなかった者は、川崎市契

約規則第33条第１項第５号の「契約者が契約を履行

しないこととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、上記３⑴アの場所において閲

覧できます。

12 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13 　Summary 

　⑴ 　Nature and quantity of the products to be 

manufactured: Folding ladder fire truck　　

　　１ unit 

　⑵ 　Time-limit for tender : 

　　ａ　By electronic bidding system

　　　　10:00 A.M. 11 May 2023

　　ｂ　Direct delivery

　　　　11:00 A.M. 11 May 2023

　　ｃ　By mail

　　　　９ May 2023

　⑶ 　Contact point for the notice : 

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration Department

　　　Finance Bureau

　　　１ 　Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-

city, Kanagawa

　　　210－8577,Japan

　　　TEL：044－200－2093

　⑷ 　Language: 
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　　 　Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第143号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和５年３月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称及び予定数量

　⑴ 　アンモニア水　　　　　　　　約702トン

　⑵ 　重曹（微粉重曹）　　　　　　約240トン

　⑶ 　苛性ソーダ　　　　　　　　　約448トン

　⑷ 　消石灰　　　　　　　　　　　約960トン

２ 　契約に関する事務担当部局　　

　　財政局資産管理部契約課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　落札者を決定した日

　　令和５年３月13日

４ 　落札者の氏名及び住所

　⑴ 　アンモニア水

　　　株式会社　ホンダ

　　　代表取締役　本田　啓子

　　　川崎市川崎区池田１丁目13番８号

　⑵ 　重曹（微粉重曹）

　　　アイ・ケミカル　株式会社

　　　代表取締役　平野　清文

　　　神奈川県高座郡寒川町大曲１丁目９番40号

　⑶ 　苛性ソーダ

　　　葵薬品産業　株式会社

　　　代表取締役　間瀬　良夫

　　 　川崎市川崎区本町１丁目５番地15　タウンビル１

階

　⑷ 　消石灰

　　　丸江産業　株式会社

　　　代表取締役　髙橋　宗太郎

　　　川崎市川崎区渡田新町二丁目７番３号

５ 　落札金額（１トンあたりの単価、消費税及び地方消

費税を除く。）

　⑴ 　アンモニア水

　　　89,800円

　⑵ 　重曹（微粉重曹）

　　　107,000円

　⑶ 　苛性ソーダ

　　　74,400円

　⑷ 　消石灰

　　　30,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和５年１月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第144号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和５年３月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　川崎市立東生田小学校増築校舎賃貸借

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　教育委員会事務局教育環境整備推進室

　 　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビル

５階

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和５年３月７日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　大和リース　株式会社　横浜支社

　　支社長　前田　博之

　　横浜市西区みなとみらい３丁目６番１号

５ 　契約金額

　　260,040,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告（公示）を行った日

　　令和５年１月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第145号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和５年３月27日

 川崎市長　福田　紀彦　　

１ 　調達の名称

　　川崎市立宮前平小学校増築校舎賃貸借

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　教育委員会事務局教育環境整備推進室

　 　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビル

５階

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和５年３月７日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　大和リース　株式会社　横浜支社
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　　支社長　前田　博之

　　横浜市西区みなとみらい３丁目６番１号

５ 　契約金額

　　288,024,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告（公示）を行った日

　　令和５年１月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第146号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和５年３月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　川崎市役所本庁舎ほかＩＰ電話機及びライセンス

等賃貸借契約

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所本庁舎ほ

か

　⑶ 　賃貸借期間

　　　令和５年10月１日から令和10年３月31日まで

　⑷ 　調達物品の概要

　　 　川崎市役所電話交換設備で使用するIP多機能電話

機及び同ライセンス（FMC端末ライセンス含む）の

調達を行うものです。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和４年10月７日までに令和５・６年度競争入札

参加資格の申請を行っており、令和５・６年度川崎

市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に業種

37「リース」で登録が予定されている者（ただし、

落札決定にあたっては実際に登録されていることを

要します。）で、かつ、「Ａ」の等級に格付けされて

いること。なお、有資格業者名簿に登載のない者

（入札参加業種に登載のない者も含む。）は財政局

資産管理部契約課に所定の様式により、資格審査申

請を令和５年４月３日（月）までに行うこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で２件以上、国または地方公共団体に

おいて、本賃貸借契約と同一又は類似の賃貸借に関

する契約を締結し、これらをすべて誠実に履行して

いること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等契約内容がわかるもの）を持

参、又は郵送により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210-8577

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎４階

　　　総務企画局総務部庁舎管理課　庁舎設備担当

　　　電話 044-200-3555（直通）、FAX 044-200-3749、

　　　E-mail 17tyosya@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和５年３月27日(月)から４月３日(月)までの午

前９時00分から午後５時00分まで。ただし、土曜日、

日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時00分

までを除きます。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送とします。なお、郵送の場合は令和

５年４月３日(月)必着とします。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　調達仕様の詳細、一般競争入札参加資格確認申請

書、質問書の様式が添付されている入札説明書は、

「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所に

おいて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供

するとともに、希望者には印刷物を配布します。

また、川崎市のホームページの「入札情報かわさ

き」(http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html)において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　令和５年４月14日(金)　午後５時00分まで

　　 　なお、製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿

へ登録した際に電子メールのアドレスを登録してい

る場合は、電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所
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　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和５年３月27日(月)から４月21日(金)までの午

前９時00分から午後５時00分までとします。ただ

し、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から

午後１時00分までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　17tyosya@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044-200-3749

　　ウ 　郵送　　　　 「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵

質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和５年４月26日(水)午後５時00分までに、一般

競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電

子メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。な

お、この入札の参加資格を満たしていない者からの

質問に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は税抜きの総価で行います。入札者は見積

った契約金額の110分の100に相当する金額を入札

書に記載してください。なお、月額の賃貸借料

（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）を賃

貸月数である54か月を乗じる方法で見積もりして

ください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参、ま

たは郵送により提出してください。なお、郵送の

場合は、さらに「入札書在中」と明記した封筒に

入札書を入れ封印し、必ず書留郵便により送付し

てください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　 令和５年５月９日(火)　午前11時00

分

　　イ 　入札場所　 川崎市川崎区東田町５番地４　川崎

市役所第３庁舎12階共用会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　 　持参、又は郵送とします。なお、郵送の場合は、

令和５年５月８日(月)必着とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は､次のとおりとします｡

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジの「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。
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　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑷ 　調達仕様の詳細、一般競争入札参加資格確認申

請書、質問書の様式が添付されている入札説明書

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさ

き」(http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html)において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

11 　Summary 

　⑴ 　Nature and quantity of product to be leased 

: 

　　 　Leasing of telephones and licenses used at 

Kawasaki City Office.

　⑵ 　Time-limit for tender:

　　　11:00 A.M. May 9, 2023

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　May 8, 2023

　⑷ 　Point of Contact for the notice :

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　City Hall Management Section

　　　General Administration Department

　　　General Affairs and Planning Bureau

　　　５-４ Higasida-cho, Kawasaki-ku

　　　Kawasaki City, Kanagawa, 210-8577, JAPAN

　　　Tel: 044-200-3555

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第147号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和５年３月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　 　市立学校校務用コンピュータ（増加・雇用対策分）

機器賃貸借契約（令和５年３月31日導入分）

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　川崎市総合教育センター

　　川崎市高津区溝口６－９－３

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和５年１月31日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　ＦＬＣＳ　株式会社　横浜支店

　　支店長　谷頭　洋一

　 　神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号　横浜三井

ビルディング15階

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く）

　　30,318,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続き

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和４年12月12日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第148号 

　　　落札者等の公示 

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和５年３月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称 

　 　環境大気常時監視システムの賃貸借及び保守に関す

る契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地 

　　環境局環境総合研究所

　 　川崎市川崎区殿町３丁目25－13川崎生命科学環境研

究センター３階

３ 　落札者を決定した日 

　　令和５年３月14日 

４ 　落札者の氏名及び住所

　 　環境計測株式会社神奈川事業所　　所長　大川　貴

弘

　　川崎市川崎区宮本町２ー 12

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。） 

　　170,628,000円 

６ 　契約の相手方を決定した手続 

　　一般競争入札 

７ 　入札の公告を行った日 

　　令和５年１月25日

税 公 告

川崎市税公告第22号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年２月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）　

　　　───────────────────

川崎市税公告第23号
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　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年２月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）　

　　　───────────────────

川崎市税公告第24号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年２月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）　

　　　───────────────────

川崎市税公告第25号

　次の市税に係る督促状を別紙記載の者に送達すべきと

ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の

ため送達することができないので、地方税法（昭和25年

法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25

年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は、送達を受けるべき者の申出により

交付します。

　　令和５年２月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年度 税目 期別

この公告によ

り滞納処分に

着手し得る日

件数・

備考

令和４年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

第１期分
令和５年

３月10日
計１件

令和４年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

第２期分
令和５年

３月10日
計３件

令和４年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

第３期分
令和５年

３月10日
計12件

令和４年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

第４期分
令和５年

３月10日
計１件

令和４年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

７月

随時分

令和５年

３月10日
計１件

令和４年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

９月

随時分

令和５年

３月10日
計２件

令和４年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

10月

随時分

令和５年

３月10日
計１件

令和４年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

11月

随時分

令和５年

３月10日
計26件

令和４年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

12月

随時分

令和５年

３月10日
計７件

令和４年度

（令和２年

度課税分）

市民税

（法人）

８月

随時分

令和５年

３月10日
計１件

令和４年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

第１期分
令和５年

３月10日
計１件

令和４年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

第２期分
令和５年

３月10日
計１件

令和４年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

第３期分
令和５年

３月10日
計49件

令和４年度

（令和３年

度課税分）

市民税・

県民税

（普通徴収）

11月

随時分

令和５年

３月10日
計３件

令和４年度

（令和３年

度課税分）

市民税・

県民税

（普通徴収）

12月

随時分

令和５年

３月10日
計２件

（別紙省略）　

　　　───────────────────

川崎市税公告第26号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年２月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）　

　　　───────────────────

川崎市税公告第27号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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（別紙省略）　

　　　───────────────────

川崎市税公告第28号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）　

　　　───────────────────

川崎市税公告第29号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）　

　　　───────────────────

川崎市税公告第30号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）　

上 下 水 道 局 規 程

川崎市上下水道局規程第３号

　川崎市上下水道局企業職員の職名等に関する規程の一

部を改正する規程を次のように定める。

　　令和５年３月15日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

　　　川崎市上下水道局企業職員の職名等に関す

　　　る規程の一部を改正する規程

　川崎市上下水道局企業職員の職名等に関する規程（昭

和39年川崎市水道局規程第15号）の一部を次のように改

正する。

　第６条中「第28条の５」を「第22条の４」に改める。

　　　附　則

　この規程は、令和５年４月１日から施行する。

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第11号

　現行の指定管理者（東急スポーツオアシス・東急コミ

ュニティー共同事業体）の代表企業（株式会社東急スポ

ーツオアシス）の新設分割による新会社（株式会社東急

スポーツオアシス）設立に伴い、東急スポーツオアシ

ス・東急コミュニティー共同事業体を指定管理者として

再指定するに当たり次のとおり告示します。

　　令和５年３月６日　　　　　　　　

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

管理を行わせる施設

の名称及び所在地

川崎市入江崎余熱利用プール

川崎市川崎区塩浜３丁目24番12号

指定管理者が行う管

理の基準及び業務の

範囲

川崎市入江崎余熱利用プール条例第14

条及び第15条に定めるもののほか、詳

細については、協議の上別に定める

指定期間 令和５年３月31日

事業計画書等の提出

方法

現行の指定管理者が上下水道事業管理

者の指示する場所に持参すること

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第12号

　令和４年12月23日付川崎市上下水道局告示第53号で告

示した令和５年４月１日からの指定管理者（株式会社東

急スポーツオアシス）の新設分割による新会社（株式会

社東急スポーツオアシス）設立に伴い、株式会社東急ス

ポーツオアシスを指定管理者として再指定するに当たり

次のとおり公告します。

　　令和５年３月６日　　　　　　　　

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

管理を行わせる施設

の名称及び所在地

川崎市入江崎余熱利用プール

川崎市川崎区塩浜３丁目24番12号

指定管理者が行う管

理の基準及び業務の

範囲

川崎市入江崎余熱利用プール条例第14

条及び第15条に定めるもののほか、詳

細については、協議の上別に定める

指定期間
令和５年４月１日から令和９年３月31

日

事業計画書等の提出

方法

令和５年４月１日からの指定管理者が

上下水道事業管理者の指示する場所に

持参すること

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第13号

　　　公共下水道の供用開始及び下水道の処理の

　　　開始について

　公共下水道の供用及び下水の処理の開始について、下
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水道法（昭和33年法律第79号）第９条の規定により、次

のとおり告示します。

　　令和５年３月15日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　年月日

　　令和５年３月15日

２ 　終末処理場の位置及び名称

　⑴ 　幸区南加瀬４丁目40番22号　加瀬水処理センター

　⑵ 　中原区宮内３丁目22番１号　等々力水処理センタ

ー

　⑶ 　麻生区上麻生６丁目15番１号　麻生水処理センタ

ー

３ 　排除施設の方法

　⑴ 　合流式

　⑵ 　分流式

４ 　区域

　⑴ 　合流式（加瀬水処理センター）

　　　中原区上小田中３丁目の一部

　⑵ 　分流式（等々力水処理センタ－）

　　　中原区宮内３丁目の一部

　　　高津区下作延５丁目の一部

　　　宮前区馬絹４丁目の一部

　　　宮前区平２丁目の一部

　　　多摩区菅野戸呂の一部

　　　多摩区登戸の一部

　　　麻生区細山６丁目の一部

　⑶ 　分流式（麻生水処理センタ－）

　　　麻生区下麻生１丁目の一部

　　　麻生区片平４丁目の一部

５ 　縦覧

　⑴ 　開始日時

　　　令和５年３月15日

　⑵ 　場所

　　　川崎市上下水道局中部下水道事務所

　　　川崎市上下水道局下水道部西部下水道管理事務所

　　　川崎市上下水道局下水道部北部下水道管理事務所

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第17号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月７日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 稲田取水所　外壁改修その他工事

履行場所 川崎市多摩区菅稲田堤３－21－１（稲田取水所内）

履行期間 契約の日から300日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「塗装」）を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。
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契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和５年３月31日　午後２時30分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階）） 

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

⑵ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力水処理センター建設機械その76工事

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１

履行期間 契約の日から令和５年９月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「機械器具設置」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可

能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　 　また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更すること

ができます。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　 　下水道法第２条２「下水道」に定義される下水道施設（処理施設に限る。）において、覆蓋の設
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参 加 資 格
　置を含む機械設備の製作及び据付工事の完工実績。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和５年４月５日　午後２時30分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

⑵ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力水処理センター建設機械その73工事

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１

履行期間 契約の日から令和８年３月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「機械器具設置」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　なお、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可

能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　 　また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、工事現場へ専任配置を

要しない期間を設けること、又は、技術者を変更することができます。変更後の技術者は、「評価

項目に対する配点及び自己採点表（第３号様式別紙）」における評価項目の「配置予定技術者の同

種工事の施工経験」において、当初配置する技術者と同等以上の評価を有することが必要です。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　 　下水道法第２条２「下水道」に定義される下水道施設（処理施設に限る。）において、

　　次のア及びイ全ての設備の製作及び据付の完工実績（修理及び整備工事を除く。）。
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－1977－

参 加 資 格
　ア　口径150ｍｍ以上の立軸ポンプ

　イ　口径400ｍｍ以上の配管設備

参 加 資 格 　　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和５年４月11日　午後５時00分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階）） 

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、

評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。

⑶ 　本工事の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定工事請

負契約に該当します。特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を

定めます。

⑷ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

⑸ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 細山送水管900ｍｍ及び高石２号送水管800ｍｍ人孔Ｔ字管調査に伴う立坑築造工事

履行場所
自：多摩区生田１－１－１（生田浄水場内)

至：多摩区菅馬場２－13－24先　ほか５件

履行期間 契約の日から240日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。



（第1,863号）令和5年(2023年)３月27日 川 崎 市 公 報

－1978－

参 加 資 格

⑻ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

　円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和５年４月５日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階）） 

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

⑵ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度南部下水管内取付管布設第１号工事

履行場所 川崎市川崎区、幸区　地内

履行期間 契約の日から令和６年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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参 加 資 格

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和５年３月31日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

⑵ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度北部下水管内取付管布設第１号工事

履行場所 川崎市麻生区、多摩区地内

履行期間 契約の日から令和６年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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－1980－

参 加 資 格

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和５年４月５日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階）） 

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

⑵ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度中部下水管内取付管布設第１号工事

履行場所 川崎市中原区、高津区地内

履行期間 契約の日から令和６年１月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「B」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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参 加 資 格

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和５年４月５日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

⑵ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 木月下水幹線その10工事

履行場所 川崎市中原区木月４丁目、幸区矢上地内

履行期間 契約の日から245日間

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりま

せん。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　ア　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ　次の�ｱ�から�ｳ�のいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　　�ｱ�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　　�ｲ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　　�ｳ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　　※ 上記�ｱ�以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シス



（第1,863号）令和5年(2023年)３月27日 川 崎 市 公 報

－1982－

参 加 資 格

　　　　　テムによる申込ができません。

　エ　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。

　カ　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　キ　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵ 　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道管更生」

ランク「Ａ」で登録されていること。

　イ　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　ウ　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　　

　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶ 　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道管更生」

ランク「Ａ」で登録されていること。

　イ　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　ウ　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

　　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和５年４月11日　午後５時00分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、

評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。

⑶ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第18号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月14日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 第１導水ずい道　高石配水塔内電気防食設備更新工事

履行場所 川崎市多摩区西生田５丁目28番１号（高石配水塔内）

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

参 加 資 格

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「その他の電気設備」ラン

ク「Ａ」で登録されていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可

能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　 　また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、工事現場へ専任配置を

要しない期間を設けること、又は、技術者を変更することができます。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　 　電気防食を目的とした設備の製作及び据付工事（修理及び整備工事は除く）の完工実績。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和５年４月10日　午後２時30分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

⑵ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度西部下水管内取付管布設第１号工事

履行場所 川崎市宮前区地内

履行期間 契約の日から令和６年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

参 加 資 格

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「B」で登録されていること。

⑹ 　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満となった場合は専任を

要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和５年４月５日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

⑵ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 登戸350ｍｍ～ 100ｍｍ配水管布設替その２工事

履行場所
自：多摩区登戸1811先

至：多摩区登戸1802先　ほか３件

履行期間 契約の日から150日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
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参 加 資 格

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和５年４月10日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階）） 

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）

を要します。

⑵ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第31号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月３日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　デンソー部品購入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
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たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和５・６年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自

動車用品」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　野川

　　　電話　044－200－3228

　　　※ 一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」からもダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和５年３月３日から令和５年３月７日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」からダウンロードもできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を令和５年３月９日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　須藤

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとに定価に割引率を適用した割引後の単価

と予定数量を乗じた総価で行います。この金額に

は、その他一切の諸経費を含めて算定してくださ

い。入札書には、消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者であるかを問わず、算定した金額から消

費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額を

記載してください。

　　 　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出して

ください。

　　 　なお、契約単価は、仕様書で指定する部品メーカ

ーが発行する価格表による価格に、落札者が提出し

た入札書及び明細書に記載された割引率を適用して

算出した割引後の価格とします。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア 　郵送

　　　�ｱ�　提出期限　令和５年３月15日　必着

　　　�ｲ�　宛　　先　 〒210－8577 川崎市川崎区宮本

町１番地

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　イ 　持参

　　　�ｱ�　提出期間　 一般競争入札参加資格確認通知

書到達時から令和５年３月15日

までの午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15

分まで（土曜日及び日曜日を除

く。）

　　　�ｲ�　提出先　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９　川崎御幸ビル９階

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和５年３月17日　午前９時00分

　　イ 　場　所　 川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８

階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効
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　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、令和５年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。契約保証金の算定の基

礎となる契約金額は、契約単価に概算発注予定数

量等を乗じて得た金額に消費税相当額及び地方消

費税相当額を加算した金額とします。

　⑵ 　契約書作成の要否　

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第32号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月３日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　サプライポンプ（デンソー製）修理（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　調達案件の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和５・６年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自

動車修理」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該作業を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　野川

　　　電話　044－200－3228

　　　※ 一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」からもダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和５年３月３日から令和５年３月７日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」からダウンロードもできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を令和５年３月９日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　須藤

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとに単価と予定数量を乗じた額を足し合わ

せた総価で行います。この金額には、その他一切の

諸経費を含めて算定してください。入札書には、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか
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を問わず、算定した金額から消費税及び地方消費税

に相当する金額を除いた金額を記載してください。 

　　 　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出して

ください。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア 　郵送

　　　�ｱ�　提出期限　令和５年３月15日　必着

　　　�ｲ�　宛　　先　 〒210－8577 川崎市川崎区宮本

町１番地

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　イ 　持参

　　　�ｱ�　提出期間　 一般競争入札参加資格確認通知

書到達時から令和５年３月15日

までの午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15

分まで（土曜日及び日曜日を除

く。）

　　　�ｲ�　提出先　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９　川崎御幸ビル９階

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和５年３月17日　午前９時20分

　　イ 　場　所　 川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８

階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、令和５年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。契約保証金の算定の基

礎となる契約金額は、契約単価に概算発注予定数

量等を乗じて得た金額に消費税相当額及び地方消

費税相当額を加算した金額とします。

　⑵ 　契約書作成の要否　

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第33号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月３日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　インジェクター（デンソー製）修理（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　調達案件の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和５・６年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」のランク

「Ａ」又は「Ｂ」、種目「自動車修理」で登録され

ていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該作業を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先
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　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　野川

　　　電話　044－200－3228

　　　※ 一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」からもダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和５年３月３日から令和５年３月７日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」からダウンロードもできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を令和５年３月９日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　須藤

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　品目ごとに単価と予定数量を乗じた総価で行いま

す。この金額には、その他一切の諸経費を含めて算

定してください。入札書には、消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を記載してください。

　　 　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出して

ください。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア 　郵送

　　　�ｱ�　提出期限　令和５年３月15日　必着

　　　�ｲ�　宛　　先　 〒210－8577　川崎市川崎区宮本

町１番地

　　　　　　　　　　　 川崎市交通局企画管理部経理課

長

　　イ 　持参

　　　�ｱ�　提出期間　 一般競争入札参加資格確認通知

書到達時から令和５年３月15日

までの午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15

分まで（土曜日及び日曜日を除

く。）

　　　�ｲ�　提出先 　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　川崎御幸ビル９階

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和５年３月17日　午前９時40分

　　イ 　場　所　 川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８

階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、令和５年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。契約保証金の算定の基

礎となる契約金額は、契約単価に概算発注予定数

量等を乗じて得た金額に消費税相当額及び地方消

費税相当額を加算した金額とします。

　⑵ 　契約書作成の要否　

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例
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（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第34号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月８日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　営業所寝具クリーニング（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　塩浜営業所、鷲ヶ峰営業所

　⑶ 　履行期間

　　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　　仕様書のとおり。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和５・６年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「クリーニング業務」、種目「クリーニ

ング業」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類

を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑵ 　提出場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　神宮司

　　　電話　044－200－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　令和５年３月８日から令和５年３月13日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑷ 　提出方法　

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」

→「交通局委託入札公表一覧」→「令和５年度」から

ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも

配布しています。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和５年３月15日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部管理課　欄杭（らんぐい）

　　電話　044－200－3235

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　単価と予定数量を乗じた総価で行います。この金

額には、その他一切の諸経費を含めて算定してくだ

さい。入札者は、算定した金額から消費税及び地方

消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載

してください。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア 　郵送

　　　�ｱ�　提出期限　令和５年３月20日　必着

　　　�ｲ�　宛　　先　 〒210－8577　川崎市川崎区宮本

町１番地

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　イ 　持参

　　　�ｱ�　提出期間　 一般競争入札参加資格確認通知

書到達後から令和５年３月20日

までの、午前８時30分から正午

まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を

除く。）

　　　�ｲ�　提出先 　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　川崎御幸ビル９階

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
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　⑶ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和５年３月23日　午前９時00分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室　

　　　　　　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川

崎御幸ビル８階

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、令和５年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第35号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和５年３月９日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　塩浜営業所ほか14施設で使用する電気（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　局指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市交通局の各営業所等で使用する電気の購入

詳細は仕様書のとおり。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和５・６年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「その他物品販売」、

種目「電気供給」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項の規定により得点が50点以

上であること。

　⑸ 　電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２

の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている

こと。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類

を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑵ 　提出場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　神宮司

　　　電話　044－200－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　令和５年３月９日から令和５年３月15日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑷ 　提出方法　

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」

→「交通局物品入札公表一覧」→「令和５年度」から

ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも

配布しています。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和５年年３月17日までに一般競争入

札参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部　管理課　欄杭（らんぐい）

　　電話　044－200－3235

７ 　一般競争入札参加資格の喪失
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　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　　入札は予定使用電力量に対する総価で行います。

　　 　入札者は、契約電力、契約電流及び契約容量の基

本料金単価並びに電力量料金単価（いずれも小数点

２位まで）を基に算出した金額から消費税及び地方

消費税に相当する金額を除いた金額（円未満は、切

り上げること）を入札書に記載してください。また、

入札は所定の入札書を用いて、積算の基礎となった

単価等を詳細に記載した明細内訳書（様式は任意）

を提出してください。

　　 　なお、入札金額の算出に当たっては、力率は100

％とし、燃料費調整額及び電気事業者による再生可

能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成

23年法律第108号）に基づく賦課金は考慮しないも

のとします。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア 　郵送

　　　�ｱ�　提出期限　令和５年３月22日　必着

　　　�ｲ�　宛　　先　 〒210－8577　川崎市川崎区宮本

町１番地

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　イ 　持参

　　　�ｱ�　提出期間　 一般競争入札参加資格確認通知

書到達後から令和５年３月22日

までの、午前８時30分から正午

まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び

国民の祝日を除く。）

　　　�ｲ�　提出先　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９　川崎御幸ビル９階

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和５年３月24日　午前９時00分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川

崎御幸ビル８階

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、令和５年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで

す。

病 院 局 規 程

川崎市病院局規程第１号

　川崎市病院局会計規程の一部を改正する規程を次のと

おり定める。

　　令和５年３月９日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

　　　川崎市病院局会計規程の一部を改正する規

　　　程

　川崎市病院局会計規程（平成17年川崎市病院局規程第

36号）の一部を次のように改正する。

　第91条に次の１項を加える。

２ 　前項の申請は、書面又は川崎市の使用に係る電子計

算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織（以下「電子情報処理

組織」という。）を使用することによりしなければな

らない。

　第92条に次の１項を加える。



川 崎 市 公 報 （第1,863号）令和5年(2023年)３月27日

－1993－

２ 　前項各号の書類は、電子情報処理組織を使用して申

請する場合にあっては、当該書類に記載すべき事項を

申請者の使用に係る電子計算機から送信し、川崎市の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す

るものとする。

　第95条第３項中「30日前までに」の次に「書面又は電

子情報処理組織を使用することにより」を加える。

　第98条第２項中「申請を」の次に「書面又は電子情報

処理組織を使用することにより」を加える。

　　　附　則

　この規程は、令和５年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市病院局規程第２号

　川崎市病院局契約規程の一部を改正する規程を次のと

おり制定する。

　　令和５年３月９日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

　　　川崎市病院局契約規程の一部を改正する規

　　　程

　川崎市病院局契約規程（平成17年川崎市病院局規程第

39号）の一部を次のように改正する。

　第８条第１項中「第21条の14」を「第21条の15」に改

め、「100分の２」の次に「（第20条の２第１項の規定に

より電子入札で物品を売り払う場合であって事業者が管

理する電子情報処理組織を使用するときは予定価格の

100分の10）」を加える。

　第10条を次のように改める。

　（入札保証金に代わる担保の種類等）

第 10条　令第167条の７第２項の規定により管理者が確

実と認める入札保証金に代わる担保の種類は、次の各

号に掲げるとおりとし、その担保の価値は当該各号に

掲げるとおりとする。

　⑴ 　川崎市病院局会計規程（平成17年川崎市病院局規

程第36号。以下「会計規程」という。）第７条に定

める担保　　同条の担保の価格

　⑵ 　第20条の２第１項の規定により電子入札で物品を

売り払う場合に使用される電子情報処理組織を管理

する事業者が入札保証金を確保した旨を証する書面

　その書面に記載された金額　第13条第１項中「封

書し」を「封書にし」に改め、同条第２項を同条第

３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 　前項の規定による予定価格を記載した書面を封書に

する措置（以下「封書の措置」という。）は、当該予

定価格を管理者の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルに記録する方法又は磁気ディスク（これに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこと

ができる物を含む。）をもって調製する方法により電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。以下同じ。）を作成し、及び保存し、当

該電磁的記録の内容が認知できない方法を講ずること

をもって、当該封書の措置に代えることができる。

　第20条の次に次の１条を加える。

　（電子入札）

第 20条の２　競争入札の手続については、この款の規定

にかかわらず、管理者が別に定める方法による電子入

札（管理者の使用に係る電子計算機と入札者の使用に

係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織を使用する入札をいう。以下同じ。）により

行うことができる。

２ 　前項の規定により行われた入札は、管理者の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされ

た時に局に到達したものとみなす。

　第21条第１項中「書面又は口頭で」を「適宜の方法に

より」に改める。

　第28条に次の１項を加える。

４ 　第２項の見積書の徴取については、第20条の２に規

定する電子入札の例により行うことができる。

　第31条第１項中「契約書」の次に「又は契約内容を記

録した電磁的記録」を、「記載し」の次に「、又は記録し」

を加え、同条第２項中「記載し」の次に「、又は記録し」

を加え、同条に次の１項を加える。

３ 　第１項の規定により作成した契約内容を記録した電

磁的記録は、契約書とみなす。

　 　第32条第２項中「書面」の次に「又は当該請書その

他これに準ずる書面に記載すべき事項を記録した電磁

的記録（法第234条第５項の措置（契約の相手方の作

成に係るものであることを示すために講ずる措置に

限る。）を講じたものに限る。以下この条において同

じ。）」を加え、同項に次のただし書を加える。

　 　ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでな

い。

第32条に次の１項を加える。

３ 　前項の規定により徴した請書その他これに準ずる書

面に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、請書そ

の他これに準ずる書面とみなす。

　第42条中「工事目的物」を「契約における目的物」に

改める。

　第44条に次のただし書を加える。

　　ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

　第50条第１項中「又は変更請書」を「若しくは変更請

書又は当該変更契約書若しくは変更請書の内容を記録し

た電磁的記録（法第234条第５項の措置（変更請書にあ

っては、契約の相手方の作成に係るものであることを示

すために講ずる措置に限る。）を講じたものに限る。）」
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に改め、「提出し」の次に「、又は提供し」を加える。

　第54条中「第48条」を「第49条」に改める。

　第65条を次のように改める。

第65条　削除

　　　附　則

　この規程は、令和５年４月１日から施行する。

　　　制　定　理　由

　契約の締結を電子契約により行うことができることと

すること等のため、この規則を制定するものである｡

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第15号

　　　入　札　公　告

　工事請負契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和５年３月８日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

１　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（以下

「建築契約係」といいます。）

　　 　川崎市川崎区宮本町１番地 明治安田生命ビル13

階　電話044‐200‐2100

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程は、建築契約係の窓口で縦覧できるほか、インタ

ーネットにおいて、病院局入札情報のページで閲覧

することができます。

　　 　（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、閉庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に建築契約係窓口で受付けます。

　　イ 　競争参加者は、別紙の案件ごとに定められた競

争参加資格のほか、次の全ての条件を満たす必要

があります。

　　　�ｱ� 　川崎市病院局契約規程第２条の規定に該当

しないこと。

　　　�ｲ� 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

による指名停止期間中ではないこと。

　　　�ｳ� 　法令等に従い、本件契約を確実に履行する

資格及び能力を有すること。

　　　�ｴ� 　本書に定める各種書面の提出、現場説明会

への出席等の競争参加者の義務を誠実に履行

すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認めた者には、別紙の案

件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交付し

ます。競争参加資格があると認め難い者には、別

途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認めた者が、競争参加申

込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加す

ることはできません。

　⑸ 　入札及び開札について

　　ア 　本案件は郵便入札にて執行します。入札方法の

詳細については別に定めるところによります。ま

た、開札は別紙の案件ごとに定める日時におい

て、次の場所で執行します。

　　　 　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（川

崎市川崎区宮本町１番地）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、翌日に再度入

札を行います。その際は、対象者に別途連絡しま

す。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑹ 　契約の締結について

　　　契約書の作成を必要とします。

　　 　詳細については、各案件の「発注情報詳細」及び

「川崎市病院局入札契約に関する共通事項（工事・

病院局・一般競争入札）」を御覧ください。
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎病院土壌汚染対策及び地下構造物等解体撤去工事

履行場所 川崎市川崎区新川通12番１号

履行期間 契約の日から令和５年10月20日まで

競　　争

参加資格

⑴ 　川崎市病院局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

競　　争

参加資格

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

⑷ 　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「一般土木」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」（病院局所定の様式）を提出した場合は、一般建設業

の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」（病院局所定の様式）を提出した場合は、主任技術者

でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　　土壌汚染対策工事の完工実績。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

申込締切日 令和５年３月17日（金）まで受付けます。

予定価格 未定

入札保証金 免除とします。

最低制限

価格
設定します。

郵便入札

締切日
令和５年４月６日（木）必着

開　札　日 令和５年４月10日（月）午前10時00分

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市病院局公告第16号

　　　入　札　公　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和５年３月10日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

1　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報
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を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書等入札に必要な書類

は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イン

ターネットにおいて、病院局入札情報のページで閲

覧及びダウンロードすることができます。

　　 　（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け

付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「令和５・６年度

業務委託有資格業者名簿」をいいます。競争参加

者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加資格

のほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　　�ｱ�　契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　　�ｲ� 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

による指名停止期間中ではないこと。

　　　�ｳ� 　法令等に従い、本件契約を確実に履行する

資格及び能力を有すること。

　　　�ｴ� 　本書に定める各種書面の提出、現場説明会

への出席等の競争参加者の義務を誠実に履行

すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は、１⑴の照会窓

口に回答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院

局入札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。

　　イ 　入札書の提出方法は、持参とします。

　　ウ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人としま

す。なお、代理人が立会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受け

た旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　エ 　入札保証金は免除します。

　　オ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。入札書記載金額の最も低い者が予定

価格を上回り、落札者を決定できないときは、再

度入札を行います。ただし、その前回の入札が参

加者心得の規定により無効とされた者及び開札に

立会わない者は再度入札に参加できません。

　　カ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

　　ウ 　令和５年第１回川崎市議会定例会における本調

達に係る予算の議決を必要とします。

　⑻ 　その他

　　 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

契約規程、参加者心得等の定めるところによります。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 市立川崎病院建築物改修計画策定及び劣化状況調査業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和７年３月31日まで（２年間）
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競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録
業種「建築設計」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和５年３月10日から令和５年３月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年３月28日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定します。

その他
平面図は、競争参加資格があると認められた事業者に対して、競争参加資格確認通知書ととも

に交付します。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院ＢＤフェニックスシステム等保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業 種 「医療関連業務」

種 目 「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和５年３月10日から令和５年３月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年３月28日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市病院局公告第17号

　　　入　札　公　告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和５年３月10日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

１　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 川崎御幸ビル

７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書等入札に必要な書

類は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イ

ンターネットにおいて、病院局入札情報のページで

閲覧及びダウンロードすることができます。

　　 　（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け

付けます。
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　　イ 　本書において「名簿」とは、「令和５・６年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　　�ｱ�　契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　　�ｲ� 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

による指名停止期間中ではないこと。

　　　�ｳ� 　法令等に従い、本件契約を確実に履行する

資格及び能力を有すること。

　　　�ｴ� 　本書に定める各種書面の提出、現場説明会

への出席等の競争参加者の義務を誠実に履行

すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は、１⑴の照会窓

口に回答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院

局入札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。

　　イ 　入札書の提出方法は、持参とします。

　　ウ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人としま

す。なお、代理人が立会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受け

た旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　エ 　入札保証金は免除します。

　　オ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、再度入札を行

います。ただし、その前回の入札が参加者心得の

規定により無効とされた者及び開札に立会わない

者は再度入札に参加できません。

　　カ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

　　ウ 　令和５年第１回川崎市議会定例会における本調

達に係る予算の議決を必要とします。

　⑻ 　その他

　　 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

契約規程、参加者心得等の定めるところによります。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院　医療用機器（酸素ブレンダー）賃貸借

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種 「医療機器」

種　目 「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和５年３月10日から令和５年３月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年３月28日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。
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最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院陰圧創部治療器（RENASYS創傷治療システム）の賃貸借

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１ （川崎市立川崎病院）

履行期間 令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種 「医療機器」

種　目 「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和５年３月10日から令和５年３月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年３月28日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名
川崎病院陰圧創部治療器（ActiV.A.C.型又はInfoV.A.C. 型、V.A.C.ULTA型陰圧維持

管理装置）の賃貸借契約

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１ （川崎市立川崎病院）

履行期間 令和５年４月１日から令和６年３月31日

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種 「医療機器」

種　目 「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和５年３月10日から令和５年３月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年３月28日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院経皮的カテーテル心筋焼灼術器械の賃貸借

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１ （川崎市立川崎病院）

履行期間 令和５年４月１日から令和６年３月31日

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種 「医療機器」

種　目 「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和５年３月10日から令和５年３月17日まで受付けます。
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現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年３月28日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件５）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院血管内超音波画像システム（i-Lab CART）の賃貸借

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１ （川崎市立川崎病院）

履行期間 令和５年４月１日から令和６年３月31日

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種 「医療機器」

種　目 「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和５年３月10日から令和５年３月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年３月28日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

消 防 局 訓 令

川崎市消防局訓令第３号

 局内一般　

 消 防 署　

　川崎市消防団員の服装等に関する規程の一部を改正す

る訓令を次のように定める。

　　令和５年３月13日

 川崎市消防長　原　田　俊　一　　

　　　川崎市消防団員の服装等に関する規程の一

　　　部を改正する訓令

　川崎市消防団員の服装等に関する規程の一部を次のよ

うに改正する。

　別表第１（第３条関係）中「難燃合成繊維」を「全芳

香族ポリアミド繊維」に、
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を 
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に、 
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
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に改める。

　　　附　則

　（施行期日）　

１ 　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。

　　（経過措置）

２ 　この訓令の施行の際、現に改正前の訓令により貸与

されている貸与品は、改正後の訓令の相当規定により

貸与されたものとみなす。

教 育 委 員 会 規 則

川崎市教育委員会規則第２号

　川崎市立図書館規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

　　令和５年３月１日

 川崎市教育委員会　　　　　　　　　　

 教育長　小　田　嶋　満　　

　　　川崎市立図書館規則の一部を改正する規則

　川崎市立図書館規則（平成２年川崎市教育委員会規則

第15号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１号中「資料（」の次に「電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）

を含む。」を加える。

　第６条中「図書館資料」の次に「（電磁的記録であっ

てインターネットの利用により貸出しが可能であるもの

（以下「電子書籍」という。）を除く。）」を、「かつ、」

の次に「第８条第１項の規定による」を加え、同条に次

の１項を加える。

２ 　電子書籍の貸出しを受けることができる者は、市内

に住所を有する個人、在勤する者又は在学する者で、

次条に規定する登録をし、かつ、第８条第１項の規定

による貸出カードの交付を受けたものとする。

第９条ただし書中「受けようと」の次に「するもの及び

電子書籍の貸出しを受けようと」に改める。

　第10条の表中

「　

数　　　　　量

図書資料 視聴覚資料

合計で10点以内

合計で３点以内

500点以内

　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

数　　　　　量

図書資料 視聴覚資料 電子書籍

合計で10点以内

３点以内 ３点以内

500点以内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和５年３月21日から施行する。

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第４号

　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。

　　令和５年３月７日

 川崎市教育委員会　　　　　　　　

 教育長　小　田　嶋　満　　

１ 　日　時　　令和５年３月14日（火）10時00分から

２ 　場　所　　教育文化会館　第６・７会議室

３ 　議　事

　　　議案第52号　人事について

　　　議案第53号　人事について

４ 　その他報告等

選挙管理委員会告示

川崎市選挙管理委員会告示第２号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）及び市町村の合併

の特例に関する法律（平成16年法律第59号）の規定によ

る各種請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和31年法律第162号）の規定による委員の解職

請求をするに必要な選挙権を有する者の数は、次のとお

りです。

　令和５年３月２日

 川崎市選挙管理委員会　　　　　　　　　

 委員長　小　林　貴　美　子　　

１ 　地方自治法第74条第１項（条例の制定又は改廃の請

求）及び同法第75条第１項（市の事務の監査の請求）

並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項

（合併協議会設置の請求）及び同法第５条第１項（同

一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請

求）に規定する選挙権を有する者の総数の50分の１の

数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,262人

２ 　地方自治法第76条第１項（議会の解散の請求）、同

法第81条第１項（市長の解職の請求）及び同法第86条



川 崎 市 公 報 （第1,863号）令和5年(2023年)３月27日

－2005－

第１項（副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解

職の請求）並びに地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第８条第１項（教育委員会の委員の解職の請

求）に規定する選挙権を有する者の総数の80万を超え

る数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗

じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算

して得た数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　257,885人　

３ 　地方自治法第80条第１項（議会の議員の解職の請

求）及び同法第86条第１項（区の選挙管理委員の解職

の請求）に規定する選挙権を有する者の総数の３分の

１の数

　　川崎区　　　62,826人

　　幸　区　　　46,848人

　　中原区　　　72,224人

　　高津区　　　63,921人

　　宮前区　　　64,452人

　　多摩区　　　61,135人

　　麻生区　　　49,621人

４ 　市町村の合併の特例に関する法律第４条第11項（合

併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設

置協議の投票の請求）及び同法第５条第15項（合併協

議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合

併協議会設置協議の投票の請求）に規定する選挙権を

有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　　　　210,513人

監 査 公 表

 ５ 川 監 公 第３号　

 令和５年３月27日　

　　　監査の結果について（公表）

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、

第２項、第４項及び第７項の規定により監査を行いまし

たので、同条第９項の規定によりその結果に関する報告

を次のとおり公表します。

 川崎市監査委員　大　村　研　一　　

 同　　　　　　　植　村　京　子　　

 同　　　　　　　浅　野　文　直　　

 同　　　　　　　山　田　晴　彦　　
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た
、

 

 
 

 
同
施

行
令

第
１

６
０

条
に

よ
る

と
、

前
条

の
規

定
に

よ
る
戻

入
金

で
出

納
閉
鎖
後

に
 

 
 

 
係

る
も

の
は

、
こ

れ
を

現
年

度
の
歳

入
と

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

出
納
閉
鎖
後

の
戻

入
未
済

に
つ

い
て
み

た
と
こ
ろ

、
現

年
度

の
歳

入
と

し
て

調
定

 

を
し

て
い

な
か

っ
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

法
令

に
基

づ
き

、
戻

入
未
済

に
係

る
調

定
手
続

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
医
療

保
険

部
国
民

年
金

・
福

祉
医
療

課
）

 

ウ
 
 
徴

収
手
続

を
適

正
に

行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

川
崎

市
財

産
規
則

（
昭

和
３

９
年

川
崎

市
規
則

第
３

３
号

）
第

２
５

条
第

１
項

第
 

 
 

 
１

号
に

よ
る

と
、

行
政

財
産

の
使

用
許
可

に
係

る
使

用
料

に
つ

い
て

、
使

用
許
可

の
 

 
 

 
期

間
が

１
年
以
内

の
場
合

に
あ

っ
て

は
、
使

用
許
可

の
期

間
の
開
始

日
か

ら
起

算
し

 

 
 

 
て

３
０

日
以
内

に
そ

の
全
額

を
納
付

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
、

同
条

同
項

 

 
 

 
第

２
号

に
よ

る
と

、
使

用
許
可

の
期

間
が

１
年

を
超

え
る
場
合

に
あ

っ
て

は
、
使

用
 

 
 

 
許
可

の
期

間
の
開
始

日
又

は
年

度
の
開
始

日
か

ら
起

算
し

て
３
０

日
以
内

に
そ

の
会

 

 
 

 
計

年
度

の
全
額

を
納
付

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

同
規
則

 

 
 

 
に

よ
る

と
、

行
政

財
産

及
び

市
が
借

り
受
け

た
不
動

産
の
貸
付
け

に
係

る
貸
付
料

に
 

 
 

 
つ

い
て

も
、

同
様

に
取

り
扱
う
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。
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時

効
に

よ
る
消
滅

に
つ

い
て

、
時

効
の
援

用
を

要
す

る
も

の
に

限
る

。
）

に
つ
き
消

 

 
 

 
滅

時
効

が
完
成

し
た

と
き

は
、

債
権

を
放
棄

す
る

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

さ
ら

に
、

川
崎

市
病

院
局

会
計

規
程

第
２

７
条

に
よ

る
と

、
収

入
の
未

納
金

で
不

 

 
 

 
納
欠
損

と
な

る
も

の
が

あ
る

と
き

は
、

不
納
欠
損

の
処

分
に

関
す

る
調

書
を
作
成

し
、

 

 
 

 
決
裁

を
受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 
滞

納
債

権
に

つ
い

て
み

た
と
こ
ろ

、
不

納
欠
損

処
分

の
手
続

を
行

っ
て

い
な

か
っ

 

 
 

 
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

法
律

等
に

基
づ
き

、
不

納
欠
損

処
分

の
手
続

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

 
 

 
（

病
院

局
総

務
部
庶

務
課

、
川

崎
病

院
事

務
局
医

事
課

、
井

田
病

院
事

務
局
庶

務
課

、
 

 
 

 
井

田
病

院
地
域
医
療

部
）

 

ク
 

予
算

執
行
伺

の
手
続

を
適

正
に

行
う
べ
き

も
の

 

 
川

崎
市

予
算

及
び
決

算
規
則

（
平
成

７
年

川
崎

市
規
則

第
１
０

号
）

第
２

３
条

第

１
項

に
よ

る
と

、
歳

出
予

算
を

執
行

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
予

算
執

行
伺

を
作

成
し

、
決
裁

を
受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
支

出
事

務
に

つ
い

て
み

た
と
こ
ろ

、
予

算
執

行
伺

の
手
続

を
行

わ
な

い
ま

ま
物
品

の
納

入
や

委
託

業
務

等
を

履
行

さ
せ

、
後

日
、

日
付

を
遡

っ
て

処
理

し
て

い
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
規
則

に
基

づ
き

、
予

算
執

行
伺

の
手
続

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

（
健

康
福

祉
局
総

務
部
施
設

課
、

地
域
包
括
ケ

ア
推
進
室

、
障
害

保
健

福
祉

部
障
害

計
画

課
、

同
障
害
者
施
設
指
導

課
、

保
健
医
療

政
策

部
、
総
合

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ

ン
推
進
セ
ン
タ
ー
企

画
・
連
携
推
進

課
）

 

ケ
 
物
品
購

入
に

係
る

契
約
手
続

を
適

正
に

行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

川
崎

市
事

務
分
掌

規
則

（
昭

和
４

７
年

川
崎

市
規
則

第
１

９
号

）
第

３
条

及
び

川

崎
市

事
務
決
裁

規
程

（
昭

和
４

１
年

川
崎

市
訓

令
第
８

号
）

第
５

条
第

１
項

に
よ

る

と
、
物
品

の
調
達

で
定

め
ら

れ
た

金
額

を
超

え
る

も
の

に
つ

い
て

は
原
則

と
し

て
財

 5
 

  
 

 
促
状

に
よ

り
期

限
を
指

定
し

て
督
促

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 
滞

納
債

権
に

つ
い

て
み

た
と
こ
ろ

、
督
促
状

を
発

し
て

い
な

か
っ

た
事
例

が
あ

っ
 

 
 

 
た

。
 

 
 

 
 

条
例

に
基

づ
き

、
督
促
手
続

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
生

活
保
護

・
自
立

支
援
室

、
長
寿
社

会
部
介
護

保
険

課
、

交
通

局
企

 

 
 

 
画

管
理

部
庶

務
課

）
 

カ
 

債
権

管
理

事
務

を
適

正
に

行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

川
崎

市
病

院
局

債
権

管
理

規
程

（
平
成

２
６

年
川

崎
市

病
院

局
規
程

第
１
０

号
）

 

 
 

 
第

３
条

第
１

項
に

よ
る

と
、

そ
の
所

管
に
属

す
べ
き

債
権

が
発
生

し
、
又

は
市

に
帰

 

 
 

 
属

し
た

と
き

は
、
遅
滞

な
く

、
同

項
各

号
に
掲
げ

る
事

項
を
台
帳

に
記

録
し

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

債
権

管
理

事
務

に
つ

い
て
み

た
と
こ
ろ

、
過

年
度

そ
の

他
医

業
外
未

収
金

等
に

お
 

 
 

 
い

て
、

債
権

の
管

理
に

関
す

る
台
帳

が
作
成

さ
れ

て
い

な
い

債
権

が
あ

っ
た
ほ

か
、

 

 
 

 
台
帳

は
作
成

さ
れ

て
い

る
も

の
の

、
規

定
に

定
め

る
事

項
の

一
部

が
記

録
さ

れ
て

い
 

 
 

 
な

い
債

権
が

あ
っ

た
。
こ

の
た

め
、

債
権
発
生
後

の
債

権
管

理
が

適
正

に
行

わ
れ

て
 

 
 

 
お

ら
ず

、
履

行
期

限
経
過
後

、
督
促
状

を
発

し
て

い
な

い
債

権
も
見
受
け

ら
れ

た
。

 

 
 

 
 

規
程

に
基

づ
き

、
債

権
管

理
事

務
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

 
 

 
（

病
院

局
総

務
部
庶

務
課

、
経

営
企

画
室

、
川

崎
病

院
事

務
局
庶

務
課

、
同
医

事
課

、
 

 
 

 
井

田
病

院
事

務
局
庶

務
課

、
同
医

事
課

）
 

キ
 

不
納
欠
損

処
分

の
手
続

を
適

正
に

行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

地
方

自
治

法
第

２
３

６
条

第
１

項
に

よ
る

と
、

金
銭

の
給
付

を
目

的
と

す
る
普

通
 

 
 

 
地

方
公
共

団
体

の
権
利

は
、

時
効

に
関

し
他

の
法

律
に

定
め

が
あ

る
も

の
を

除
く
ほ

 

 
 

 
か

、
こ

れ
を

行
使

す
る
こ

と
が

で
き

る
時

か
ら

５
年

間
行
使

し
な

い
と
き

は
、

時
効

 

 
 

 
に

よ
つ

て
消
滅

す
る

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

ま
た

、
川

崎
市

債
権

管
理

条
例

第
８

条
第

１
項

第
１

号
に

よ
る

と
、

市
の

債
権

（
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保
健
医
療

政
策

部
、

同
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
ワ

ク
チ
ン

調
整
室

）
 

（
イ

）
筆
跡

が
消
せ

る
ボ
ー
ル
ペ
ン

や
鉛
筆

で
記
載

さ
れ

て
い

た
事
例

 

（
健

康
福

祉
局
総

務
部
施
設

課
、

地
域
包
括
ケ

ア
推
進
室

、
長
寿
社

会
部
高
齢
者

事
 

業
推
進

課
、

同
高
齢
者
在
宅
サ
ー
ビ

ス
課

、
同
介
護

保
険

課
、

保
健
医
療

政
策

部
、

 

同
中
央
卸
売

市
場
食
品
衛
生
検

査
所

、
同
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
ワ

ク
チ
ン

調
整
室

、
 

看
護

大
学

事
務

局
総

務
学
生

課
）

 

（
ウ

）
請
求

日
等

が
修

正
テ
ー
プ

、
修

正
液

及
び
砂
消

し
ゴ

ム
で
訂

正
さ

れ
て

い
た

事
 

 
 
例

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
長
寿
社

会
部
高
齢
者

事
業
推
進

課
、
障
害

保
健

福
祉

部
障
害

福
祉

課
、

 

 
 

 
保

健
医
療

政
策

部
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

、
医
療

保
険

部
医
療

保
険

課
）

 

サ
 

前
渡

金
の

事
務

処
理

を
適

正
に

行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

地
方

自
治

法
第

２
３

２
条

の
５

第
２

項
に

よ
る

と
、

支
出

の
特
例

と
し

て
資

金
前

 

 
 

 
渡

等
の

方
法

が
認

め
ら

れ
て

い
る

が
、

職
員

等
に

よ
る
立
替
払

は
認

め
ら

れ
て

い
な

 

 
 

 
い

。
 

 
 

 
 

前
渡

金
に

係
る

事
務

処
理

に
つ

い
て
み

た
と
こ
ろ

、
職

員
が
駐
車
場
利

用
料

金
及

 

 
 

 
び

出
席
負

担
金

の
立
替
払

を
行

っ
て

い
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

法
律

に
基

づ
き

、
前
渡

金
の

事
務

処
理

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
保

健
医
療

政
策

部
、
総
合

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン
推
進
セ
ン
タ
ー
総

 

 
 

 
務

・
判

定
課

）
 

シ
 
補
助

金
の

交
付

事
務

を
適

正
に

行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

川
崎

市
新
型

イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ

等
対
策
推
進

に
係

る
医
療

体
制
整
備

事
業
補
助

金
 

 
 

 
交
付

要
綱

（
平
成

２
６

年
１

２
月

１
日
付
け

２
６

川
健
危

第
１
８

７
７

号
）

第
１

５
 

 
 

 
条

に
よ

る
と

、
補
助

事
業

の
実
施

に
係

る
成

果
の

報
告

を
受
け

た
場
合

に
お

い
て

、
 

 
 

 
そ

の
報

告
に

係
る
補
助

事
業

の
成

果
が
補
助

金
の

交
付

の
決

定
の
内
容

及
び
こ

れ
に

 

 
 

 
付

し
た

条
件

に
適
合

す
る

と
認

め
る

と
き

は
、

交
付

す
べ
き
補
助

金
の
額

を
確

定
し

、
 

 7
 

 

政
局

資
産

管
理

部
契

約
課

へ
契

約
手
続

を
依
頼

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い

る
。

 

 
 

 
 
物
品
購

入
に

係
る

契
約

事
務

に
つ

い
て
み

た
と
こ
ろ

、
一
括

し
て
発
注

す
べ
き
物

品
に

つ
い

て
分
割

し
て
起
案

し
、

財
政

局
資

産
管

理
部

契
約

課
へ

契
約
手
続

を
依
頼

せ
ず

に
契

約
し

て
い

た
事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

規
則

等
に

基
づ
き

、
物
品
購

入
に

係
る

契
約
手
続

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

（
健

康
福

祉
局

地
域
包
括
ケ

ア
推
進
室

、
障
害

保
健

福
祉

部
こ
こ
ろ

の
相
談
所

）
 

コ
 

支
出

に
関

す
る
証

拠
書

類
の

取
扱

い
を

適
正

に
行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

川
崎

市
金
銭

会
計

規
則

（
昭

和
３

９
年

川
崎

市
規
則

第
３

１
号

）
第

９
条

第
２

項
 

 
 

 
に

よ
る

と
、
請
求

書
の
首
標

金
額

の
頭
初

に
「
￥
」

の
記

号
を

表
示

す
る

も
の

と
さ

 

 
 

 
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

ま
た

、
公

文
書

の
適

正
な
作
成

に
つ

い
て

（
通
知

）
（
平
成

２
６

年
４

月
８

日
付

 

 
 

 
け

２
６

川
総

行
情

第
７
８

号
）

に
よ

る
と

、
「
筆
跡

が
消
せ

る
ボ
ー
ル
ペ
ン
」

の
使

 

 
 

 
用

は
、

公
文

書
の

改
ざ
ん

等
、
重

大
な

法
令

違
反

に
つ

な
が

る
お

そ
れ

が
あ

る
ほ

か
、

 

 
 

 
市

政
に

対
す

る
市
民

の
信

用
を
失
う

行
為

に
な

り
か

ね
な

い
と

し
て

、
公

文
書

で
は

 

 
 

 
使

用
し

な
い
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

さ
ら

に
、

会
計

事
務

の
手
引

（
平
成

２
９

年
３

月
３

１
日
付
け

２
８

川
会

第
２

４
 

 
 

 
９

３
号

）
に

よ
る

と
、
請
求

書
の
う
ち
訂

正
が

で
き

な
い

記
載
内
容

で
あ

る
請
求

金
 

額
、
請
求
者
名

及
び
受

取
人
名
以
外

の
請
求
内
容

に
訂

正
が

あ
る
場
合

は
、
二
重
線

 

を
引

い
た
訂

正
箇
所

に
請
求
印

が
押
印

さ
れ

て
い

る
こ

と
と

さ
れ

て
お

り
、
請
求

書
 

の
記
載

は
ボ
ー
ル
ペ
ン

等
、
筆
跡

の
消

え
な

い
も

の
を

用
い

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

支
出

に
関

す
る
証

拠
書

類
に

つ
い

て
み

た
と
こ
ろ

、
次

の
事
例

が
あ

っ
た

。
 

規
則

等
に

基
づ
き

、
支

出
に

関
す

る
証

拠
書

類
の

取
扱

い
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

（
ア

）
請
求

書
の
首
標

金
額

の
頭
初

に
「
￥
」

の
記

号
が

な
か

っ
た

事
例

 

（
健

康
福

祉
局
長
寿
社

会
部
高
齢
者

事
業
推
進

課
、

同
高
齢
者
在
宅
サ
ー
ビ

ス
課

、
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契
約

書
に

基
づ
き

、
委
託
料

に
係

る
概

算
払

の
精

算
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
室

）
 

ソ
 

産
業
廃
棄
物

の
処

理
に

係
る
手
続

を
適

正
に

行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 
廃
棄
物

の
処

理
及

び
清
掃

に
関

す
る

法
律
施

行
令

（
昭

和
４

６
年

政
令

第
３
０
０

 

 
 

 
号

）
第

６
条

の
２

第
４

号
に

よ
る

と
、

委
託

契
約

は
、

書
面

に
よ

り
行

い
、

当
該

委
 

 
 

 
託

契
約

書
に

は
、

同
号

に
掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
の

条
項

が
含

ま
れ

、
か

つ
、
環
境

 

 
 

 
省

令
で

定
め

る
書
面

が
添
付

さ
れ

て
い

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 
 

 
 

産
業
廃
棄
物

の
運
搬

、
処

分
等

に
係

る
委
託

契
約

に
つ

い
て
み

た
と
こ
ろ

、
廃
棄

 

 
 

 
物

の
処

理
及

び
清
掃

に
関

す
る

法
律
施

行
令

で
定

め
る

条
項

が
含

ま
れ

、
か

つ
、
環

 

 
 

 
境
省

令
で

定
め

る
書
面

も
添
付

さ
れ

て
い

た
も

の
の

、
請

書
に

よ
っ

て
事

務
処

理
を

 

 
 

 
行

い
、
本
来
作
成

す
べ
き

で
あ

っ
た

契
約

書
を
作
成

し
て

い
な

か
っ

た
事
例

が
あ

っ
 

 
 

 
た

。
 

 
 
 

 
 

法
令

に
基

づ
き

、
産

業
廃
棄
物

の
処

理
に

係
る
手
続

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

（
健

康
福

祉
局
総

務
部
施
設

課
、
障
害

保
健

福
祉

部
障
害
者
社

会
参
加

・
就
労

支
援

課
、

保
健
医
療

政
策

部
）

 

タ
 
再

委
託

に
係

る
事

務
を

適
正

に
行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

委
託

契
約

約
款

に
よ

る
と

、
受
注
者

は
、

業
務

の
全

部
を

一
括

し
て
又

は
主

要
な

 

 
 

 
部

分
を

第
三
者

に
委
託

し
て

は
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
お

り
、

業
務

の
一

部
（
主

要
な

 

 
 

 
部

分
を

除
く

）
を

第
三
者

に
委
託

し
よ
う

と
す

る
と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
再

委
託
者

 

 
 

 
の
住
所

、
商

号
、
氏
名

、
再

委
託

す
る

業
務

の
範

囲
、

そ
の
必

要
性

及
び

契
約

金
額

 

 
 

 
等

に
つ

い
て

記
載

し
た

書
面

を
発
注
者

へ
提

出
し

、
そ

の
承
諾

を
受
け

な
け

れ
ば

な
 

 
 

 
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

委
託

業
務

に
つ

い
て
み

た
と
こ
ろ

、
受
注
者

が
市

の
承
諾

を
受
け
ず

に
業

務
の

一
 

 
 

 
部

を
再

委
託

し
て

い
た

事
例

が
あ

っ
た

。
再

委
託

に
係

る
契

約
違
反

は
、

事
故
発
生

 

 
 

 
リ

ス
ク

の
増

大
を
招

く
こ

と
か

ら
、

そ
の
重

大
性

を
認
識

し
、
再

委
託

を
行
う
場
合
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確

定
通
知

書
に

よ
り

、
当
該
補
助

事
業
者

に
通
知

す
る

も
の

と
す

る
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

当
該
補
助

金
交
付

事
務

に
つ

い
て
み

た
と
こ
ろ

、
実
績

報
告

書
に

お
い

て
記
載
誤

 

 
 

 
り

の
あ

っ
た

交
付
申
請
額

を
補
助

金
の
額

と
し

て
確

定
し

、
交
付

し
て

い
た

事
例

が
 

 
 

 
あ

っ
た

。
 

 
 

要
綱

に
基

づ
き

、
補
助

金
の

交
付

事
務

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

 
（

健
康

福
祉

局
保

健
医
療

政
策

部
）

 

ス
 

委
託

契
約

に
係

る
支
払
手
続

を
適

正
に

行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

川
崎

市
金
銭

会
計

規
則

第
７

９
条

に
よ

る
と

、
支

出
は

、
債

務
が

確
定

し
、

支
払

 

 
 

 
義

務
が
発
生

し
た
後

に
お

い
て

債
権
者

の
た

め
に

行
な
う
こ

と
を
原
則

と
す

る
と

さ
 

 
 

 
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

公
衆
衛
生
医
師
募
集
特
設
ペ
ー
ジ
作
成

等
業

務
委
託

に
つ

い
て
み

た
と
こ
ろ

、
債

 

 
 

 
務

の
確

定
前

に
支

出
し

て
い

た
事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

規
則

に
基

づ
き

、
委
託

契
約

に
係

る
支
払
手
続

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
保

健
医
療

政
策

部
）

 

 
 
セ

 
委
託
料

に
係

る
概

算
払

の
精

算
を

適
正

に
行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

地
域
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
運

営
業

務
委
託

契
約

書
仕
様

書
１

６
に

よ
る

と
、
精

算
 

 
 

 
を

行
っ

た
結

果
、
残
額

が
生
じ

た
場
合

及
び

委
託
料

の
減
額

が
生
じ

た
場
合

に
は
速

 

 
 

 
や

か
に
戻

入
を

行
う

も
の

と
さ

れ
、

ま
た

、
追
加

支
払

が
必

要
と

な
る
場
合

に
は

、
 

 
 

 
戻

入
額

と
追
加

支
払
額

を
相
殺

し
た

上
で

、
残
額

が
生
じ

た
場
合

に
は
戻

入
し

、
不

 

 
 

 
足

が
生
じ

た
場
合

に
は

そ
の
額

を
追
加

支
出

す
る

も
の

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

当
該

委
託

契
約

に
係

る
概

算
払
精

算
書

に
つ

い
て
み

た
と
こ
ろ

、
契

約
期

間
途
中

に
お
け

る
職

員
の
異
動

、
退

職
、

資
格

取
得

等
に

よ
る
人
件
費

の
減
額

及
び
増
額

が

あ
り

、
相
殺

の
上

、
委
託
料

を
追
加

支
出

す
る
必

要
が

あ
っ

た
も

の
の

、
受
注
者

か

ら
委
託
料

基
準
額
変
更

報
告

書
の
提

出
が

な
く

、
追
加

支
出

を
行

っ
て

い
な

か
っ

た

事
例

が
あ

っ
た

。
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ツ

 
そ

の
他

改
善

を
要

す
る

も
の

 

 
 

 
 
軽
易

な
事

項
で

あ
る

が
、

次
の

と
お

り
改

善
措

置
を

要
す

る
事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

財
務

関
係

法
令

等
に

基
づ
き

、
手
続

を
適

正
に

行
う

と
と

も
に

、
再
発
防
止

に
努

 

 
 

 
め

ら
れ

た
い

。
 

（
ア

）
貸
切

自
動
車

の
運
賃

及
び
料

金
の

算
定

を
適

正
に

行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
運
賃

及
び
料

金
の

算
出

基
礎

と
な

る
時

間
に

つ
い

て
、
端
数

計
算

を
誤

っ
て

い
 

 
 

 
 

た
事
例

 

 
（

交
通

局
自
動
車

部
運
輸

課
）

 

（
イ

）
支
払

期
限
内

に
支

出
す
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
定

期
支
払
申
込

書
に

定
め

ら
れ

た
期

限
ま

で
に

支
払

っ
て

い
な

か
っ

た
事
例

 
 

 

 
 

 
（

病
院

局
総

務
部
庶

務
課

、
川

崎
病

院
事

務
局
庶

務
課

）
 

（
ウ

）
概

算
払

の
精

算
手
続

を
適

正
に

行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
概

算
払

の
精

算
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

（
健

康
福

祉
局

保
健
医
療

政
策

部
）

 
 

 
 

（
エ

）
時

間
外
勤

務
手

当
等

の
支
給

事
務

を
適

正
に

行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 
 
a
 

時
間
外
勤

務
手

当
等

の
基
礎

と
な

る
勤

務
時

間
数

を
誤

っ
て

い
た

事
例

 

 
 

 
（

交
通

局
企

画
管

理
部
庶

務
課

、
自
動
車

部
塩
浜

営
業
所

、
同
鷲
ヶ
峰

営
業
所

）
 

 
 

 
 

 
b
 

時
間
外
勤

務
命

令
簿

に
つ

い
て

、
勤

務
時

間
等

の
未

記
入

や
誤

記
入

が
あ

っ
 

 
 

 
 

 
た

事
例

 

 
 

 
（

交
通

局
企

画
管

理
部
庶

務
課

、
自
動
車

部
塩
浜

営
業
所

、
同
鷲
ヶ
峰

営
業
所

）
 

 
 

（
オ

）
指
名

業
者

の
選

定
手
続

を
適

正
に

行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
再

度
の

入
札

に
付

し
落
札
者

が
な

い
場
合

に
お
け

る
随
意

契
約

に
つ

い
て

、
指

名
業
者
選

定
委

員
会

に
係

る
手
続

に
不
備

が
あ

っ
た

事
例

 

 
 

 
（

病
院

局
経

営
企

画
室

）
 

（
カ

）
契

約
関

係
文

書
の

確
認

を
適

正
に

行
う
べ
き

も
の

 

 

1
1
 

  
 

 
は

、
必

要
事

項
を

記
載

し
た

書
面

を
あ

ら
か
じ

め
提

出
さ
せ

、
そ

の
妥

当
性

に
つ

い
 

 
 

 
て
十

分
に

確
認

す
る
こ

と
が
求

め
ら

れ
る

。
 

 
 

 
 

約
款

に
基

づ
き

、
再

委
託

の
承
諾
手
続

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

（
健

康
福

祉
局
長
寿
社

会
部
高
齢
者

事
業
推
進

課
、

病
院

局
井

田
病

院
事

務
局
庶

務
 

課
）

 

チ
 
固

定
資

産
の

管
理

を
適

正
に

行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

川
崎

市
病

院
局

会
計

規
程

第
９
０

条
に

よ
る

と
、
固

定
資

産
を
売
却

し
、
撤
去

し
、

 

 
 

 
廃
棄

し
、
又

は
用
途

を
廃
止

し
た
場
合

は
、
遅
滞

な
く

当
該
売
却

等
に

関
す

る
報

告
 

 
 

 
書

を
作
成

し
て

報
告

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

同
規
程

第
１

 

 
 

 
０

９
条

の
２

に
よ

る
と

、
固

定
資

産
に

つ
い

て
、

定
期

的
に
固

定
資

産
台
帳

と
照
合

 

 
 

 
す

る
も

の
と

す
る

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 
固

定
資

産
の

管
理
状
況

に
つ

い
て
み

た
と
こ
ろ

、
次

の
事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 
過
去

の
定

期
監

査
に

お
い

て
も

同
様

の
指
摘

を
し

て
い

る
こ

と
に
加

え
、
固

定
資

産
は

財
務
諸

表
の

資
産

に
計

上
さ

れ
る

も
の

で
あ

り
、
決

算
に
影
響

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

定
期

的
な
台
帳

と
の
照
合

を
徹
底

し
、

規
程

に
基

づ
き

、
固

定
資

産
の

管
理

を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

 
 

（
ア

）
既

に
廃
棄

し
た
固

定
資

産
に

つ
い

て
、
固

定
資

産
台
帳

の
除
却
手
続

を
行

っ
て

 

 
 

 
 

い
な

か
っ

た
事
例

 

 
 

 
（

病
院

局
経

営
企

画
室

、
川

崎
病

院
事

務
局
庶

務
課

、
井

田
病

院
事

務
局
庶

務
課

）
 

 
 

（
イ

）
寄
附

を
受
け

た
固

定
資

産
に

つ
い

て
、
固

定
資

産
台
帳

に
登
載

さ
れ

て
い

な
か

 

 
 

 
 

っ
た

事
例

 

 
 

 
（

病
院

局
井

田
病

院
事

務
局
庶

務
課

）
 

 
 

（
ウ

）
固

定
資

産
台
帳

に
登
載

さ
れ

て
い

る
も

の
の

、
現
物

が
確

認
で
き

な
か

っ
た

事
 

 
 

 
 
例

 

 
 

 
（

病
院

局
経

営
企

画
室

）
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（

健
康

福
祉

局
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
室

、
長
寿
社

会
部
高
齢
者
在
宅
サ
ー
ビ

ス
課

、
 

 
 

 
障
害

保
健

福
祉

部
精
神

保
健

課
、

同
障
害
者
社

会
参
加

・
就
労

支
援

課
、

保
健
医
療

 

 
 

 
政
策

部
、

同
中
央
卸
売

市
場
食
品
衛
生
検

査
所

、
医
療

保
険

部
医
療

保
険

課
、
総
合

 

 
 

 
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン
推
進
セ
ン
タ
ー
北

部
地
域

支
援
室

、
看
護

大
学

事
務

局
総

務
 

 
 

 
学
生

課
、

交
通

局
自
動
車

部
自
動
車

部
安
全

・
サ
ー
ビ

ス
課

、
同
鷲
ヶ
峰

営
業
所

）
 

 
 
c
 
 
所
在

が
不
明

と
な

っ
て

い
た

事
例

 

（
健

康
福

祉
局
長
寿
社

会
部
高
齢
者

事
業
推
進

課
、
障
害

保
健

福
祉

部
障
害

福
祉

課
）

 

 
 
d
 
 
保

管
換

え
の
手
続

を
行

っ
て

い
な

か
っ

た
事
例

 

（
健

康
福

祉
局
長
寿
社

会
部
介
護

保
険

課
、
障
害

保
健

福
祉

部
精
神

保
健

課
、

保
健

医
療

政
策

部
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
ワ

ク
チ
ン

調
整
室

）
 

 
 
e
 
 
備
品
整

理
簿

等
に
登
載

す
べ
き
物
品

を
登
載

し
て

い
な

か
っ

た
事
例

 

（
健

康
福

祉
局

健
康
安
全

研
究
所

、
交

通
局

自
動
車

部
運
輸

課
、

同
安
全

・
サ
ー
ビ

ス
課

、
同
塩
浜

営
業
所

、
同
鷲
ヶ
峰

営
業
所

）
 

 
 
 
 
 
 

 
 
f
 
備
品
原
簿

に
備
品

で
は

な
い
固

定
資

産
が
登

録
さ

れ
て

い
た

事
例

 

（
交

通
局

自
動
車

部
自
動
車

部
管

理
課

）
 

（
サ

）
美
術
品

の
管

理
を

適
正

に
行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
美
術
品

管
理
簿

に
よ

る
管

理
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

 
（

健
康

福
祉

局
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
室

、
保

健
医
療

政
策

部
）

 

 
 

（
シ

）
消
耗
品

の
管

理
を

適
正

に
行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
a
 
物
品

交
付
請
求
手
続

等
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た
こ

と
に

よ
り

、
消
耗
品

出
納

簿
と

実
際

の
数
量

が
一
致

し
て

い
な

か
っ

た
事
例

 

（
健

康
福

祉
局
総

務
部

、
同
庶

務
課

、
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
室

、
障
害

保
健

福
祉

部
 

障
害
者
施
設
指
導

課
、

同
精
神

保
健

課
、

保
健
医
療

政
策

部
、

同
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ

 

ル
ス
ワ

ク
チ
ン

調
整
室

、
医
療

保
険

部
収

納
管

理
課

、
健

康
安
全

研
究
所

、
看
護

大
 

学
事

務
局
総

務
学
生

課
）
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a
 

日
付

の
入

っ
て

い
な

い
請

書
を

徴
し

て
い

た
事
例

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
室

、
長
寿
社

会
部
高
齢
者
在
宅
サ
ー
ビ

ス
課

、
 

 
 

 
保

健
医
療

政
策

部
、

健
康
安
全

研
究
所

、
交

通
局

自
動
車

部
運
輸

課
）

 

 
 

 
 

 
b
 

業
務
完
了
届

を
受
領

し
な

い
ま

ま
履

行
確

認
を

行
っ

て
い

た
事
例

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
保

健
医
療

政
策

部
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
ワ

ク
チ
ン

調
整
室

）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c
 

業
務
完
了
届

に
業

務
の
完
了

年
月

日
が

記
載

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
保

健
医
療

政
策

部
）

 

 
 

（
キ

）
検

査
確

認
書

の
作
成

を
適

正
に

行
う
べ
き

も
の

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a
 
 
検

査
確

認
済
み

を
証

す
る

書
類

が
作
成

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

（
健

康
福

祉
局
障
害

保
健

福
祉

部
障
害

福
祉

課
、

保
健
医
療

政
策

部
、

同
新
型
コ
ロ

 

ナ
ウ

イ
ル

ス
ワ

ク
チ
ン

調
整
室

、
総
合

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン
推
進
セ
ン
タ
ー
北

部
 

地
域

支
援
室

、
看
護

大
学

事
務

局
総

務
学
生

課
）

 

 
 

 
 
 
 
 
b
 
 
誤

っ
た
内
容

の
検

査
確

認
済
み

を
証

す
る

書
類

が
作
成

さ
れ

て
い

た
事
例

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
保

健
医
療

政
策

部
、

同
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
ワ

ク
チ
ン

調
整
室

）
 

 
 

（
ク

）
検

査
確

認
を

適
正

に
行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
 
法

律
等

で
定

め
ら

れ
た

期
限
内

に
検

査
確

認
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

（
健

康
福

祉
局

保
健
医
療

政
策

部
）

 

 
 

（
ケ

）
物
品

の
管

理
を

適
正

に
行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
物
品

出
納
簿

及
び
物
品
整

理
簿

を
備

え
て

い
な

か
っ

た
事
例

 

 
 

 
（

病
院

局
総

務
部
庶

務
課

、
経

営
企

画
室

、
川

崎
病

院
事

務
局
庶

務
課

、
井

田
病

院
 

 
 

 
事

務
局
庶

務
課

）
 

 
 

（
コ

）
備
品

の
管

理
を

適
正

に
行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
a
 
重

要
物
品

の
増
減

に
つ

い
て

、
会

計
管

理
者

に
報

告
し

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
長
寿
社

会
部
高
齢
者

事
業
推
進

課
、

同
高
齢
者
在
宅
サ
ー
ビ

ス
課

）
 

 
 

 
 
 
 
b
 

不
用

の
決

定
及

び
処

分
の
決

定
を

行
わ
ず

に
廃
棄

し
て

い
た

事
例
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各
種

団
体

の
所
有

に
属

す
る

現
金

は
公

金
で

は
な

い
た

め
、

財
務

関
係

法
令

等
が

適
用

さ
れ
ず

、
公

金
に
比
べ
チ
ェ
ッ

ク
体
制

が
十

分
で

は
な

い
こ

と
か

ら
、

事
故

の

発
生

に
つ

な
が

る
リ

ス
ク

が
高

い
。

 

 
 

 
 

市
で

は
、

各
種

団
体

の
会

計
業

務
に

関
す

る
事

務
に

お
い

て
も

、
内

部
統
制

体
制

を
構
築

し
、

不
適

正
な

事
務

処
理

の
未
然
防
止

に
取

り
組
ん

で
い

る
と
こ
ろ

で
あ

る

が
、

各
種

団
体

の
所
有

に
属

す
る

現
金

の
取

扱
い

に
当

た
っ

て
は

、
公

金
と

同
様

の

取
扱

い
を
徹
底

し
、

事
故

や
不

正
等

に
よ

り
市
民

か
ら

の
信
頼

を
損

な
う
こ

と
の

な

い
よ
う

、
引
き
続
き

適
正

な
事

務
執

行
に
努

め
ら

れ
た

い
。

 

 
 

イ
 

情
報

管
理

に
関

す
る

事
務

 

 
 

 
 

監
査

対
象

局
全

て
の

部
署

を
対

象
と

し
、

情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

対
策

点
検

表
等

に

つ
い

て
書

類
審

査
を

行
う

と
と

も
に

、
監

査
対

象
局

か
ら
抽

出
し

た
部
署

を
対

象
と

し
、

文
書

の
管

理
状
況

に
つ

い
て

現
地

調
査

を
行

い
、

情
報

資
産

の
管

理
状
況

等
に

つ
い

て
監

査
を

行
っ

た
。

 

 
 

 
 

現
地

調
査

を
行

っ
た

部
署

は
別

表
第

２
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
 

（
ア

）
契

約
書

に
個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
特

記
事

項
を
添

付
す
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
川

崎
市

情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

基
準

（
平
成

１
４

年
９

月
２

日
付
け

１
４

川
総

シ

企
第

１
２

３
号

。
以
下
「
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

基
準
」

と
い
う

。
）

第
２
章

９
（

１
）

イ
に

よ
る

と
、
個
人

情
報

を
取

り
扱
う

業
務

を
委
託

す
る
場
合

に
は

、
「
個
人

情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
情

報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
特

記
事

項
」

（
以
下
「
特

記
事

項
」

と
い
う

。
）

を
添
付

す
る

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
個
人

情
報

を
取

り
扱
う

委
託

業
務

に
つ

い
て
み

た
と
こ
ろ

、
契

約
書

に
特

記
事

項
が
添
付

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

 
個
人

情
報

の
取

扱
い

を
伴
う

業
務

を
委
託

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
委
託
先

に
は

、

情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

の
重

要
性

を
認
識

さ
せ

、
情

報
資

産
の
漏

え
い

、
紛
失

、
盗
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b
 
消
耗
品

出
納
簿

に
登
載

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
消
耗
品

に
つ

い
て

、
登
載

し

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

（
健

康
福

祉
局

地
域
包
括
ケ

ア
推
進
室

、
長
寿
社

会
部
高
齢
者

事
業
推
進

課
、
障
害

 

 
 

 
保

健
福

祉
部
障
害

福
祉

課
、

保
健
医
療

政
策

部
、
看
護

大
学

事
務

局
、

同
総

務
学
生

 

 
 

 
課

）
 

（
２

）
行

政
監

査
 

 
 

 
川

崎
市

監
査

基
準

に
準

拠
し

、
各

種
団

体
の

会
計

業
務

に
関

す
る

事
務

及
び

情
報

管
 

 
 
 
 
理

に
関

す
る

事
務

を
監

査
項
目

と
し

て
監

査
し

た
限

り
に

お
い

て
、

お
お

む
ね

適
正

に
 

 
 

執
行

さ
れ

て
い

る
も

の
と

認
め

ら
れ

た
が

、
情

報
管

理
に

関
す

る
事

務
に

つ
い

て
、

次
 

 
 

の
イ

（
ア

）
か

ら
（
キ

）
ま

で
の

と
お

り
改

善
措

置
を

要
す

る
事

項
が

あ
っ

た
。

 

 
 

 
本

監
査

で
確

認
さ

れ
た

改
善

措
置

を
要

す
る

事
項

を
庁
内

で
共
有

し
、

適
正

な
事

務

執
行

に
努

め
ら

れ
た

い
。

 

 
 

 
な

お
、

情
報

管
理

に
関

す
る

事
務

に
つ

い
て

は
、

委
託

業
務

、
再

委
託

に
係

る
業

務
 

 
 

及
び
指

定
管

理
業

務
の

情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

対
策

に
関

し
て
必

要
と

な
る

書
類

が
徴

取
 

 
 

さ
れ

て
い

な
か

っ
た
こ

と
等

の
事
例

が
見

つ
か

っ
た

。
委
託
先

等
が
受
託

業
務

等
に

関
 

 
 
連

し
て
個
人

情
報

を
取

り
扱
う
場
合

、
委
託
先

等
に

お
い

て
、
個
人

情
報

に
関

す
る
安

 

 
 
全

管
理

措
置

を
講
ず
べ
き
義

務
を
負
う
こ

と
と

な
る

が
、

委
託
先

等
に

対
す

る
必

要
か

 

 
 

つ
適
切

な
監
督

を
行
う
こ

と
は

市
の
役
割

で
あ

る
。

他
都

市
に

お
い

て
、

委
託
先

等
に

 

 
 

よ
る
個
人

情
報

の
流

出
事
例

が
発
生

し
て

い
る
こ

と
か

ら
も

、
委
託

業
務

等
に

関
す

る
 

 
 

情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

対
策

を
徹
底

さ
れ

た
い

。
 

 
 

ア
 

各
種

団
体

の
会

計
業

務
に

関
す

る
事

務
 

 
 

 
 

監
査

対
象

局
全

て
の

部
署

に
お

い
て

職
員

が
役

務
の
提
供

を
行

っ
て

い
る

各
種

団
 

 
 

 
体

を
監

査
対

象
と

し
、

各
種

団
体

か
ら

交
付

さ
れ

る
指
示

書
、

現
金

出
納
簿

等
の
帳

 

 
 

 
簿

及
び
領

収
書

等
に

つ
い

て
、

書
類

審
査

を
中
心

に
監

査
を

行
っ

た
。

 

 
 

 
 

監
査

対
象

と
し

た
各

種
団

体
は
別

表
第

１
の

と
お

り
で

あ
る

。
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委
託

業
務

に
つ

い
て

、
委
託
先

が
再

委
託

を
し

よ
う

と
す

る
場
合

は
、

市
の
許
諾

を
得

た
場
合

に
限

り
行

え
る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

 
ま

た
、

契
約

書
に
添
付

さ
れ

て
い

た
特

記
事

項
に

よ
る

と
、
受
注
者

は
、

前
項

 

 
 

 
 

た
だ

し
書

に
よ

り
発
注
者

に
申
請

す
る

書
面

に
は

、
再

委
託
先

の
名
称

、
再

委
託

 

 
 

 
 

す
る

理
由

、
再

委
託

し
て

処
理

す
る
内
容

、
再

委
託
先

に
お

い
て

取
り

扱
う

情
報

、
 

 
 

 
 
再

委
託
先

に
お
け

る
安
全
性

及
び
信
頼
性

を
確

保
す

る
対
策

並
び

に
再

委
託
先

に
 

 
 

 
 

対
す

る
管

理
及

び
監
督

の
方

法
等

を
記
載

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
個
人

情
報

を
取

り
扱
う

委
託

業
務

に
つ

い
て
み

た
と
こ
ろ

、
委
託
先

が
書
面

に
 

 
 

 
 

よ
り
再

委
託

の
申
請

を
し

て
い

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
市

の
書
面

に
よ

る
承
諾

が
 

 
 

 
 

な
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

 
市

が
書
面

に
よ

る
承
諾

を
し

な
け

れ
ば

、
委
託
先

が
提

出
す

る
申
請

書
に

記
載

 

 
 

 
 

す
る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
再

委
託
先

が
取

り
扱
う

情
報

や
再

委
託
先

に
お
け

る
安

 

 
 

 
 
全
性

及
び
信
頼
性

を
確

保
す

る
対
策

等
に

つ
い

て
、

市
の

確
認

や
承
諾

が
な

さ
れ

 

 
 

 
 
ず

、
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

基
準

の
遵
守

が
確

認
さ

れ
な

い
ま

ま
業

務
が

行
わ

れ
る
こ

と
 

 
 

 
 

と
な

る
。

 

 
 

 
 

 
再

委
託
先

に
お
け

る
個
人

情
報

の
適

正
な

管
理

体
制

を
確

保
す

る
た

め
に

も
、

再
委
託

の
書
面

に
よ

る
承
諾

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
看
護

大
学

事
務

局
総

務
学
生

課
、

病
院

局
井

田
病

院
事

務
局
医

事
課

）
 

 
 

（
エ

）
機
密

保
持

等
に

関
す

る
事

務
を

適
正

に
行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

基
準

第
２
章

９
（

１
）

オ
に

よ
る

と
、

委
託

す
る

業
務

で
機
密

性
区

分
Ⅰ

の
情

報
を

取
り

扱
う
場
合

は
、

委
託
先

の
責
任
者

や
作

業
者

か
ら
機
密

保
持

等
に

関
す

る
誓

約
書

を
提

出
さ
せ

る
と

さ
れ

、
同

基
準

第
２
章

１
０

（
１

）

イ
に

よ
る

と
、
機
密
性
区

分
Ⅰ

の
情

報
を

取
り

扱
う
場
合

は
、
指

定
管

理
者

等
の

責
任
者

や
作

業
者

か
ら
機
密

保
持

等
に

関
す

る
誓

約
書

を
提

出
さ
せ

る
と

さ
れ

て

い
る

。
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難
、

改
ざ
ん

そ
の

他
事
故

等
か

ら
保
護

す
る

た
め

、
必

要
な

措
置

を
講
じ

さ
せ

な

け
れ
ば

な
ら
ず

、
そ

の
た

め
、

当
該

措
置
内
容

が
規

定
さ

れ
た
特

記
事

項
を

、
契

約
書

に
添
付

し
委
託
先

と
取

り
交

わ
す
必

要
が

あ
る

。
 

 
 

 
 

 
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

基
準

に
基

づ
き

、
個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

事
務

を
適

正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

 
 

 
（

交
通

局
企

画
管

理
部
庶

務
課

、
同

経
営
企

画
課

、
病

院
局
総

務
部
庶

務
課

、
川

崎

病
院

事
務

局
庶

務
課

、
井

田
病

院
事

務
局
医

事
課

）
 

 
 

（
イ

）
契

約
書

に
特

定
個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る
特

記
仕
様

書
を
添
付

す
べ
き

も

の
 

 
 

 
 

 
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

基
準

第
２
章

９
（

１
）

ウ
に

よ
る

と
、
特

定
個
人

情
報

を
取

り

扱
う

業
務

を
委
託

す
る
場
合

に
は

、
「
特

定
個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る
特

記

仕
様

書
」

（
以
下
「
特

記
仕
様

書
」

と
い
う

。
）

を
添
付

す
る

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
特

定
個
人

情
報

を
取

り
扱
う

委
託

業
務

に
つ

い
て
み

た
と
こ
ろ

、
契

約
書

に
特

記
仕
様

書
が
添
付

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

 
個
人
番

号
は

、
社

会
保
障

、
税

及
び
災
害

対
策

の
分

野
に

お
い

て
、
個
人

情
報

を
複
数

の
機

関
の

間
で
紐
付
け

る
も

の
で

あ
る
こ

と
か

ら
、
個
人
番

号
を

そ
の
内

容
に
含

む
個
人

情
報

（
特

定
個
人

情
報

）
が
悪

用
さ

れ
、
又

は
漏

え
い

し
た
場
合

、

個
人

情
報

の
不

正
な
追
跡

・
突
合

が
行

わ
れ

、
個
人

の
権
利
利
益

の
侵
害

を
招
き

か
ね

な
い

。
 

 
 

 
 

 
委
託
先

に
は

、
よ

り
厳

し
い

保
護

措
置

を
講
じ

さ
せ

る
必

要
が

あ
る
こ

と
か

ら
、

セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

基
準

に
基

づ
き

、
特

定
個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

事
務

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
医
療

保
険

部
医
療

保
険

課
）

 

 
 

（
ウ

）
個
人

情
報

を
取

り
扱
う

業
務

の
再

委
託

に
係

る
事

務
を

適
正

に
行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

基
準

第
２
章

９
（

１
）

イ
に

よ
る

と
、
個
人

情
報

を
取

り
扱
う
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し
た

情
報

を
紛
失

し
た

か
等

が
相
互

に
確

認
で
き

な
く

な
る

。
 

 
 

 
 

 
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

基
準

に
基

づ
き

、
委
託

業
務

に
係

る
情

報
管

理
に

関
す

る
事

務

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
障
害

保
健

福
祉

部
障
害

計
画

課
、
総
合

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン
推
進

セ
ン
タ
ー
企

画
・
連
携
推
進

課
）

 

 
 

（
カ

）
情

報
資

産
の

管
理

に
係

る
自
己

点
検

を
実
施

す
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

基
準

第
１

２
章

４
（

２
）

に
よ

る
と

、
情

報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

対

策
マ
ニ
ュ

ア
ル

の
情

報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

対
策

点
検

表
に

よ
り

、
情

報
資

産
の

管
理

に
つ

い
て

、
自
己

点
検

を
行
う

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
令

和
３

年
度

及
び

令
和

４
年

度
情

報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

対
策

点
検

表
の
作
成
状
況

に
つ

い
て
み

た
と
こ
ろ

、
次

の
事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

 
自
己

点
検

が
実
施

さ
れ

な
け

れ
ば

、
情

報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

対
策

が
適

正
に
講
じ

ら
れ

て
い

る
か

に
つ

い
て

確
認

す
る
機

会
を
逸

し
、

不
適

正
な

点
が

あ
っ

た
場
合

に
そ

れ
を
発
見

し
改

善
す

る
こ

と
が

で
き
ず

、
不

適
正

な
状

態
が
継
続

さ
れ

る
お

そ
れ

が
あ

る
。

 

 
 

 
 

 
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

基
準

に
基

づ
き

、
自
己

点
検

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

 
 

 
 

 
a
 
「

文
書

・
図

画
」

の
自
己

点
検

が
未

実
施

で
あ

っ
た

事
例

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
医
療

保
険

部
収

納
管

理
課

）
 

 
 

 
 

 
b
 
「
可
搬
媒

体
」

の
自
己

点
検

が
未

実
施

で
あ

っ
た

事
例

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
医
療

保
険

部
収

納
管

理
課

、
交

通
局

自
動
車

部
塩
浜

営
業
所

、
同
鷲

ヶ
峰

営
業
所

、
病

院
局
井

田
病

院
事

務
局
医

事
課

）
 

 
 

 
 

 
c
 
「
電
磁

的
記

録
」

の
自
己

点
検

が
未

実
施

で
あ

っ
た

事
例

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
総

務
部

保
健

福
祉

シ
ス

テ
ム

課
、
医
療

保
険

部
収

納
管

理
課

、
交

通

局
自
動
車

部
塩
浜

営
業
所

、
同
鷲
ヶ
峰

営
業
所

）
 

 
 

 
 

 
d
 
「
ハ
ー
ド

ウ
ェ

ア
」

の
自
己

点
検

が
未

実
施

で
あ

っ
た

事
例
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機
密
性
区

分
Ⅰ

の
情

報
を

取
り

扱
う

委
託

業
務

及
び
指

定
管

理
業

務
に

つ
い

て

み
た

と
こ
ろ

、
誓

約
書

を
提

出
さ
せ

て
い

な
か

っ
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

 
誓

約
書

は
、
個
人

情
報

を
取

り
扱
う

業
務
従

事
者

に
、

情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

及

び
個
人

情
報

の
保
護

に
関

す
る

法
令

等
を

理
解

さ
せ

、
当
該

法
令

等
を
遵
守

さ
せ

る
た

め
に
必

要
な

措
置

と
し

て
提

出
さ
せ

る
も

の
で

あ
り

、
委
託
先

等
に

お
け

る

情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
レ
ベ
ル

の
確

保
に
重

要
な

書
類

で
あ

る
。

 

 
 

 
 

 
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

基
準

に
基

づ
き

、
機
密

保
持

等
に

関
す

る
事

務
を

適
正

に
行

わ

れ
た

い
。

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
室

、
長
寿
社

会
部
高
齢
者

事
業
推
進

課
、

同
高

齢
者
在
宅
サ
ー
ビ

ス
課

、
同
介
護

保
険

課
、
障
害

保
健

福
祉

部
障
害
者
施
設
指
導

課
、

同
障
害

福
祉

課
、

同
障
害
者
社

会
参
加

・
就
労

支
援

課
、

保
健
医
療

政
策

部
、

同
動

物
愛
護
セ
ン
タ
ー

、
同
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
ワ

ク
チ
ン

調
整
室

、
医
療

保
険

部
国

民
年

金
・

福
祉
医
療

課
、

同
収

納
管

理
課

、
総
合

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン
推
進
セ
ン

タ
ー
企

画
・
連
携
推
進

課
、

交
通

局
企

画
管

理
部
庶

務
課

、
同

経
営
企

画
課

、
自
動

車
部

管
理

課
、

同
安
全

・
サ
ー
ビ

ス
課

、
病

院
局
総

務
部
庶

務
課

、
経

営
企

画
室

、

川
崎

病
院

事
務

局
庶

務
課

、
同
医

事
課

、
井

田
病

院
事

務
局
医

事
課

）
 

 
 

（
オ

）
委
託

業
務

に
係

る
情

報
管

理
に

関
す

る
事

務
を

適
正

に
行
う
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

基
準

第
２
章

９
（

２
）

エ
に

よ
る

と
、

委
託

業
者

に
機
密
性
区

分
Ⅰ
又

は
Ⅱ

の
情

報
を
貸
与

す
る
場
合

は
、
受
渡
票

等
の

書
類

に
よ

り
行
う

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
委
託

業
者

に
機
密
性
区

分
Ⅰ
又

は
Ⅱ

の
情

報
を
貸
与

す
る

業
務

に
つ

い
て
み

た

と
こ
ろ

、
受
渡
票

等
の

書
類

が
用

い
ら

れ
て

い
な

か
っ

た
事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

 
受
渡
票

等
の

書
類

が
用

い
ら

れ
な
け

れ
ば

、
貸
与

し
た

日
時

や
担

当
者

、
情

報

の
内
容

等
が

分
か

る
記

録
が

書
面

上
残

さ
れ
ず

、
責
任

の
所
在

が
曖
昧

と
な

り
、

ま
た

、
万

が
一

委
託

業
者

が
当
該

情
報

を
紛
失

し
た
場
合

に
、

い
つ

、
誰

に
貸
与



（第1,863号）令和5年(2023年)３月27日 川 崎 市 公 報

－2016－

 

2
2
 

 

院
局

経
営
企

画
室

、
井

田
病

院
事

務
局
医

事
課

）
 

 別
表

第
１

 
各

種
団

体
一

覧
（

各
種

団
体

の
会

計
業

務
に

関
す

る
事

務
）

 

N
o
 

局
 

名
 

部
署

名
 

各
種

団
体

名
 

1
 

健
康

福
祉

局
 

地
域

包
括

ケ
ア

推
進

室
 

川
崎

市
遺

族
連

合
会

 

2
 

川
崎

市
更

生
保

護
女

性
連

絡
協

議
会

 

3
 

赤
十

字
奉

仕
団

川
崎

市
地

区
本

部
委

員
会

 

4
 

川
崎

市
保

護
観

察
協

会
 

5
 

川
崎

市
保

護
司

会
協

議
会

 

6
 

「
社

会
を

明
る

く
す

る
運

動
」

川
崎

市
推

進
委

員
会

 

7
 

日
赤

紺
綬

有
功

会
川

崎
支

会
 

8
 

日
本

赤
十

字
社

川
崎

市
地

区
本

部
 

9
 

看
護

大
学

事
務

局
総

務
学

生
課

 

川
崎

市
立

看
護

短
期

大
学

後
援

会
 

1
0
 

川
崎

市
立

看
護

大
学

後
援

会
 

    
 

 

2
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（

健
康

福
祉

局
総

務
部

、
同
庶

務
課

、
障
害

保
健

福
祉

部
障
害
者
施
設
指
導

課
、

同

こ
こ
ろ

の
相
談
所

、
保

健
医
療

政
策

部
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
ワ

ク
チ
ン

調
整
室

、

医
療

保
険

部
収

納
管

理
課

、
総
合

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン
推
進
セ
ン
タ
ー
こ
こ
ろ

の

健
康

課
、

交
通

局
自
動
車

部
塩
浜

営
業
所

、
同
鷲
ヶ
峰

営
業
所

）
 

 
 

 
 

 
e
 
「

委
託
」

の
自
己

点
検

が
未

実
施

で
あ

っ
た

事
例

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
総

務
部

、
同
庶

務
課

、
長
寿
社

会
部
介
護

保
険

課
、
障
害

保
健

福
祉

部
障
害
者
施
設
指
導

課
、

保
健
医
療

政
策

部
、

同
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

、
医
療

保
険

部
収

納
管

理
課

、
交

通
局
企

画
管

理
部
庶

務
課

、
同

経
営
企

画
課

、
自
動
車

部
管

理

課
、

病
院

局
総

務
部
庶

務
課

、
川

崎
病

院
事

務
局
庶

務
課

）
 

 
 

（
キ

）
情

報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

対
策

点
検

表
を

適
正

に
作
成

す
べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

基
準

第
１

２
章

４
（

２
）

に
よ

る
と

、
情

報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

対
 

 
 

 
 
策
マ
ニ
ュ

ア
ル

の
情

報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

対
策

点
検

表
に

よ
り

、
情

報
資

産
の

管
理

 

 
 

 
 

に
つ

い
て

、
自
己

点
検

を
行
う

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
文

書
の

管
理
状
況

並
び

に
委
託

業
務

及
び
指

定
管

理
業

務
の
手
続

の
実
施
状
況

 
 

 

 
 

 
 

に
つ

い
て

、
情

報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

対
策

点
検

表
の

記
載
内
容

と
照
合

し
て
み

た
と

 

 
 

 
 
こ
ろ

、
点
検

表
は
作
成

さ
れ

て
い

た
も

の
の

実
態

と
は
異

な
る
内
容

が
点
検

表
に

 

 
 

 
 

記
載

さ
れ

て
い

た
事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

 
情

報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

対
策

が
実
際

に
は

不
十

分
で

あ
っ

た
点
検

項
目

を
、

点
検

 

 
 

 
 

表
上
「
〇

（
対
策
済
み

）
」

と
す

る
と

、
組
織

と
し

て
改

善
す
べ
き

点
を
把
握

す
 

 
 

 
 

る
こ

と
が

で
き
ず

、
不

適
正

な
状

態
が
継
続

さ
れ

る
お

そ
れ

が
あ

る
。

 

 
 

 
 

 
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

基
準

に
基

づ
き

、
自
己

点
検

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
室

、
長
寿
社

会
部
高
齢
者
在
宅
サ
ー
ビ

ス
課

、

障
害

保
健

福
祉

部
障
害

計
画

課
、

同
障
害

福
祉

課
、

同
障
害
者
社

会
参
加

・
就
労

支

援
課

、
保

健
医
療

政
策

部
、

同
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

、
医
療

保
険

部
国
民

年
金

・
福

祉
医
療

課
、
総
合

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン
推
進
セ
ン
タ
ー
企

画
・
連
携
推
進

課
、

病



川 崎 市 公 報 （第1,863号）令和5年(2023年)３月27日

－2017－

2
4
 

 

定
期

（
工

事
）

監
査

の
結

果
 

１
 

監
査

の
種

類
 

定
期

（
工

事
）

監
査

 

２
 

監
査

の
対

象
 

 
区

役
所

道
路

公
園

セ
ン

タ
ー

 

３
 

監
査

の
範

囲
 

 
令

和
２

年
度

及
び

令
和

３
年

度
に

完
了

し
た

工
事

及
び

設
計

等
業

務
委

託
 

４
 

監
査

の
期

間
 

 
令

和
４

年
１

０
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

３
月

３
日

ま
で

 

５
 

監
査

の
方

法
 

監
査

の
範

囲
に

示
し

た
工

事
及

び
業

務
委

託
６

５
２

件
の

う
ち

、
工

事
５

３
件

、
業

務

委
託

７
件

、
合

計
６

０
件

を
抽

出
し

、
工

事
に

関
す

る
事

務
等

が
適

正
か

つ
効

率
的

に
執

行
さ

れ
て

い
る

か
に

つ
い

て
、

関
係

書
類

の
審

査
を

行
う

と
と

も
に

、
関

係
職

員
か

ら
説

明
を

聴
取

し
た

。
 

な
お

、
監

査
実

施
状

況
は

別
表

第
１

、
監

査
実

施
工

事
等

の
一

覧
は

別
表

第
２

の
と

お

り
で

あ
る

。
 

６
 

監
査

の
着

眼
点

 

（
１

）
計

画
 

事
業

計
画

等
は

明
確

か
。

ま
た

、
各

種
協

議
及

び
手

続
は

適
正

に
行

わ
れ

て

い
る

か
。

 

（
２

）
設

計
 

関
係

法
令

等
の

適
用

、
設

計
基

準
等

の
整

備
状

況
及

び
運

用
は

適
正

か
。

 

（
３

）
積

算
 

数
量

、
単

価
、

歩
掛

り
は

正
確

か
。

ま
た

、
そ

の
算

出
根

拠
は

明
確

か
。

 

（
４

）
契

約
 

契
約

の
方

法
及

び
手

続
は

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か

。
 

（
５

）
施

工
 

関
係

法
令

等
に

基
づ

き
設

計
図

書
ど

お
り

適
正

に
施

工
さ

れ
て

い
る

か
。

 

（
６

）
検

査
 

検
査

は
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

か
。

 

（
７

）
維

持
修

繕
 

維
持

修
繕

の
時

期
及

び
内

容
は

適
正

か
。

 

（
８

）
業

務
委

託
 

委
託

料
の

積
算

は
正

確
か

。
ま

た
、

委
託

成
果

は
適

正
か

。
 

 

2
3
 

 別
表

第
２

 
現

地
調

査
対

象
部

署
一

覧
（

情
報

管
理

に
関

す
る

事
務

）
 

N
o
 

局
 

名
 

部
署

名
 

1
 

健
康

福
祉

局
 

庶
務

課
 

2
 

企
画

課
 

3
 

施
設

課
 

4
 

地
域

包
括

ケ
ア

推
進

室
 

5
 

障
害

者
社

会
参

加
・

就
労

支
援

課
 

6
 

保
健

医
療

政
策

部
感

染
症

対
策

担
当

 

7
 

国
民

年
金

・
福

祉
医

療
課

 

8
 

中
部

地
域

支
援

室
 

9
 

北
部

地
域

支
援

室
 

1
0
 

看
護

大
学

事
務

局
総

務
学

生
課

 

1
1
 

健
康

安
全

研
究

所
 

1
2
 

交
通

局
 

庶
務

課
 

1
3
 

管
理

課
 

1
4
 

塩
浜

営
業

所
 

1
5
 

鷲
ヶ

峰
営

業
所

 

1
6
 

病
院

局
 

総
務

部
 

1
7
 

経
営

企
画

室
 

1
8
 

川
崎

病
院

事
務

局
庶

務
課

 

1
9
 

川
崎

病
院

事
務

局
医

事
課

 

2
0
 

井
田

病
院

事
務

局
庶

務
課

 

2
1
 

井
田

病
院

事
務

局
医

事
課
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ぼ
す

お
そ

れ
の

あ
る
箇

所
に

は
、

囲
い

、
手

す
り

、
覆

い
等

（
以

下
「

囲
い

等
」

と
い

う
。

）
を

設
け

な
け

れ
ば

な
ら
ず

、
囲

い
等

を
設

け
る

こ
と

が
著

し
く
困
難

な
と

き
又

は
作

業
の
必

要
上
臨

時
に

囲
い

等
を

取
り

は
ず

す
と

き
は

、
防
網

を
張

り
、
労
働

者
に

要
求
性
能
墜
落
制
止

用
器
具

を
使

用
さ
せ

る
等
墜
落

に
よ

る
労
働

者
の
危
険

を
防
止

す

る
た

め
の

措
置

を
講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
浸
水

対
策

工
事

及
び

道
路
防
護

工
事

に
お

け
る
高

さ
が

２
メ

ー
ト

ル
以

上
の
箇

所
に

お
い

て
、

囲
い

等
を

設
け

て
い

な
い

に
も

か
か

わ
ら
ず

、
作

業
員

に

要
求
性
能
墜
落
制
止

用
器
具

を
使

用
さ
せ

る
等
墜
落

に
よ

る
作

業
員

の
危
険

を
防
止

す

る
た

め
の

措
置

を
講
じ

て
い

な
い

状
況

が
認

め
ら

れ
た

。
 

ま
た

、
ゲ

ー
ト

設
置

工
事

に
お

け
る
同
様

の
箇

所
に

お
い

て
、

囲
い

等
を

設
け

て
い

る
も

の
の

、
作

業
員

が
要
求
性
能
墜
落
制
止

用
器
具

を
使

用
し

な
い

ま
ま

、
囲

い
等

か

ら
身

を
乗

り
出

し
て
作

業
を

行
っ

て
お

り
、
墜
落

す
る
危
険
性

が
認

め
ら

れ
た

。
 

高
所
作

業
時

の
施

工
管

理
に

当
た

り
、

監
督

員
は

、
事
故

の
未
然
防
止

に
努

め
る

よ

う
、
請
負

者
に

対
し

て
墜
落
防
止

措
置

の
徹
底

に
つ

い
て
指
導

さ
れ

た
い

。
 

（
工

事
番

号
３

）
（

川
崎

区
役

所
道

路
公

園
セ

ン
タ

ー
整

備
課

）
 

（
工

事
番

号
２
９

）
（
高
津

区
役

所
道

路
公

園
セ

ン
タ

ー
整

備
課

）
 

（
工

事
番

号
３

６
）

（
宮

前
区

役
所

道
路

公
園

セ
ン

タ
ー

整
備
課

）
 

（
２

）
遊
具

の
安

全
領
域

を
適

切
に

確
保

す
べ

き
も

の
 

藤
崎

つ
つ
じ

公
園
ほ

か
遊
具
更
新

工
事

は
、

川
崎

区
内

の
１

２
箇

所
の

公
園

に
お

い

て
遊
具

の
更
新

を
行

う
工

事
で

あ
る

。
 

こ
の

う
ち

、
遊
具

の
配

置
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
国
土
交
通
省

が
定

め
る

、
都

市

公
園

に
お

け
る
遊
具

の
安

全
確
保

に
関

す
る
指
針

（
以

下
「
指
針

」
と

い
う

。
）

に
よ

る
と

、
遊
具

と
遊
具
周
辺

に
い

る
子

ど
も

の
衝
突

事
故

な
ど

を
防
ぐ

た
め

、
遊
具
周
辺

も
含

め
た
利

用
動
線

や
各
遊
具

の
運
動

方
向

を
考
慮

し
た

安
全
領
域

な
ど

に
配
慮

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、
指
針

に
基

づ
い

て
定

め
た

一
般
社
団

法
人

日
本

公
園

施

設
業

協
会

の
遊
具

の
安

全
に

関
す

る
規

準
に

よ
る

と
、

安
全
領
域

に
つ

い
て

は
、
遊
具

2
5
 

 ７
 

監
査

の
結

果
 

川
崎

市
監

査
基

準
（

令
和

２
年

川
崎

市
監

査
訓

令
第

１
号

）
に

準
拠

し
、

前
述

の
と

お

り
監

査
し

た
限

り
に

お
い

て
、

お
お

む
ね

適
正

に
執

行
さ

れ
て

い
る

も
の

と
認

め
ら

れ
た

が
、

次
の

と
お

り
一

部
の

工
事

に
お

い
て

改
善

措
置

を
要

す
る

事
項

が
あ

っ
た

。
 

こ
れ

ら
の

多
く

は
、

工
事

の
設

計
に

係
る

職
員

（
以

下
「

設
計

者
」

と
い

う
。

）
及

び

施
工

管
理

に
係

る
職

員
（

以
下

「
監

督
員

」
と

い
う

。
）

の
関

係
基

準
等

の
内

容
や

現
場

状
況

の
確

認
が

十
分

で
な

か
っ

た
こ

と
に

よ
る

も
の

で
あ

り
、

工
事

の
安

全
な

履
行

に
適

切
さ

を
欠

く
事

例
も

見
受

け
ら

れ
た

。
 

工
事

の
設

計
及

び
施

工
管

理
に

当
た

っ
て

は
、

こ
れ

ら
の

点
に

十
分

留
意

の
上

、
安

全

か
つ

適
切

に
工

事
を

執
行

さ
れ

た
い

。
 

な
お

、
川

崎
市

福
祉

の
ま

ち
づ

く
り

条
例

整
備

マ
ニ

ュ
ア

ル
（

以
下

「
整

備
マ

ニ
ュ

ア

ル
」

と
い

う
。

）
に

基
づ

き
整

備
し

た
一

部
の

駐
車

施
設

に
お

い
て

、
工

事
完

成
後

に
別

途
設

置
さ

れ
た
コ
イ

ン
パ

ー
キ

ン
グ

の
ロ
ッ
ク
装

置
が
車
椅
子
使

用
者

等
の
乗
降

時
の
障

害
物

と
な

っ
て

い
る

状
況

も
見

受
け

ら
れ

た
。

 

工
事

に
限

ら
ず

、
管

理
す

る
施

設
に

つ
い

て
、
誰

も
が

安
全

か
つ
快

適
に
利

用
で

き
る

よ
う

整
備

を
行

わ
れ

た
い

。
 

（
１

）
高

所
作

業
時

の
安

全
に

関
す

る
指
導

を
適

切
に

行
う
べ

き
も

の
 

川
崎
河
港
水
門
ゲ

ー
ト

設
置

（
止
水
壁

）
工

事
（

以
下

「
ゲ

ー
ト

設
置

工
事

」
と

い

う
。

）
は

、
水
門

の
前
面

に
止
水
壁

を
設

置
す

る
も

の
、
高
津

区
内
平
瀬

川
浸
水

対
策

（
護
岸

改
良

そ
の

２
）

工
事

（
以

下
「
浸
水

対
策

工
事

」
と

い
う

。
）

は
、
平
瀬

川
の

護
岸

の
嵩

上
げ

な
ど
浸
水

対
策

を
行

う
も

の
、
宮

前
区

内
市

道
尻

手
黒

川
線

道
路
防
護

（
擁
壁

）
工

事
（

以
下

「
道

路
防
護

工
事

」
と

い
う

。
）

は
、

道
路
斜
面

に
お

い
て
擁

壁
の
築
造

を
行

う
も

の
で

あ
る

。
 

こ
の

う
ち

、
高

所
作

業
時

の
安

全
対
策

に
つ

い
て
み

た
と

こ
ろ

、
労
働

安
全
衛
生
規

則
（
昭

和
４

７
年
労
働
省

令
第

３
２

号
）

第
５

１
９

条
に

よ
る

と
、
請
負

者
は

、
高

さ

が
２
メ

ー
ト

ル
以

上
の
作

業
床

の
端

、
開
口

部
等

で
墜
落

に
よ

り
労
働

者
に
危
険

を
及
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則

（
昭

和
４

７
年
労
働
省

令
第

３
４

号
）

第
７

４
条

に
よ

る
と

、
事

業
者

は
、
移
動
式

 

 
 
ク
レ

ー
ン

に
係

る
作

業
を

行
う

と
き

は
、

当
該
移
動
式
ク
レ

ー
ン

の
上

部
旋
回
体

と
接

 

 
 
触

す
る

こ
と

に
よ

り
労
働

者
に
危
険

が
生
ず

る
お

そ
れ

の
あ

る
箇

所
に
労
働

者
を
立

ち
 

 
 
入

ら
せ

て
は

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

が
、
立
入
禁
止

措
置

を
講
じ

て
お

ら
ず

、
作

業
 

 
 
中

に
も

か
か

わ
ら
ず
移
動
式
ク
レ

ー
ン

の
上

部
旋
回
体

と
接
触

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

範
 

 
 

囲
内

に
お

い
て

、
作

業
員

の
存
在

が
確

認
さ

れ
た

。
 

移
動
式
ク
レ

ー
ン

を
使

用
す

る
に

当
た

り
、

監
督

員
は

、
施

工
計

画
書

に
作

業
員

の

立
入
禁
止

措
置

な
ど

の
安

全
対
策

を
明

示
さ
せ

る
こ

と
な

ど
に

よ
り

、
工

事
の

安
全

管

理
を
徹
底

す
る

よ
う
指
導

さ
れ

た
い

。
 

（
工

事
番

号
２

５
）

（
高
津

区
役

所
道

路
公

園
セ

ン
タ

ー
整

備
課

）
 

（
５

）
掘
削

時
の

安
全

に
関

す
る
指
導

を
適

切
に

行
う
べ

き
も

の
 

橘
公

園
防
災

関
連

施
設

等
整

備
工

事
（

以
下

「
橘

公
園

整
備

工
事

」
と

い
う

。
）

は
、

ソ
ー
ラ

ー
照

明
灯

や
園

路
等

の
整

備
を

行
う

も
の

、
小
台

公
園

整
備

工
事

は
、
遊
具

や

園
路

等
を

整
備

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

 
 

 
こ

れ
ら

の
工

事
に

お
い

て
、
排
水

設
備

の
工

事
に

係
る
掘
削

時
の

安
全

対
策

に
つ

い
 

 
 

て
み

た
と

こ
ろ

、
建

設
工

事
公
衆
災
害
防
止

対
策

要
綱
土
木

工
事
編

第
４

７
に

よ
る

と
、

 

 
 
地
盤

の
掘
削

に
お

い
て

は
、
掘
削

を
行

う
期

間
や
地
盤
性

状
等

を
総

合
的

に
勘
案

し
た

 

 
 

上
で

、
関

係
法

令
等

の
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ

り
掘
削

方
法

等
を
決

定
し

、
安

全
か

つ
確

 

 
 

実
に

工
事

が
施

工
で

き
る

よ
う

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、
土

 

 
 

留
工

の
要
否

に
つ

い
て

は
、
建
築

基
準

法
（
昭

和
２

５
年

法
律

第
２

０
１

号
）

に
お

け
 

 
 

る
山

留
め

の
基

準
に

準
じ

る
も

の
と

さ
れ

て
お

り
、
建
築

基
準

法
施

行
令

（
昭

和
２

５
 

 
 

年
政

令
第

３
３

８
号

）
第

１
３

６
条

の
３

第
４

項
に

よ
る

と
、
深

さ
１
．

５
メ

ー
ト

ル
 

 
 

以
上

の
掘
削

を
行

う
場

合
に

お
い

て
は

、
地
盤

が
崩
壊

す
る

お
そ

れ
が

な
い

と
き

、
及

 

 
 

び
周
辺

の
状

況
に

よ
り
危
害
防
止

上
支
障

が
な

い
と

き
を
除

き
、
山

留
め

を
設

け
な

け
 

 
 

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
し

か
し

な
が

ら
、

こ
れ

ら
の

工
事

の
一

部
に

お
い

て
、
掘
削

の
深

さ
が

１
．

５
メ

ー
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ご
と

に
遊
具

を
安

全
に
利

用
す

る
た

め
の
領
域

を
確
保

す
る

こ
と

と
し

、
遊
具

が
隣
接

す
る

場
合

の
安

全
領
域

の
重
複

条
件

が
示

さ
れ

て
い

る
。

 

し
か

し
な

が
ら

、
冥
加

公
園

に
お

い
て
更
新

し
た
砂

場
の

安
全
領
域

に
つ

い
て
み

た

と
こ
ろ

、
隣
接

す
る
遊
具

と
の
離
隔
距
離

が
約

４
０

セ
ン
チ
メ

ー
ト

ル
不
足

し
て

い
る

こ
と

が
判

明
し

た
。

 

遊
具

を
配

置
す

る
に

当
た

り
、

設
計

者
及

び
監

督
員

は
、
個
々

の
遊
具

の
安

全
領
域

に
つ

い
て
離
隔
距
離

を
十

分
に

確
認

さ
れ

た
い

。
 

（
工

事
番

号
６

）
（

川
崎

区
役

所
道

路
公

園
セ

ン
タ

ー
整

備
課

）
 

（
３

）
コ

ン
ク
リ

ー
ト

工
事

の
施

工
管

理
を

適
切

に
行

う
べ

き
も

の
 

渋
川

整
備

工
事

は
、
環
境

整
備

の
一
環

と
し

て
既
存
擁
壁

等
の

改
修

を
行

う
も

の
で

あ
る

。
 

こ
の

う
ち

、
コ

ン
ク
リ

ー
ト

の
品
質

管
理

の
た

め
に

行
う
圧
縮
強

度
試
験

に
つ

い
て

み
た

と
こ
ろ

、
川

崎
市
土
木

工
事

施
工

管
理

基
準

（
以

下
「

施
工

管
理

基
準

」
と

い
う

。

）
に

定
め

る
川

崎
市
土
木

工
事
試
験

実
施

要
領

（
以

下
「
試
験

実
施

要
領

」
と

い
う

。

）
に

よ
る

と
、
圧
縮
強

度
試
験

は
、

公
的
試
験
機

関
に

お
い

て
実

施
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

が
、

そ
れ

以
外

の
機

関
で

行
わ

れ
て

い
た

。
 

こ
れ

は
、

施
工

管
理

基
準

及
び
試
験

実
施

要
領

の
内

容
に

つ
い

て
、

監
督

員
は

確
認

し
て

い
た

が
、

施
工

計
画

書
へ

の
記
載

等
の

協
議
不
足

に
よ

る
も

の
で

あ
る

。
 

コ
ン
ク
リ

ー
ト

工
事

の
施

工
管

理
に

当
た

り
、

監
督

員
は

、
品
質

管
理

が
適

切
に

行

わ
れ

る
よ

う
、
試
験
機

関
に

つ
い

て
施

工
計

画
書
へ

の
記
載

等
を

十
分

に
指
導

し
、
試

験
実

施
要
領

で
定

め
る
試
験
機

関
で
試
験

を
行

わ
せ

る
こ

と
を
徹
底

さ
れ

た
い

。
 

（
工

事
番

号
２

０
）

（
中
原

区
役

所
道

路
公

園
セ

ン
タ

ー
整

備
課

）
 

（
４

）
移
動
式
ク
レ

ー
ン

の
安

全
管

理
を
徹
底

す
べ

き
も

の
 

 
 

 
高
津

区
内
平
瀬

川
河
床
洗
掘

対
策

工
事

は
、
河
床

に
大
型
土

の
う

を
設

置
す

る
こ

と
 

 
 

に
よ

り
既
存
護
岸

の
洗
掘

を
防
止

す
る

工
事

で
あ

る
。

 

 
 

 
こ

の
う

ち
、

施
工

管
理

の
安

全
対
策

に
つ

い
て
み

た
と

こ
ろ

、
ク
レ

ー
ン

等
安

全
規
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公
共

的
施

設
の

整
備

に
当

た
り

、
設

計
者

及
び

監
督

員
は

、
バ
リ

ア
フ
リ

ー
対
応

を

十
分

に
意
識

し
、
誰

も
が

安
全

か
つ
快

適
に
利

用
で

き
る

施
設

の
設

計
及

び
施

工
管

理

を
行

わ
れ

た
い

。
 

（
工

事
番

号
２

８
）

（
高
津

区
役

所
道

路
公

園
セ

ン
タ

ー
整

備
課

）
 

（
工

事
番

号
５

５
）

（
麻
生

区
役

所
道

路
公

園
セ

ン
タ

ー
整

備
課

）
 

（
７

）
廃
棄
物

の
処

理
に

つ
い

て
施

工
管

理
を

適
切

に
行

う
べ

き
も

の
 

小
台

公
園

整
備

工
事

は
、
遊
具

や
園

路
等

を
整

備
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

こ
の

う
ち

、
廃
棄
物

の
処

理
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
廃
棄
物

の
処

理
及

び
清
掃

に

関
す

る
法
律

（
昭

和
４

５
年

法
律

第
１

３
７

号
）

（
以

下
「
廃
掃

法
」

と
い

う
。

）
第

２
１

条
の

３
第

１
項

に
よ

る
と

、
建

設
工

事
に

お
い

て
は
元
請

業
者

が
排

出
事

業
者

と

さ
れ

、
廃
掃

法
第

３
条

第
１

項
に

よ
る

と
、

そ
の

事
業
活
動

に
伴

っ
て
生
じ

た
廃
棄
物

を
自

ら
の
責
任

に
お

い
て

適
正

に
処

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

が
、

一

部
の
樹
木

の
伐
採
処

分
に

お
い

て
、
請
負

者
が
自

ら
の
責
任

に
お

い
て
処

理
し

て
い

る

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

。
 

廃
棄
物
処

理
の

施
工

管
理

に
当

た
り

、
監

督
員

は
、

関
係

法
令

等
を
遵
守

し
、
処

理

状
況

を
適

切
に

確
認

さ
れ

た
い

。
 

（
工

事
番

号
３

８
）

（
宮

前
区

役
所

道
路

公
園

セ
ン

タ
ー

整
備
課

）
 

（
８

）
そ

の
他

改
善

を
要

す
る

も
の

 

改
善

措
置

を
要

す
る

も
の

の
う

ち
軽
易

な
事

項
で

あ
る

が
、

適
正

に
執

行
す
べ

き
も

の
が

あ
っ

た
。

そ
の
概

要
は

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

ア
 
 
廃
棄
物

の
処

理
に

つ
い

て
施

工
管

理
を

適
切

に
行

う
べ

き
も

の
 

廃
棄
物

の
処

分
は

適
切

に
行

わ
れ

て
い

た
も

の
の

、
排

出
事

業
者

で
あ

る
請
負

者

に
運
搬

等
を

行
わ
せ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

（
工

事
番

号
１

）
（

川
崎

区
役

所
道

路
公

園
セ

ン
タ

ー
整

備
課

）
 

（
工

事
番

号
２

２
）

（
中
原

区
役

所
道

路
公

園
セ

ン
タ

ー
整

備
課

）
 

イ
 

契
約
不

適
合
責
任

期
限

を
適

切
に

設
定

す
べ

き
も

の
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ト
ル

を
超
え

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
土

留
工

に
よ

る
安

全
対
策

を
施

し
て

い
な

か

っ
た

。
 

掘
削

時
の

施
工

管
理

に
当

た
り

、
監

督
員

は
、

事
故

の
未
然
防
止

に
努

め
る

よ
う

、

請
負

者
と
必

要
な

協
議

を
行

う
と

と
も

に
、
請
負

者
に

対
し

て
安

全
管

理
の
徹
底

に
つ

い
て
指
導

さ
れ

た
い

。
 

（
工

事
番

号
２

８
）

（
高
津

区
役

所
道

路
公

園
セ

ン
タ

ー
整

備
課

）
 

（
工

事
番

号
３

８
）

（
宮

前
区

役
所

道
路

公
園

セ
ン

タ
ー

整
備
課

）
 

（
６

）
バ
リ

ア
フ
リ

ー
に

対
応

し
た

施
設

の
整

備
を

行
う
べ

き
も

の
 

橘
公

園
整

備
工

事
は

、
ソ

ー
ラ

ー
照

明
灯

、
園

路
や

駐
車

場
等

の
整

備
を

行
う

も
の

、

柿
生
学

園
駐
車

場
・

運
動

場
舗
装
補

修
（
打
換

）
工

事
（

以
下

「
柿
生
学

園
舗
装

工
事

」
と

い
う

。
）

は
、

駐
車

場
及

び
運
動

場
の

修
繕

を
行

う
も

の
で

あ
る

。
 

橘
公

園
整

備
工

事
に

お
い

て
、

園
路

の
階
段

に
係

る
バ
リ

ア
フ
リ

ー
対
応

に
つ

い
て

み
た

と
こ
ろ

、
整

備
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
よ

る
と

、
階
段

前
に
敷

設
す

る
視
覚
障
害

者
誘
導

ブ
ロ
ッ
ク

の
位

置
は

、
階
段

の
上
端

及
び

下
端

か
ら

３
０

セ
ン
チ
メ

ー
ト

ル
程

度
離

れ

た
箇

所
と

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

お
り

、
高
齢

者
、
障
害

者
等

の
移
動

等
の

円
滑
化

の
促
進

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（
平

成
１

８
年
政

令
第

３
７
９

号
）

第
１

２
条

第
３

号
に

よ
る

と
、
踏
面

の
端

部
は

、
そ

の
周

囲
の

部
分

と
の
色

の
明

度
、
色
相
又

は

彩
度

の
差

を
大

き
く

す
る

こ
と

に
よ

り
、
階
段

を
容
易

に
識

別
で

き
る

も
の

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
い
ず

れ
の
規

定
も
階
段

を
踏
み
外

さ
な

い
よ

う
に

す

る
た

め
の

も
の

で
あ

る
が

、
園

路
の
階
段

整
備

に
お

い
て

、
規

定
に

適
合

し
て

い
な

い

箇
所

が
あ

っ
た

。
 

ま
た

、
柿
生
学

園
舗
装

工
事

に
お

い
て

、
駐
車

場
に

係
る
バ
リ

ア
フ
リ

ー
対
応

に
つ

い
て
み

た
と

こ
ろ

、
整

備
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
よ

る
と

、
社
会

福
祉

施
設

に
つ

い
て

は
、

駐

車
台

数
が

１
０

０
台

以
下

の
も

の
に

あ
っ

て
は

１
以

上
の
車
椅
子
使

用
者

用
駐
車

施
設

を
設

け
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

も
の

の
、

こ
の

設
置

が
な

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

。
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別
表

第
１

 
監

査
実

施
状

況
 

 
 

 

対
象

区
 

監
査

の
範

囲
 

監
査

実
施

工
事

等
 

件
数

 
契

約
金
額

（
千
円

) 
件

数
 

契
約
金
額

(千
円

) 
川

崎
区

役
所

 
道

路
公

園
セ

ン
タ

ー
 

工
 

 
事
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1,

74
8,

58
2 

 
7 

35
7,

20
3 

業
務

委
託

 
7 

30
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4,
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幸
区

役
所

 
道

路
公

園
セ

ン
タ
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工
 

 
事
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6,
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3 
7 
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8,
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9 

業
務

委
託
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1 

1,
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中

原
区

役
所

 
道

路
公

園
セ

ン
タ

ー
 

道
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園

セ
ン

タ
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工
 

 
事

 
75

 
1,
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19
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業

務
委

託
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1 
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高
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区
役

所
 

道
路

公
園

セ
ン

タ
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工
 

 
事
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8 
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業

務
委

託
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1 
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64
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役
所

 
道

路
公

園
セ
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タ
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事
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役
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公
園
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2,
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務
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14

,8
02

 
麻

生
区

役
所

 
道

路
公
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セ
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タ
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59
0 
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引
渡

書
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お
い

て
契

約
不

適
合
責
任
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限

が
適
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設
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れ

て
い
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か
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事
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事
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備
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号
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９
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セ
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タ
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整
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工
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番
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３
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５
５
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麻
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区
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セ
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タ
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整

備
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当
初

契
約

金
額
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)
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終

契
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金
額
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)
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事

番
号
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名
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行
場

所
概

　
　

　
要

請
　

 負
　

 者
又

は
受

託
者

契
約

方
法

契
約

年
月

日
完

成
年

月
日
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別

1
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2
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0
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0
0

6
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9
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2
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0
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2
,0
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2
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2
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9
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6
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8
1
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0

1
6
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9
7
,6
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0

1
6
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0
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0

1
6
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9
3
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0

1
6
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0
4
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0
0

1
7
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7
8
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0

1
9
9
,8

1
5
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0

2
4
4
,8

8
7
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0

2
,7

8
3
,0

0
0

3
,2

2
9
,6

0
0

8
4
,3

8
1
,0

0
0

8
5
,8

9
3
,5

0
0

1
5
8
,1

5
8
,0

0
0

1
6
2
,6

0
9
,7

0
0

4
,3

0
1
,0

0
0

6
,0

5
0
,0

0
0

1
6

南
加

瀬
け

や
き

公
園

ほ
か

測
量

業
務

委
託

川
崎

市
幸

区
南

加
瀬

４
丁

目
３

５
－

４
ほ

か
任

意
基

準
点

測
量

　
N

=
4
点

現
地

測
量

　
A

=
0
.0

0
2
㎞

2
(株

)サ
ン

測
量

指
名

競
争

R
3
.9

.2
2

R
3
.1

2
.1

幸
区

1
7

市
道

中
原

８
号

線
舗

装
道

補
修

（
歩

道
透

水
性

）
工

事
川

崎
市

中
原

区
今

井
南

町
２

０
番

地
先

工
事

延
長

　
L
=
2
2
4
m

道
路

幅
員
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=
1
.0

5
～

1
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7
m

表
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=
1
8
0
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2
　

歩
車

道
境

界
ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
(A

)L
=
1
.2

m
　

他

藤
光

建
設

(株
)

指
名

競
争

R
2
.8

.7
R
2
.1

2
.7

中
原

区

1
8

向
河

原
駅

前
踏

切
迂

回
路

整
備

工
事

川
崎

市
中

原
区

中
丸

子
３

７
８

番
地

先

工
事

延
長

　
L
=
2
7
m

道
路

幅
員

　
W

=
4
.0

～
8
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歩

道
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=
1
0
m

2
ﾌ
ﾟﾚ

ｷ
ｬ
ｽ
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型
側
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=
6
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先
境

界
ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
 L

=
2
5
6
m

　
他

(有
)一

興
業

一
般

競
争

R
2
.1

0
.1

9
R
3
.3

.3

1
9

市
道

今
井

仲
町

１
号

線
道

路
補

修
（
打

換
）
工

事
川

崎
市

中
原

区
今

井
仲

町
４

番
地

先

工
事

延
長

　
L
=
4
8
7
.7

m
道

路
幅

員
　

W
=
5
.0

～
1
1
.2

m
表

層
 A

=
2
,8

6
0
m

2
歩

車
道

境
界

ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
(A

)L
=
6
7
m

他

(株
)佐

藤
工

務
店

一
般

競
争

R
2
.6

.3
0

R
2
.1

1
.2

6

2
0

渋
川

整
備

工
事

川
崎

市
中

原
区

木
月

４
丁

目
１

８
番

地
先

工
事

延
長

（
右

岸
）
　

L
=
1
2
3
.3

m
矢

板
化

粧
ﾊ

ﾟﾈ
ﾙ

 A
=
1
0
6
m

2
化

粧
ﾊ

ﾟﾈ
ﾙ

(A
)L

=
1
0
3
m

化
粧

ﾊ
ﾟﾈ

ﾙ
(B

)L
=
1
0
3
m

　
他

(株
)眞

和
一

般
競

争
R
3
.2

.1
9

R
3
.6

.9

2
1

ガ
ス

橋
橋

り
ょ

う
長

寿
命

化
修

繕
工

事
川

崎
市

中
原

区
上

平
間

３
７

８
番

地
先

鋼
板

当
て

板
補

強
A

 N
=
1
6
箇

所
鋼

板
当

て
板

補
強

B
 N

=
1
6
箇

所
下

ﾌ
ﾗ
ﾝ

ｼ
ﾞ補

強
 N

=
2
4
箇

所

長
栄

興
業

(株
)

一
般

競
争

R
3
.1

.2
2

R
4
.1

.2
8

2
2

元
住

吉
駅

周
辺

自
転

車
等

駐
車

場
第

２
施

設
補

修
工

事
川

崎
市

中
原

区
木

月
２

丁
目

１
番

地
先

薄
層

カ
ラ

ー
舗

装
　

A
=
4
8
m

2
フ

ェ
ン

ス
　

L
=
3
1
.9

m
塗

装
　

A
=
2
3
0
m

2
　

他

(株
)コ

ク
サ

イ
テ

ク
ノ

一
般

競
争

R
3
.1

.2
2

R
3
.9

.2
1

2
3

上
小

田
中

西
公

園
ほ

か
遊

具
更

新
工

事

川
崎

市
中

原
区

上
小

田
中

３
丁

目
２

９
－

１
９

ほ
か

４
箇

所
遊

具
設

置
工

(株
)重

田
組

一
般

競
争

R
3
.1

2
.2

0
R
4
.3

.2
9

2
4

ガ
ス

橋
橋

り
ょ

う
長

寿
命

化
修

繕
設

計
委

託
川

崎
市

中
原

区
上

平
間

３
７

８
番

地
先

歩
道

部
補

修
設

計
　

1
式

施
工

計
画

作
成

　
1
式

関
係

機
関

協
議

　
1
式

　
他

(株
)ア

ジ
ア

共
同

設
計

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト

一
般

競
争

R
2
.1

2
.7

R
4
.3

.2
4

2
5

高
津

区
内

平
瀬

川
河

床
洗

掘
対

策
工

事
川

崎
市

高
津

区
上

作
延

４
３

９
－

３
番

地
先

工
事

延
長

　
L
=
1
6
0
m

施
工

幅
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=
1
3
.5

m
河

川
内

除
草

A
=
1
5
0
m

2
河

川
内

敷
均

し
A

=
3
0
6
m

2
　

他

深
谷

建
設

(株
)

一
般

競
争

R
2
.5

.1
9

R
2
.9

.3
0

高
津

区

2
6

高
津

区
内

平
瀬

川
浸

水
対
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（
護

岸
改

良
）
工

事
川

崎
市

高
津

区
久

地
２

丁
目

３
番

地
先

護
岸

補
修

工
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1
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ﾊ
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8
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設

(株
)横

浜
営

業
所

随
意

契
約

R
2
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3
.3
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3
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津

区
内

公
園

施
設

補
修
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急
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川
崎
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津
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役
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公
園
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修
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1
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園
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設
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整
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崎
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区
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５
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1
式
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園
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3
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高
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区
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土
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競
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整
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工

事
川

崎
市
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２
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式

他

(株
)佐

野
建

設
一

般
競

争
R
2
.6

.2
9

R
3
.3

.2
6

4
キ

ン
グ

ス
カ

イ
フ

ロ
ン

ト
エ

ン
ト

ラ
ン

ス
部

整
備

工
事

川
崎

市
川

崎
区

殿
町

３
丁

目
２

５
番

地
先

施
工

延
長

5
5
m

施
工

幅
 4

.8
m

～
3
0
m

電
気

設
備

 1
式

　
他

(株
)佐

野
建

設
一

般
競

争
R
3
.3

.2
R
3
.1

0
.6

5
川

崎
区

内
公

園
施

設
補

修
（
緊

急
）
工

事

川
崎

市
川

崎
区

役
所

道
路

公
園

セ
ン

タ
ー

管
内

緊
急

補
修

工
　

Ｎ
=
1
式

ダ
イ

シ
造

園
(株

)
指

名
競

争
R
3
.4

.1
R
3
.1

1
.3

0

6
藤

崎
つ

つ
じ

公
園

ほ
か

遊
具

更
新

工
事

川
崎

市
川

崎
区

藤
崎

３
丁

目
１

－
４

ほ
か

１
１

箇
所

公
園

土
工

　
N

=
１

式
園

路
広

場
整

備
工

　
N

=
１

式
遊

戯
施

設
整

備
工

　
N

=
１

式
他

川
崎

緑
土

(株
)

一
般

競
争

R
3
.9

.2
8

R
4
.3

.1
7

7
主

要
地

方
道

東
京

大
師

横
浜

舗
装

道
補

修
（
切

削
）
工

事

川
崎

市
川

崎
区

浅
田

２
丁

目
１

８
番

地
先

工
事

延
長

　
L
=
3
,6

2
2
.5

m
道

路
幅

員
　

W
=
3
.6

～
1
7
.0

ｍ
排

水
性

ア
ス

フ
ァ

ル
ト
舗

装
(A

)
A

=
3
4
,0

0
0
m

2
　

他

河
合

土
木

(株
)

一
般

競
争

R
3
.1

2
.1

0
R
4
.3

.2
5

8
県

道
扇

町
川

崎
停

車
場

道
路

擁
壁

補
修

詳
細

設
計

委
託

川
崎

市
川

崎
区

浅
野

町
１

番
地

先
道

路
擁

壁
補

修
詳

細
設

計
　

1
式

(株
)ア

ジ
ア

共
同

設
計

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト

指
名

競
争

R
2
.1

2
.2

5
R
4
.3

.2
5

9
幸

区
内

公
園

施
設

補
修

（
緊

急
そ

の
２

）
工

事

川
崎

市
幸

区
役

所
道

路
公

園
セ

ン
タ

ー
管

内

ﾒ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾌ
ｪ
ﾝ

ｽ
設

置
　

　
　

L
=
1
6
6
ｍ

公
園

緑
地

調
査

出
動

　
N

=
1
回

公
園

緑
地

緊
急

出
動

ダ
イ

シ
造

園
(株

)
指

名
競

争
R
2
.1

1
.1

0
R
3
.3

.2
6

幸
区

1
0

小
倉

跨
線

橋
橋

り
ょ

う
長

寿
命

化
修

繕
工

事
川

崎
市

幸
区

新
小

倉
１

番
地

先

工
事

延
長

　
L
=
2
1
1
m

道
路

幅
員

　
W

=
1
2
.5

m
転

落
物

等
防

止
柵

(A
)　

L
=
4
0
5
m

排
水

管
工

　
N

=
1
式

断
面

修
復

工
　

N
=
1
式

(株
)道

建
一

般
競

争
R
2
.1

0
.2

R
3
.3

.1
0

1
1

幸
区

内
主

要
地

方
道

鶴
見

溝
ノ

口
舗

装
道

補
修

（
歩

道
透

水
性

）
工

事

川
崎

市
幸

区
南

加
瀬

３
丁

目
３

２
番

地
先

工
事

延
長

　
L
=
6
5
5
m

道
路

幅
員

　
W

=
1
9
.8

～
2
4
.0

ｍ
舗

装
A

　
A

=
1
6
2
4
m

2
歩

車
道

境
界

ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
　

L
=
6
.6

m
 他

幸
伸

工
業

(株
)

一
般

競
争

R
2
.9

.8
R
3
.2

.1
9

1
2

市
道

古
市

場
矢

上
線

道
路

擁
壁

補
修

工
事

川
崎

市
幸

区
北

加
瀬

１
丁

目
５

番
地

先

工
事

延
長

　
L
=
1
,4

1
6
m

道
路

幅
員

　
W

=
2
1
.8

～
3
1
.8

m
表

面
被

覆
 A

=
1
,4

0
5
m

2
　

他

宝
建

工
業

(株
)

一
般

競
争

R
2
.1

2
.2

R
3
.5

.1
9

1
3

市
道

河
原

町
２

号
線

道
路

補
修

（
歩

道
透

水
性

）
工

事
川

崎
市

幸
区

遠
藤

町
５

５
番

２
先

他
２

箇
所

【
第

1
工

区
】

工
事

延
長

L
=
1
4
4
.5

m
道

路
幅

員
W

=
1
2
m

表
層

(A
)A

=
1
9
5
m

2
　

他

(株
)コ

ン
フ

ァ
ッ

ク
ス

指
名

競
争

R
3
.4

.7
R
3
.8

.2
5

1
4

御
幸

公
園

防
球

ネ
ッ

ト
整

備
工

事
川

崎
市

幸
区

東
古

市
場

１
工

事
延

長
　

L
=
4
4
.8

m
防

球
ﾈ

ｯ
ﾄ 

　
N

=
1
式

大
道

産
業

(株
)

一
般

競
争

R
3
.1

2
.1

4
R
4
.3

.2
4

1
5

幸
区

内
主

要
地

方
道

鶴
見

溝
ノ

口
舗

装
道

補
修

（
歩

道
透

水
性

）
工

事

川
崎

市
幸

区
南

加
瀬

２
丁

目
８

番
地

先

工
事

延
長

　
L
=
8
6
5
.1

m
道

路
幅

員
　

W
=
2
4
m

舗
装

A
　

A
=
2
4
2
0
m

2
視

覚
障

害
者

誘
導

用
シ

ー
ト

L
=
1
9
m

他

(株
)重

田
組

一
般

競
争

R
3
.1

1
.2

2
R
4
.3

.1
5
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当
初

契
約

金
額

(円
)

最
終

契
約

金
額

(円
)

工
事

番
号

件
　

　
　

名
履

行
場

所
概

　
　

　
要

請
　

 負
　

 者
又

は
受

託
者

契
約

方
法

契
約

年
月

日
完

成
年

月
日

区
別

1
0
,9

8
9
,0

0
0

1
3
,4

7
1
,7

0
0

7
,8

7
6
,0

0
0

1
0
,8

2
4
,0

0
0

4
6
,3

9
8
,0

0
0

同
上 6
7
,9

3
6
,0

0
0

6
8
,4

1
3
,4

0
0

6
2
,1

5
0
,0

0
0

6
2
,5

2
8
,4

0
0

1
4
,8

0
2
,4

8
0

2
0
,9

9
5
,7

0
0

6
,6

4
4
,0

0
0

同
上 3
1
,1

3
0
,0

0
0

2
8
,4

1
9
,6

0
0

8
6
,4

8
2
,0

0
0

8
8
,1

7
0
,5

0
0

7
,7

4
4
,0

0
0

8
,3

1
9
,3

0
0

1
3
,2

7
7
,0

0
0

1
3
,6

1
0
,3

0
0

1
8
,6

7
8
,0

0
0

1
9
,2

0
7
,1

0
0

3
5
,9

2
6
,0

0
0

3
6
,2

8
0
,2

0
0

4
4
,8

9
1
,0

0
0

4
5
,2

7
7
,1

0
0

3
,5

9
0
,4

0
0

4
,9

1
0
,4

0
0

4
8

4
6

市
道

長
沢

７
１

号
線

道
路

改
良

工
事

川
崎

市
多

摩
区

長
沢

３
丁

目
１

５
番

地
先

工
事

延
長

 L
=
7
3
.2

m
計

画
幅

員
 W

=
2
.5

～
4
.0

m
プ

レ
キ

ャ
ス

ト
ガ

ー
ド

レ
ー

ル
基

礎
L
=
4
4
m

　
他

(株
)美

栄
工

業
一

般
競

争
R
3
.2

.3
R
3
.8

.2
3

4
7

南
生

田
公

園
ほ

か
管

理
柵

更
新

工
事

川
崎

市
多

摩
区

南
生

田
１

－
８

ほ
か

管
理

施
設

整
備

工
　

N
=
1
式

構
造

物
撤

去
工

　
N

=
1
式

公
園

施
設

等
撤

去
・
移

設
工

N
=
1
式

(株
)三

秀
指

名
競

争

川
崎

市
多

摩
区

宿
河

原
６

丁
目

１
５

番
地

先

遊
歩

道
設

置
(A

) 
A

=
1
0
8
m

2
遊

歩
道

設
置

(B
) 
A

=
3
4
m

2
遊

歩
道

設
置

(C
)A

=
2
8
m

2
遊

歩
道

設
置

(D
)A

=
1
2
2
m

2
　

他

(株
)幸

栄
工

業
一

般
競

争
R
3
.1

1
.2

5

多
摩

区

R
3
.1

2
.2

1
R
4
.3

.1
4

R
4
.3

.3
1

R
3
.3

.2
4
9

多
摩

区
内

市
道

子
母

口
宿

河
原

線
道

路
擁

壁
補

修
工

事

川
崎

市
多

摩
区

長
尾

２
丁

目
８

番
地

先

工
事

延
長

 L
=
2
8
.8

m
道

路
幅

員
 W

=
1
3
.0

m
背

面
排

水
材

 L
=
1
9
7
m

ﾌ
ﾟﾚ

ｷ
ｬ
ｽ
ﾄｺ

ﾝ
ｸ
ﾘｰ

ﾄ板
A

 N
=
1
6
枚

他

(株
)三

秀
一

般
競

争
R
3
.6

.2
8

二
ヶ

領
用

水
（
宿

河
原

線
）
親

水
施

設
改

良
工

事

5
0

上
河

原
頭

首
工

ゲ
ー

ト
（
引

上
式

）
手

動
装

置
補

修
・
制

限
開

閉
器

交
換

工
事

川
崎

市
多

摩
区

布
田

地
内

手
動

装
置

 架
台

・
補

修
　

N
=
2
基

（
右

岸
 N

=
1
基

、
左

岸
 N

=
1
基

）
制

限
開

閉
器

交
換

　
N

=
6
基

（
右

岸
 N

=
3
基

、
左

岸
 N

=
3
基

）

日
立

造
船

(株
)東

京
本

社

随
意

契
約

R
3
.5

.3
1

R
4
.3

.1
4

5
1

生
田

根
岸

跨
線

橋
（
本

線
）

橋
り

ょ
う

長
寿

命
化

修
繕

設
計

委
託

川
崎

市
多

摩
区

枡
形

４
丁

目
８

番
地

先

橋
長

 L
=
3
2
.0

m
総

幅
員

 W
=
1
8
.9

～
2
1
.9

m
橋

り
ょ

う
修

繕
設

計
 N

=
1
式

現
地

測
量

 N
=
1
式

(株
)セ

リ
オ

ス
東

京
支

店
一

般
競

争

5
4

R
2
.9

.8
R
4
.3

.1
8

5
2

む
じ

な
が

池
公

園
斜

面
対

策
工

事
川

崎
市

麻
生

区
白

山
４

丁
目

６
ﾕ

ﾆ
ｯ
ﾄﾈ

ｯ
ﾄA

=
8
8
m

２
(株

)横
山

造
園

指
名

競
争

R
2
.9

.2
3

5
3

高
石

橋
橋

り
ょ

う
長

寿
命

化
修

繕
工

事
川

崎
市

麻
生

区
百

合
丘

１
丁

目
２

２
番

地

橋
長

 L
=
3
2
.8

m
総

幅
員

 W
=
8
.5

2
m

ひ
び

割
れ

補
修

工
 N

=
1
式

断
面

補
修

工
 N

=
1
式

　
他

(株
)フ

ジ
タ

横
浜

支
店

一
般

競
争

川
崎

市
麻

生
区

役
所

道
路

公
園

セ
ン

タ
ー

管
内

除
草

A
=
1
7
5
7
9
m

2
掘

削
A

=
3
7
8
5
m

3
(株

)藤
木

工
業

一
般

競
争

R
2
.7

.1
3

麻
生

区

R
2
.8

.2
6

R
3
.2

.1
5

R
2
.1

1
.3

0

R
3
.3

.2
5

5
5

柿
生

学
園

駐
車

場
・
運

動
場

舗
装

補
修

（
打

換
）
工

事
川

崎
市

麻
生

区
五

力
田

２
丁

目
２

０
番

地

不
陸

整
正

A
=
4
3
0
m

2
視

覚
障

害
者

誘
導

用
ブ

ロ
ッ

ク
A

=
1
.3

m
2
　

他

北
條

建
設

(株
)

指
名

競
争

R
3
.1

2
.7

R
4
.2

.2
4

麻
生

区
内

調
整

池
堆

積
土

浚
渫

工
事

5
6

片
平

公
園

改
修

（
そ

の
２

）
工

事
川

崎
市

麻
生

区
片

平
５

丁
目

２
７

－
１

雨
水

排
水

設
備

工
　

N
＝

1
式

園
路

広
場

整
備

工
　

N
＝

1
式

　
他

麻
生

建
設

(株
)

一
般

競
争

R
3
.1

1
.2

9
R
4
.3

.1
5

5
7

麻
生

区
内

市
道

尻
手

黒
川

線
舗

装
道

補
修

（
切

削
）
工

事

川
崎

市
麻

生
区

上
麻

生
４

丁
目

４
番

地
先

工
事

延
長

 L
=
2
0
5
.7

m
道

路
幅

員
 W

=
6
.0

～
9
.0

m
切

削
ｵ

ｰ
ﾊ

ﾞｰ
ﾚ
ｲ
 A

=
1
,8

8
0
m

2
薄

層
ｶ
ﾗ
ｰ

舗
装

(A
) 
A

=
3
0
5
m

2
他

(株
)Ｉ

Ｂ
Ｆ

一
般

競
争

R
3
.1

1
.1

R
4
.2

.1
5

5
8

市
道

東
百

合
丘

１
０

２
号

線
歩

道
設

置
（
改

築
）
及

び
道

路
補

修
（
歩

道
透

水
性

）
工

事

川
崎

市
麻

生
区

東
百

合
丘

４
丁

目
２

８
番

地
先

工
事

延
長

 L
=
1
8
3
..
6
m

道
路

幅
員

 W
=
2
.1

～
3
.1

m
歩

道
舗

装
A

=
3
4
9
m

2
車

道
舗

装
A

=
5
7
m

2
L
型

側
溝

L
=
1
9
4
m

　
他

(株
)幸

栄
工

業
一

般
競

争
R
3
.1

1
.1

5
R
4
.3

.1
8

5
9

千
代

ヶ
丘

５
丁

目
公

園
ほ

か
遊

具
更

新
工

事
川

崎
市

麻
生

区
千

代
ヶ

丘
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人 事 委 員 会 規 則

　川崎市職員の定年に係る勤務延長の手続に関する規則

の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和５年３月２日

 川崎市人事委員会　　　　　　　　　　

 委員長　魚　津　利　興　　

川崎市人事委員会規則第２号

　　　川崎市職員の定年に係る勤務延長の手続に

　　　関する規則の一部を改正する規則

　川崎市職員の定年に係る勤務延長の手続に関する規則

（昭和60年川崎市人委規則第２号）の一部を次のように

改正する。

　題名を次のように改める。

　　　川崎市職員の定年等に関する規則

　第１条中「第４条第５項の規定に基づき、職員の定年

に係る勤務延長（条例第４条第１項の規定により職員を

引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。）の手続」

を「の施行」に改める。

　第２条第３項中「により勤務している職員を特別な事

情により他の職へ異動させる必要がある場合には、あら

かじめ人事委員会の承認を得なければならない。」を「を

行った職員を、法令の改廃による組織の変更等により、

勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその

職務の主たる内容とする職に異動させることができる。」

に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項中「による

申請書」を削り、「前項」を「第２項」に改め、同項を

同条第４項とし、同条第１項中「条例第４条第３項の規

定による」を削り、「又は」を「及び」に改め、「におけ

る」の次に「条例第４条第３項に規定する」を加え、「に

ついて」を削り、同項を同条第２項とし、同項の次に次

の１項を加える。

３ 　条例第４条第１項ただし書の規定による勤務延長に

係る人事委員会の承認の申請は、人事委員会が別に定

める様式によって行うものとする。この場合におい

て、当該申請書には、前項の職員の同意を得たことを

証する書面を添付するものとする。

　第２条に第１項として次の１項を加える。

　 　任命権者は、勤務延長（条例第４条第１項の規定に

より引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。）

を行う場合及び勤務延長の期限（同項の期限又は同条

第２項の規定により延長された期限をいう。以下同

じ。）を延長する場合には、職員に対し、その旨を明

示した辞令又は通知書（以下、「辞令等」という。）を

交付するものとする。同条第４項の規定により勤務延

長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

　第３条を削る。

　第４条の見出し中「報告」を「勤務延長に係る状況の

報告」に改め、同条中「任命権者は、」の次に「毎年」

を、「延長」の次に「（条例第４条第１項ただし書の規定

による人事委員会の承認を得たものを除く。）の事由及

び期限」を加え、同条に次の１項を加える。

２ 　任命権者は、前条第５項の規定による異動を行った

場合には、速やかに当該異動の内容を人事委員会に報

告しなければならない。

　第４条を第３条とする。

　第５条を第８条とし、第３条の次に次の４条を加える。

　（管理監督職への任用の制限の特例）

第 ４条　任命権者は、条例第９条各項の規定により異動

期間を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示

した辞令等を交付するものとする。異動期間の期限を

繰り上げる場合も、同様とする。

２ 　条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって

行うものとする。

３ 　条例第９条第２項又は第４項に規定する人事委員会

の承認の申請は、人事委員会が別に定める様式によっ

て行うものとする。この場合において、当該申請書に

は、前項の職員の同意を得たことを証する書面を添付

するものとする。

４ 　条例第９条第３項に規定する人事委員会規則で定め

る管理監督職は、次の各号に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める職とする。

　⑴ 　校長の特定管理監督職群　市立学校の校長の職

　⑵ 　教頭の特定管理監督職群　市立学校の副校長及び

教頭の職

　（延長した異動期間の期限の繰上げ）

第 ５条　任命権者は、条例第９条第１項又は第２項の規

定により異動期間を延長した場合において、当該異動

期間の末日の到来前に同条第４項の規定を適用しよう

とするときは、当該異動期間の期限を繰り上げること

ができる。

（異動期間の延長に係る状況の報告）

第 ６条　任命権者は、毎年５月末日までに、前年の４月

２日からその年の４月１日までの間に条例第９条第１

項及び第３項の規定により異動期間が延長された管理

監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況

を人事委員会に報告しなければならない。

　（定年前再任用）

第 ７条　条例第12条及び第13条の人事委員会規則で定め

る情報は、定年前再任用（条例第12条又は第13条の規

定により採用することをいう。以下この条において同

じ。）をされることを希望する者についての次に掲げ

る情報とする。

　⑴ 　人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基
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づく従前の勤務実績

　⑵ 　定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる

経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の

職務遂行上必要な事項

２ 　任命権者は、定年前再任用を行う場合には、職員に

対し、その旨を明示した辞令等を交付するものとする。

　　附則第２項中「。以下「改正法」という。」を削る。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

　　（勤務延長に関する経過措置）

２ 　この規則による改正後の職員の定年等に関する規則

第２条及び第３条の規定は、職員の定年等に関する条

例の一部を改正する条例（令和４年川崎市条例第32

号。以下「改正条例」という。）附則第２項の規定に

よる勤務延長（改正条例による改正後の職員の定年等

に関する条例（昭和59年川崎市条例第38号。以下「新

条例」という。）第４条の規定により引き続いて勤務

させることをいう。）について準用する。

３ 　改正条例附則第３項の人事委員会規則で定める職

は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日（同項に規

定する基準日をいう。以下この項及び次項において同

じ。）の前日に設置されていたものとした場合におい

て、基準日における新条例定年（新条例第３条に規定

する定年をいう。以下この項及び次項において同じ。）

が基準日の前日における新条例定年（同日が令和５年

３月31日である場合には、改正条例による改正前の職

員の定年等に関する条例（次項において「旧条例」と

いう。）第３条に規定する定年）を超える職（当該職

に係る定年が新条例第３条に規定する定年である職に

限る。）とする。

　⑴ 　基準日以後に新たに設置された職

　⑵ 　基準日以後に組織の変更等により名称が変更され

た職

４ 　改正条例附則第３項の人事委員会規則で定める職員

は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されてい

たものとした場合において、同日における当該職に係

る新条例定年（同日が令和５年３月31日である場合に

は、旧条例第３条に規定する定年）に達している職員

とする。

　（暫定再任用）

５ 　改正条例附則第５項、第６項、第10項、第11項、第

13項、第14項、第16項及び第17項の人事委員会規則で

定める情報は、これらの規定に規定する者についての

次に掲げる情報とする。

　⑴ 　人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基

づく従前の勤務実績

　⑵ 　暫定再任用（改正条例附則第５項、第６項、第10

項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の

規定により採用することをいう。以下、この項及び

附則第７項において同じ。）を行う職の職務遂行に

必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用

を行う職の職務遂行上必要な事項

６ 　改正条例附則第９項又は改正条例第12項、第15項若

しくは第18項において準用する改正条例附則第９項に

規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。

７ 　任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附

則第７項若しくは改正条例附則第12項、第15項若しく

は第18項において準用する改正条例附則第７項の規定

により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨

を明示した辞令又は通知書を交付するものとする。

　 （改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める短時

間勤務の職、人事委員会規則で定める者及び定年前再

任用短時間勤務職員）

８ 　改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める短時

間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日

（同項に規定する基準日をいう。以下この項から附則

第10項までにおいて同じ。）の前日に設置されていた

ものとした場合において、基準日における定年相当年

齢（新条例第12条に規定する短時間勤務の職（以下こ

の項において「短時間勤務の職」という。）を占める

職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間

勤務の職と同様の職を占めているものとした場合にお

ける新条例第３条に規定する定年をいう。以下この項

から附則第10項までにおいて同じ。）が基準日の前日

における定年相当年齢を超える短時間勤務の職（当該

職に係る定年相当年齢が新条例第３条に規定する定年

であるものに限る。）とする。

　⑴ 　基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

　⑵ 　基準日以後に組織の変更等により名称が変更され

た短時間勤務の職

９ 　改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める者

は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されてい

たものとした場合において、同日における当該職に係

る定年相当年齢に達している者とする。

10 　改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める定年

前再任用短時間勤務職員は、附則第８項に規定する職

が基準日の前日に設置されていたものとした場合にお

いて、同日における当該職に係る定年相当年齢に達し

ている定年前再任用短時間勤務職員（同条に規定する

定年前再任用短時間勤務職員をいう。）とする。

　　　───────────────────

　川崎市職員の分限に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

　　令和５年３月２日

 川崎市人事委員会　　　　　　　　
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 委員長　魚　津　利　興　　

川崎市人事委員会規則第３号

　　　川崎市職員の分限に関する規則の一部を改

　　　正する規則

　川崎市職員の分限に関する規則（平成11年川崎市人事

委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

　附則に次の１項を加える。

　（条例附則第３項に規定する人事委員会規則で定める

通知）

３ 　川崎市職員の給与に関する条例（昭和32年川崎市条

例第29号）附則第33項の規定の適用を受ける職員に対

する条例附則第３項に規定する通知は、書面によって

行うものとする。

　　　附　則

　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を

改正する規則をここに公布する。

　　令和５年３月２日

 川崎市人事委員会　　　　　　　　

 委員長　魚　津　利　興　　

川崎市人事委員会規則第４号

　　　川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規

　　　則の一部を改正する規則

　川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（昭和46

年川崎市人事委員会規則第12号）の一部を次のように改

正する。

　第３条の２第１項中「第28条の５第１項」を「第22条

の４第１項」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

　　令和５年３月２日

 川崎市人事委員会　　　　　　　　

 委員長　魚　津　利　興　　

川崎市人事委員会規則第５号

　　　川崎市職員の給料等の支給に関する規則の

　　　一部を改正する規則

　川崎市職員の給料等の支給に関する規則（昭和46年川

崎市人事委員会規則第14号）の一部を次のように改正す

る。

　第１条の２第１項中「取消」を「取り消」に改める。

　第24条第１項中「第28条の５第１項」を「第22条の４

第１項」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の一

部を改正する規則をここに公布する。

　　令和５年３月２日

 川崎市人事委員会　　　　　　　　

 委員長　魚　津　利　興　　

川崎市人事委員会規則第６号

　　　川崎市職員の初任給調整手当の支給に関す

　　　る規則の一部を改正する規則

　川崎市職員の初任給調整手当の支給に関する規則（昭

和46年川崎市人事委員会規則第15号）の一部を次のよう

に改正する。

　附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行

期日）」を付し、附則に次の１項を加える。

　（条例附則第33項の規定の適用を受ける職員の初任給

調整手当の額）

２ 　条例附則第33項の規定の適用を受ける職員に対する

第４条の規定の適用については、当分の間、第４条第

１項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の

70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端数を生

じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端

数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとす

る。）」とする。

　　　附　則

　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市職員の管理職手当に関する規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

　　令和５年３月２日

 川崎市人事委員会　　　　　　　　

 委員長　魚　津　利　興　　

川崎市人事委員会規則第７号

　　　川崎市職員の管理職手当に関する規則の一

　　　部を改正する規則

　川崎市職員の管理職手当に関する規則（平成15年川崎

市人事委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

　第３条第２項中「第28条の５第１項」を「第22条の４

第１項」に改める。

　附則に次の１項を加える。

　（条例附則第33項の規定の適用を受ける職員の管理職

手当の額）

３ 　条例附則第33項の規定の適用を受ける職員に対する

第３条各項の規定の適用については、当分の間、同条

第１項各号中「定める額」とあるのは、「定める額に

100分の70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端

数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未

満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるも

のとする。）」とする。
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　　　附　則

　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一

部を改正する規則をここに公布する。

　　令和５年３月２日

 川崎市人事委員会　　　　　　　　

 委員長　魚　津　利　興　　

川崎市人事委員会規則第８号

　　　川崎市職員の管理職員特別勤務手当に関す

　　　る規則の一部を改正する規則

　川崎市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則（平

成４年川崎市人事委員会規則第16号）の一部を次のよう

に改正する。

　附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行

期日）」を付し、附則に次の１項を加える。

　（条例附則第33項の規定の適用を受ける職員の管理職

員特別勤務手当の額）

２ 　条例附則第33項の規定の適用を受ける職員に対する

第２条第１項及び第３条第１項の規定の適用について

は、当分の間、第２条第１項第１号及び第２号並びに

第３条第１項中「定める額」とあるのは、「定める額

に100分の70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の

端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円

未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げる

ものとする。）」とする。

　　　附　則

　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　産業教育手当の支給に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

　　令和５年３月２日

 川崎市人事委員会　　　　　　　　

 委員長　魚　津　利　興　　

川崎市人事委員会規則第９号

　　　産業教育手当の支給に関する規則の一部を

　　　改正する規則

　産業教育手当の支給に関する規則（昭和46年川崎市人

事委員会規則第17号）の一部を次のように改正する。

　第４条（見出しを含む。）中「第16条の３第３項」を

「第16条の３第４項」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部を

改正する規則をここに公布する。

　　令和５年３月２日

 川崎市人事委員会　　　　　　　　

 委員長　魚　津　利　興　　

川崎市人事委員会規則第10号

　　　義務教育等教員特別手当の支給に関する規

　　　則の一部を改正する規則

　義務教育等教員特別手当の支給に関する規則（昭和50

年川崎市人事委員会規則第14号）の一部を次のように改

正する。

　第２条中「。以下「法」という。」を削り、同条各号

列記以外の部分中「第28条の５第１項」を「第22条の４

第１項」に改め、同条第１号中「法第28条の４第１項又

は第28条の５第１項」を「川崎市職員の定年等に関する

条例（昭和59年川崎市条例第38号）第12条又は第13条第

１項」に改め、「された職員」の次に「（以下「定年前再

任用短時間勤務職員」という。）」を加える。

　附則に次の１項を加える。

　（条例附則第33項の規定の適用を受ける職員の義務教

育等教員特別手当の額）

３ 　条例附則第33項の規定の適用を受ける職員に対する

第２条各号の規定の適用については、当分の間、第２

条中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号

に定める額に100分の70を乗じて得た額（当該額に、

50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円

以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切

り上げるものとする。）」とする。

別表第１及び別表第２中「再任用職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

　　（経過措置）

２ 　暫定再任用職員（川崎市職員の定年等に関する条例

の一部を改正する条例（令和４年川崎市条例第32号）

附則第８項に規定する暫定再任用職員をいう。）は、

定年前再任用短時間勤務職員（川崎市職員の定年等に

関する条例（昭和59年川崎市条例第38号）第12条又は

第13条第１項の規定により採用された職員をいう。）

とみなして、改正後の義務教育等教員特別手当の支給

に関する規則第２条の規定を適用する。

　　　───────────────────

　川崎市職員の給与に関する条例附則第35項、第37項、

第38項又は第40項の規定による給料に関する規則をここ

に公布する。

　　令和５年３月２日

 川崎市人事委員会　　　　　　　　

 委員長　魚　津　利　興　　

川崎市人事委員会規則第11号

　　　川崎市職員の給与に関する条例附則第35項、

　　　第37項、第38項又は第40項の規定による給
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　　　料に関する規則

　（趣旨）

第 １条　この規則は、川崎市職員の給与に関する条例

（昭和32年川崎市条例第29号。以下「給与条例」とい

う。）附則第35項、第37項、第38項又は第40項の規定

による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

　（定義）

第 ２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。

　⑴ 　管理監督職　川崎市職員の定年等に関する条例

（昭和59年川崎市条例第38号。以下「定年条例」と

いう。）第６条に規定する職をいう。

　⑵ 　異動期間　定年条例第９条第１項に規定する異動

期間（同条の規定により延長された期間を含む。）

をいう。

　⑶ 　特例任用後降任等職員　地方公務員法（昭和25年

法律第261号。以下「法」という。）第28条の２第４

項に規定する他の職への降任等をされた職員であっ

て、給与条例附則第35項に規定する異動日（以下

「異動日」という。）の前日において第１項特例任

用職員（定年条例第９条第１項又は第２項の規定に

より異動期間を延長された管理監督職を占める職員

をいう。以下同じ。）又は第３項特例任用職員（同

条第３項又は第４項の規定により異動期間を延長さ

れた管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。）

であったものをいう。

　⑷ 　特定日　給与条例附則第33項に規定する特定日を

いう。

　⑸ 　降格　川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関す

る規則（昭和46年川崎市人事委員会規則第20号。以

下「初任給規則」という。）第２条第３号に規定す

る降格のうち、法第28条の２第４項に規定する他の

職への降任等に伴うものを除いたものをいう。

　⑹ 　初任給基準異動　給与条例第３条第１項に規定す

る給料表（以下「給料表」という。）の適用を異に

しない初任給規則別表第１から第８までに定める初

任給基準表（第６条第１項第１号において「初任給

基準表」という。）に異なる初任給の定めがある他

の職種に属する職務への異動をいう。

　⑺ 　給料表異動　給料表の適用を異にする異動をいう。

　⑻ 　上限額　給与条例第３条第３項の規定により職員

が属する職務の級における最高の号給の給料月額

（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第110号）第10条第１項又は第17条の規定によ

る勤務（以下「育児短時間勤務等」という。）をし

ている職員にあっては、当該給料月額に初任給規則

第19条に規定する割合（以下「算出率」という。）

を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てた額））をいう。

　⑼ 　その者の号給等　当該職員に適用される給料表並

びにその職務の級及び号給をいう。

　（給与条例附則第35項の人事委員会規則で定める職員）

第 ３条　給与条例附則第35項の人事委員会規則で定める

職員は、次に掲げる職員とする。

　⑴ 　法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等

をされた職員（特例任用後降任等職員を除く。）の

うち、次に掲げる職員

　　ア 　異動日以後に初任給基準異動をした職員

　　イ 　異動日から特定日までの間に降格をした職員

　　ウ 　異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職

員（異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特

定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を

除く。）

　　エ 　異動日以後に人事委員会の承認を得てその号給

を決定された職員

　⑵ 　異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料

月額が増額改定又は減額改定（給料月額の改定をす

る条例が制定された場合において、当該条例による

改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額

又は減額されることをいう。以下同じ。）をされた

職員

　（他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附

則第37項の規定による給料の支給）

第 ４条　法第28条の２第４項に規定する他の職への降任

等をされた職員（特例任用後降任等職員を除く。）で

あって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受

ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定

日に給与条例附則第33項の規定により当該職員が受け

る給料月額（特定日後に第１号、第３号又は第４号に

掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各

号に掲げる職員となったものとした場合に特定日に同

項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額

に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」

という。）が当該各号の区分に応じ当該各号に定める

額（第３号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当

該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨

て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを

100円に切り上げた額。以下この条において「第４条

基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員

（次の各号のうち２以上の号に掲げる職員に該当する

職員（第３項の規定の適用を受ける職員を除く。）を

除く。）には、特定日以後の当該各号に掲げる職員と

なった日以後、第４条基礎給料月額と特定日給料月額

との差額に相当する額を、給与条例附則第37項の規定

による給料として支給する。

　⑴ 　異動日以後に給料表異動又は初任給基準異動（以
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下「給料表異動等」という。）をした職員（第４号

に掲げる職員を除く。）　異動日の前日に当該給料

表異動等があったものとした場合（給料表異動等が

２回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給

料表異動等が順次あったものとした場合）に同日に

おいて当該職員が受けることとなる給料月額に相当

する額に100分の70を乗じて得た額

　⑵ 　異動日から特定日までの間に降格をした職員（第

４号に掲げる職員を除く。）　異動日の前日に当該

職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日

に当該降格がないものとした場合の同日のその者の

号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格

後のその者の号給等に対応する給料月額との差額

（降格を２回以上した場合にあっては、それぞれの

当該差額を合算した額）に相当する額を減じた額に

100分の70を乗じて得た額

　⑶ 　異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

（異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定

日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除

く。）　次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める

額

　　ア 　特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている

職員異動日の前日のその者の号給等に対応する給

料月額に100分の70を乗じて得た額（当該額に、

50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、

50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを

100円に切り上げた額）に算出率を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）

　　イ 　アに掲げる職員以外の職員　異動日の前日のそ

の者の号給等に対応する給料月額に100分の70を

乗じて得た額

　⑷ 　異動日以後に人事委員会の承認を得てその号給を

決定された職員　人事委員会の定める額

　⑸ 　異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料

月額が増額改定又は減額改定をされた職員　異動日

の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表

の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じ

て得た額

２ 　前項の規定による給料の額と当該給料を支給される

職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場

合における同項の規定の適用については、同項中「第

４条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とある

のは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」

とする。

３ 　第１項第１号から第３号までのいずれかに該当する

職員であって同項第５号に掲げる職員に該当する職員

に対する前２項の規定の適用については、当該職員は

第１項第１号から第３号までのいずれかに該当する職

員であるものとし、当該職員について適用される第４

条基礎給料月額は、同項第１号から第３号までに規定

する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に

掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

４ 　第１項第１号から第５号までのうち２以上の号に掲

げる職員に該当する職員（前項の規定の適用を受ける

職員を除く。）には、人事委員会の定める日以後、人

事委員会の定める額を、給与条例附則第37項の規定に

よる給料として支給する。

　（特例任用後降任等職員に対する給与条例附則第37項

の規定による給料の支給）

第 ５条　特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間

末日（定年条例第９条の規定による異動期間の延長が

ないものとした場合における異動期間の末日をいう。

以下同じ。）の前日から引き続き同一の給料表の適用

を受ける職員のうち、異動日に給与条例附則第33項の

規定により当該職員が受ける給料月額（以下この項に

おいて「異動日給料月額」という。）が異動日の前日

のその者の号給等に対応する給料月額（仮定異動期間

末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号

給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額

がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する

額）に100分の70を乗じて得た額（当該額に、50円未

満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上

100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上

げた額。以下この項において「第５条基礎給料月額」

という。）に達しないこととなる職員（次条第１項各

号、第３項及び第４項に該当する職員を除く。）には、

異動日以後、第５条基礎給料月額と異動日給料月額と

の差額に相当する額を、給与条例附則第37項の規定に

よる給料として支給する。

２ 　前項の規定による給料の額と当該給料を支給される

職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場

合における同項の規定の適用については、同項中「第

５条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とある

のは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」

とする。

第 ６条　特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間

末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員の

うち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与条

例附則第33項の規定により当該職員が受ける給料月額

（異動日後に第１号、第３号又は第４号に掲げる職員

となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる

職員になったものとした場合に異動日に同項の規定に

より当該職員が受けることとなる給料月額に相当する

額。以下この項において「異動日給料月額」という。）

が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額（第３号
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アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50

円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以

上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り

上げた額。以下この条において「第６条基礎給料月額」

という。）に達しないこととなる職員（次の各号のう

ち２以上の号に掲げる職員に該当する職員（第３項の

規定の適用を受ける職員を除く。）を除く。）には、異

動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第

６条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当す

る額を、給与条例附則第37項の規定による給料として

支給する。

　⑴ 　仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員

（第４号に掲げる職員を除く。）　仮定異動期間末

日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異動

日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている

給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引

き続き適用されているものとした場合（給料表異動

等が２回以上あった場合にあっては、仮定異動期間

末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり、同

日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に

適用されている給料表及び初任給基準表における初

任給の定めが引き続き適用されているものとした場

合）の同日のその者の号給等に対応する給料月額に

相当する額（これらの場合において、仮定異動期間

末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の

号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料

月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相

当する額）に100分の70を乗じて得た額

　⑵ 　仮定異動期間末日から異動日までの間に降格（職

員の同意を得て行うものを除く。以下この号にお

いて同じ。）をした職員（第４号に掲げる職員を除

く。）　異動日の前日のその者の号給等に対応する

給料月額（仮定異動期間末日の前日から異動日の

前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月

額に、これよりも多い給料月額がある場合は、その

うち最も多い給料月額に相当する額）から、当該降

格をした日に当該降格がないものとした場合の同日

のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額

と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額

との差額（降格を２回以上した場合にあっては、そ

れぞれの当該差額を合算した額）に相当する額を減

じた額に100分の70を乗じて得た額

　⑶ 　仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等

をした職員　次に掲げる職員の区分に応じ、次に定

める額

　　ア 　異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている

職員　異動日の前日のその者の号給等に対応する

給料月額（仮定異動期間末日の前日から異動日の

前々日までの間のその者の号給等に対応する給料

月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、

そのうち最も多い給料月額に相当する額）に100

分の70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端

数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100

円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り

上げた額）に算出率を乗じて得た額（その額に１

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額）

　　イ 　アに掲げる職員以外の職員　異動日の前日のそ

の者の号給等に対応する給料月額（仮定異動期間

末日の前日から異動日の前々日までの間のその者

の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い

給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月

額に相当する額）に100分の70を乗じて得た額

　⑷ 　仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得て

その号給を決定された職員　人事委員会の定める額

　⑸ 　仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給

料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職

員　異動日の前日のその者の号給等に対応する異動

日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額（仮定異

動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のそ

の者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額

欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額が

ある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する

額）に100分の70を乗じて得た額

２ 　前項の規定による給料の額と当該給料を支給される

職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場

合における同項の規定の適用については、同項中「第

６条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とある

のは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」

とする。

３ 　第１項第１号から第３号までのいずれかに該当する

職員であって、第５号に掲げる職員に該当する職員に

対する前２項の規定の適用については、当該職員は第

１項第１号から第３号までのいずれかに該当する職員

であるものとし、当該職員について適用される第６条

基礎給料月額は、同項第１号から第３号までに規定す

る給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲

げる給料月額を用いて、算出するものとする。

４ 　第１項第１号から第５号までのうち２以上の号に掲

げる職員に該当する職員（前項の規定の適用を受ける

職員を除く。）には、人事委員会の定める日以後、人

事委員会の定める額を、給与条例附則第37項の規定に

よる給料として支給する。

 　 　（特例任用期間降格職員に対する給与条例附則第38

項の規定による給料の支給）

第 ７条　特例任用期間降格職員（第３項特例任用職員の
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うち、仮定異動期間末日から法第28条の２第１項に規

定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前

日までの間において、降格（職員の同意を得て行うも

のに限る。）をされた職員をいう。以下この条におい

て同じ。）であって、仮定異動期間末日の前日から引

き続き給料表の適用を受ける職員（第４項各号に掲げ

る職員を除く。）のうち、特例任用期間降格職員とな

った日（当該日が２以上あるときは、当該日のうち最

も遅い日。以下この条において同じ。）に給与条例附

則第33項の規定により当該職員が受ける給料月額（以

下この項において「降格相当日給料月額」という。）

が、特例任用期間降格職員となった日の前日のその者

の号給等に対応する給料月額（仮定異動期間末日の前

日から特例任用期間降格職員となった日の前々日まで

の間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよ

り多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料

月額に相当する額）に100分の70を乗じて得た額（当

該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨

て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを

100円に切り上げた額。以下この条において「第７条

基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員

には、特例任用期間降格職員となった日から法第28条

の２第１項に規定する他の職への昇任、降任又は転任

をされる日の前日までの間、第７条基礎給料月額と降

格相当日給料月額との差額に相当する額を、給与条例

附則第38項の規定による給料として支給する。

２ 　前項の規定による給料の額と当該給料を支給される

職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場

合における同項の規定の適用については、同項中「第

７条基礎給料月額と降格相当日給料月額との差額」と

あるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との

差額」とする。

３ 　仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格職員

となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又

は減額改定をされた職員に対する前２項の規定の適用

については、当該職員について適用される第７条基礎

給料月額は、第１項に規定する給料月額について特例

任用期間降格職員となった日の給料表の給料月額欄に

掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

４ 　特例任用期間降格職員であって、仮定異動期間末日

の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のう

ち、給与条例附則第33項の規定の適用を受ける職員で

あって、次に掲げる職員には、人事委員会の定める日

から法第28条の２第１項に規定する他の職への昇任、

降任又は転任をされる日の前日までの間、人事委員会

の定める額を、給与条例附則第38項の規定による給料

として支給する。

　⑴ 　特例任用期間降格職員となった日の翌日から法第

28条の２第１項に規定する他の職への昇任、降任又

は転任をされる日の前日までの間に初任給規則第２

条に規定する昇格をした職員

　⑵ 　特例任用期間降格職員となった日以後に給料表異

動等をした職員

　⑶ 　仮定異動期間末日から特例任用期間降格職員とな

った日までの間に降格（職員の同意を得て行うもの

を除く。）をした職員

　⑷ 　仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等

をした職員

　⑸ 　仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得て

その号給を決定された職員

　（人事交流等職員に対する給与条例附則第38項の規定

による給料の支給）

第 ８条　給料表の適用を受けない職員、国家公務員、他

の地方公共団体の地方公務員、公益的法人等への一般

職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成12年法律

第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。）第10

条第２項に規定する退職派遣者又はその他これらに準

ずる者であった者から人事交流等により引き続いて管

理監督職以外の職に任用された職員（以下この条にお

いて「人事交流等職員」という。）のうち人事交流等

職員となった日（当該日が２以上あるときは、当該日

のうち最も遅い日。以下この条において同じ。）前に

職員であったものとした場合に異動日とみなされる日

（以下この条において「みなし異動日」という。）が

ある者であって、人事交流等職員となった日から引き

続き給料表の適用を受ける職員（第４項各号に掲げる

職員を除く。）のうち、特定日に給与条例附則第33項

の規定により当該職員が受ける給料月額（人事交流等

職員となった日が60歳に達した日後における最初の４

月１日（以下この条において「仮定特定日」という。）

後であるときは、仮定特定日に職員であったものとし

て給与条例附則第33項の規定が適用された場合に仮定

特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当

する額。以下この項において「特定日給料月額」とい

う。）がみなし異動日の前日に職員となったものとし

た場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当

する額に100分の70を乗じて得た額（当該額に、50円

未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上

100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上

げた額。以下この条において「第８条基礎給料月額」

という。）に達しないこととなる職員には、人事交流

等職員となった日（特定日前に人事交流等職員となっ

た場合にあっては特定日）以後、第８条基礎給料月額

と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例

附則第38項の規定による給料として支給する。

２ 　前項の規定による給料の額と当該給料を支給される
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職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場

合における同項の規定の適用については、同項中「第

８条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とある

のは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」

とする。

３ 　給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異

動日の前日から特定日（人事交流等職員となった日が

仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項

において同じ。）までの間の給料表の給料月額が改定

された場合における前２項の規定の適用については、

人事交流等職員について適用される第８条基礎給料月

額は、第１項に規定する給料月額について特定日の給

料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出す

るものとする。

４ 　人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であっ

て、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の

適用を受ける職員のうち、給与条例附則第33項の規定

の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、

人事委員会の定める日以後、人事委員会の定める額

を、給与条例附則第38項の規定による給料として支給

する。

　⑴ 　かつて第１項特例任用職員又は第３項特例任用職

員として勤務していた者で、人事交流等により引き

続いて給料表の適用を受けない職員、国家公務員、

他の地方公共団体の地方公務員、公益的法人等派遣

法第10条第２項に規定する退職派遣者又はその他こ

れらに準ずる者となり引き続いて人事交流等職員と

なったもの及びこれに準ずるもの

　⑵ 　人事交流等職員となった日後に給料表異動等をし

た職員

　⑶ 　人事交流等職員となった日から特定日までの間に

降格をした職員

　⑷ 　人事交流等職員となった日（特定日前に人事交流

等職員となった場合にあっては特定日）以後に育児

短時間勤務等をした職員

　⑸ 　人事交流等職員となった日以後に人事委員会の承

認を得てその号給を決定された職員

　（この規則により難い場合の措置）

第 ９条　給与条例附則第35項、第37項、第38項又は第40

項の規定による給料の支給について、この規則の規定

による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失す

ると認められるときその他の特別な事情があるとき

は、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱

いをすることができる。

　（雑則）

第 10条　この規則に定めるもののほか、給与条例附則第

35項、第37項、第38項又は第40項の規定による給料の

支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

　　　附　則

　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

農 業 委 員 会 告 示

川農委告示第２号

　第33回川崎市農業委員会総会を次のとおり招集します。

　　令和５年３月８日　

 川崎市農業委員会　　　　　　　

 会長　小　川　耕　平　　

１ 　日　時　

　　令和５年３月10日（金）　午後２時00分～

２ 　場　所

　　セレサ川崎農業協同組合梶ヶ谷ビル３階会議室

　　（川崎市高津区梶ヶ谷２－１－７）

　⑴ 　議案第１号　 農地法第４条の規定による許可申請

に対する意見について

　⑵ 　議案第２号　 農用地利用集積計画の決定について

　⑶ 　議案第３号　 都市農地の貸借の円滑化に関する法

律に基づく事業計画の決定について

　⑷ 　議案第４号　非農地証明について

　⑸ 　議案第５号　 令和５年度税制改正要望（案）につ

いて

　⑹ 　報告第１号　 農地法第３条の３第１項の規定によ

る届出について

　⑺ 　報告第２号　 農地の転用届出に関する事務局長の

専決処分について

　⑻ 　報告第３号　 相続税の納税猶予適格者証明（継

続）について

　⑼ 　報告第４号　 生産緑地の主たる従事者証明につい

て

　⑽ 　報告第５号　 買い取らない旨の通知をした生産緑

地のあっせんについて

　⑾ 　報告第６号　 令和５年度農地等利用最適化の推進

に関する意見（素案）について

　⑿ 　報告第７号　 令和５年度最適化活動の目標の設定

等（素案）について

　⒀ 　その他

職員共済組合公告

川崎市共済公告第１号

　令和５年第１回川崎市職員共済組合組合会を次のとお

り招集します。

　　令和５年３月１日

 川崎市職員共済組合　　　　　
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 理事長　伊　藤　弘　　

１ 　開催日時　令和５年３月15日（水）　午後４時

２ 　開催場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　川崎市役所第３庁舎18階大会議室

３ 　会議に付すべき事件

　⑴ 　川崎市職員共済組合定款の一部変更についての理

事長の専決処分の承認について

　⑵ 　川崎市職員共済組合運営規則の一部改正（案）の

承認について

　⑶ 　川崎市職員共済組合定款の一部変更（案）の承認

について

　⑷ 　川崎市職員共済組合令和５年度事業計画及び予算

（案）の承認について

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第40号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和33年

法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月２日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第41号

　国民健康保険料及び介護保険料に係る差押調書（謄

本）を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の住所、

居所、事務所及び事業所が不明のため送達することがで

きないので、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）

第78条、介護保険法（平成９年12月17日法律第123号）

第143条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月６日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第42号

　国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、国

民健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月８日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第43号

　次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月10日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

年度 科目 期別
この公告により

変更する納期限

件数・

備考

令和

４年度

後期高齢者

医療保険料
第９期 計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第44号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和５年３月13日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第45号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居
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所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和５年３月13日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第46号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月13日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第47号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月13日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第48号

　国民健康保険料に係る還付通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月13日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第49号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月13日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第16号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和33年

法律192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律

第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年２月28日

 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第17号　　

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和33年

法律192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律

第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月８日

 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第18号

　次の後期高齢者医療保険料に係る過誤納金還付（充

当）通知書を別紙記載の者に送達すべきところ、その者

の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達する
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ことができないので、高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和57年法律80号）第112条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月10日

 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

年度 科目 期別
この公告により

変更する納期限

件数・

備考

令和

４年度

後期高齢者

医療保険料
２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第19号

　次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月10日

 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

年度 科目 期別
この公告により

変更する納期限

件数

備考

令和

４年度

後期高齢者

医療保険料

特別徴収

第１期以降
計１件

令和

４年度

後期高齢者

医療保険料

特別徴収

第２期以降
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第20号

　介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月13日

 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

年度 科目 期別
この公告により

変更する納期限

件数・

備考

令和

４年度
介護保険料

第１期分

以降
令和５年３月31日

計３件

（１名）

令和

４年度
介護保険料

第１期分

以降

計１件

（１名）

令和

４年度
介護保険料

第６期分

以降
令和５年３月31日

計２件

（１名）

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第21号

　次の介護保険料に係る還付通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月13日

 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

年度 科目 期別
この公告により

変更する納期限

件数・

備考

令和

４年度
介護保険料 計５件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第22号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月13日

 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第14号

　国民健康保険料に係る還付通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月13日

 川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

（別紙省略）
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　　　───────────────────

川崎市中原区公告第15号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月13日

 川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第16号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について、住民票を

職権消除しましたので、同条第４項の規定により、その

者に通知しなければならないところ住所及び居所が不明

のため、通知の送達ができないので公示します。

　　令和５年３月７日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての決裁があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に川崎市を被告として（川崎市長が被告の

代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第17号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明のため、通知の送達ができないので公示します。

　　令和　５年３月７日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第18号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月13日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第11号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和33年

法律192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律

第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月６日

 川崎市宮前区長　南　昭　子　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第12号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月13日

 川崎市宮前区長　南　昭　子　　

（別紙省略）
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多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第12号

　次の国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、国民健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第

78条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20

条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月８日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

年度 科目 期別 変更する納期限 件数・備考

令和４年度 計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第13号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月13日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第12号

　介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月９日

 川崎市麻生区長　三　瓶　清　美　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第13号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和５年３月13日

 川崎市麻生区長　三　瓶　清　美　　

（別紙省略）

高津区選挙管理委員会告示

川崎市高津区選挙管理委員会告示第２号

　川崎市高津区投票区設置告示（平成20年川崎市高津区

選挙管理委員会告示第15号）の一部を次のとおり改正

し、令和５年３月１日から施行します。

　　令和５年３月１日

 川崎市高津区選挙管理委員会　　　　　　　

 委員長　宇　佐　美　善　愛　　

　川崎市高津区投票区設置告示

　川崎市高津区投票区設置告示（平成20年川崎市高津区

選挙管理委員会告示第15号）の一部を次のように改正す

る。

表中

「

第11投票区

上作延（１番地から135番地まで、211番地から

391番地まで、462番地から491番地まで、709番

地から898番地まで、901番地から906番地まで）、

向ヶ丘（137番地以降）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

第11投票区

上作延（１番地から135番地まで、211番地から

391番地まで、462番地から491番地まで、709番

地から898番地まで、901番地から906番地まで）、

上作延１丁目（７番から９番まで、28番以降）、

上作延２丁目、上作延３丁目、向ケ丘（137番

地以降）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　に、

表中

「

第12投票区

上作延（136番地から210番地まで、392番地か

ら461番地まで、492番地から708番地まで、899

番地から900番地まで、907番地以降）、下作延

（571番地から587番地まで、628番地から946番

地まで）、下作延２丁目（33番以降）、下作延３

丁目、下作延４丁目（24番以降）、向ヶ丘（１

番地から136番地まで）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

第12投票区

上作延（136番地から210番地まで、392番地か

ら461番地まで、492番地から708番地まで、899

番地から900番地まで、907番地以降）、上作延

１丁目（１番から６番まで、10番から27番まで）、

下作延（571番地から587番地まで、628番地か

ら946番地まで）、下作延２丁目（33番以降）、

下作延３丁目、下作延４丁目（24番以降）、向

ケ丘（１番地から136番地まで）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に、改める。


